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１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要 
 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人情報処理推進機構 
評価対象事業年度 中期目標期間実績評価 第三期中期目標期間 

中期目標期間 平成 25～29 年度 
 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 経済産業大臣 
 法人所管部局 （経済産業省で記載） 担当課、責任者 （経済産業省で記載） 
 評価点検部局 （経済産業省で記載） 担当課、責任者 （経済産業省で記載） 
 
３．評価の実施に関する事項 
（経済産業省で記載） 

 
４．その他評価に関する重要事項 
（経済産業省で記載） 
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１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定 
 
１．全体の評定 
評定（自己評価） 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

（A）：全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られている。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 
A 

評定に至った理由 「Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」の 3 項目及び「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」で A 評定としており、また全体評定を引

き下げる事象もなかったため。 
※（カッコ）内は、自己評価結果。 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 以下に示す項目別評価を総合的に勘案した結果、法人全体として中期目標及び中期計画における所期の目標を上回る成果が得られているものと評価。 

 
項目別評定「Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」 
○「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）」において、情報の収集・提供を開始する産業分野数の早急な拡大を目指し、平成 27 年度には 2 年前倒しで中期計画の目標で

ある累計 5 産業分野を達成。引き続き拡大に取り組み、平成 29 年度には経済産業省所管以外で初めて、国土交通省所管の産業分野の SIG の拡大を実現し、累計で 9 産業分野

としたことを評価。 
○標的型サイバー攻撃に関する初動対応を支援するため、平成 26 年度に「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）」を立ち上げ、その相談窓口を通じて情報収集するとともに、緊急

対応を要する相談には初動対応、助言を行いつつ、必要に応じて隊員を現場に派遣して被害低減活動を支援する体制を運用。迅速かつ効果的な対応が評価され、TV 等のメデ

ィアでも多く取り上げられ、知名度の向上と支援内容への高い期待から、相談件数は初年度比 4～5 倍で推移していることを評価。 
○中小企業の情報セキュリティ対策の普及加速化のため、IPA 自らが旗振り役となって尽力し、IPA 及び商工団体等 10 団体による「中小企業における情報セキュリティの普及

促進に関する共同宣言」を発表。併せて、中小企業自ら取り組みを宣言する制度として「SECURITY ACTION」を創設したところ、サイバー保険の割引や補助金申請時の要

件として活用されるなど、他の制度、施策との連携も推進し、380 万の中小企業が情報セキュリティ対策を開始しようとする雰囲気づくりの礎を構築したことを高く評価。 
○産業サイバーセキュリティセンターの設立構想段階から、経済産業省とともに同省所管業種の枠を超えて企業・業界団体を訪問し、役員（経営層）、各部門長に直接、受講生

の 1 年間の派遣を働きかけた結果、同省所管業種以外の企業を含む 76 名の中核人材育成プログラム受講者を獲得。米国国土安全保障省（DHS）が日本に専門家を派遣して初

めて行った日米共同演習などの海外連携事業、現実的に起こり得るサイバー攻撃を想定して対処法を検討できる演習環境の構築など充実した研修内容を実現。これらに加え、

第 1 期受講者のサイバー演習大会での活躍、派遣元企業での評価等を受け、第 2 期受講者は 85 名程度まで拡大したことを評価。 
○重要インフラ分野のシステム障害情報を収集する産業分野の拡大は、発生原因が外部からの攻撃でないことと、システム自体の機密性の高さから、各企業・団体における障害

情報共有の優先順位が低く、共有体制の構築・拡充等は困難を極めたが、平成 26 年度以降毎年度 2 分野の目標に対して 3 分野ずつ達成。体制を構築した企業・団体等からの

評価も高く、特に電力分野等からの協力要請に基づいてシステム障害の再発防止策の策定を支援するなど、IPA の代表的な事業として広く認知されたことを評価。 
○IoT 社会の到来とともに、スマートフォン、自動車、家電等の IoT 製品の利用者や製品の安全性・セキュリティを脅かすリスクの発生が懸念されているが、政策上のニーズを

先取りし、IoT 製品開発者が開発時に最低限考慮すべきポイントを業界横断的に利用可能な全 17 指針として明示した「つながる世界の開発指針」を発行。「IoT セキュリティ

ガイドライン」（IoT 推進コンソーシアム、総務省、経済産業省）や 4 つの製品分野別ガイドライン、4 つの産業分野・団体の標準仕様・ガイドライン等に採用され、IoT 社会

のリスク低減と産業競争力の強化に寄与したことを評価。 
○情報の共有や活用を円滑に行うための文字情報基盤の構築は、8 年間にわたる作業の結果、人名を扱う行政実務に必要な漢字約 6 万文字の国際標準化を完了。コンピュータ上

で日常用いる 1 万文字へ対応させる世界初の「縮退マップ」を整備。国税庁からマイナンバーの一環である法人番号検索システム用に 7 万文字の縮退マップの製作を依頼され、

これを約半年で迅速に完成。内閣官房 IT 総合戦略本部電子行政分科会で「民間調査では自治体だけで年間 20 億円の無駄とされてきた問題であり、国や民間含め年間数十億円

の効果があると見込まれる」との高い評価を得た事業を成し遂げたことを評価。 
○「未踏 IT 人材発掘・育成事業（以下、「未踏事業」）」について、55 名のスーパークリエータなど多数の優れた創造的人材を輩出したことに加え、未踏事業の候補となり得る

小中高生を早期から選抜育成し裾野を広げる「未踏ジュニア」を民間団体と協同して創設、また、起業へとつながる IT 等トップ人材の発掘・育成を強化する「未踏アドバン

スト」を創設、より幅広い人材の発掘・育成を実現したことを評価。 
○第 4 次産業革命に向けた新たな人材のスキル指標「ITSS＋」として「データサイエンス領域」、「IoT ソリューション領域」等を整備。有識者による WG を設置し、スキル変

革の方向性を取りまとめていることは、第 4 次産業革命に必要な人材類型の整備、及び新たなスキル標準の継続的な改訂サイクルの実現につながることから、これを高く評価。 
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○「i コンピテンシ ディクショナリ（iCD）」は、タスクとスキルを体系的・網羅的に整理した世界初の「辞書」。事業戦略に合わせて自由に組み合わせて活用することができ、

また、その品質の高さから、海外の主要スキル標準関連団体からも高い評価を獲得し、IT 人材育成分野における初の日本発のグローバルスタンダードとして位置付けを確立。

民間協力団体による「iCD 活用企業認証制度」が開始され、iCD 活用企業の拡大を受けてこれらを支援する新たな民間団体が設立された他、従来の協力団体による活動を含め

た民間主体の活用促進体制の整備を推進したことを高く評価。 
○若年層のセキュリティ人材を発掘し、世界に通用する善意のトップクラス人材（ホワイトハッカー）を創出する「セキュリティ・キャンプ」を毎年継続して実施。地方でも、

地元の地域団体と連携し各地方が自律的に運営を行えるようノウハウを共有することで開催地域数を初年度比 5.5 倍に拡大。これらにより 926 名の優秀な若手セキュリティ人

材を輩出。修了生に自己研鑚の機会を設け、講師に登用して新たな人材の育成につながる等、優れた人材育成の好循環を構築していることを評価。 
 
項目別評定「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」 
○運営費交付金の効率化係数が一般管理費と業務経費のいずれも 3%と高く設定されている中で、一般管理費と業務経費（の合計値）について、毎年度の 3%以上の効率化を実施

したことを評価。 
○理事長のリーダーシップが発揮されるよう、業務運営の方向性や最適な資源配分などの経営課題についてトップマネジメントとミドルマネジメント層とで集中討議する「業務

運営方針検討会」を整備。そこで浮かび上がった課題について具体的な対応方針や制度設計の検討を行うため、中堅～若手のプロパー職員で構成したワーキンググループを設

置し、人事制度、組織再編、能力開発及び働き方改革について集中的な検討を実施。理事長のリーダーシップの下、機構全体が一丸となって第四期中期目標期間における新体

制の構築に向けて、業務運営全般にわたる見直しや新たな業務実施体制の整備を実施したことを評価。 
○報道発表を毎年着実に実施し、中期計画目標値 500 件を大きく上回る 885 件を達成。教育事業者で起きた内部不正において「内部不正防止ガイドライン」が、日本年金機構

への標的型攻撃事件やビジネスメール詐欺被害において J-CSIP 等の標的型攻撃対策の知見が注目されるなど、情報セキュリティに関する国の専門機関として報道機関からの

問い合わせが殺到、報道発表への信頼度はますます向上。マスメディアへの掲載数は、第二期中期目標最終年度と比較して高水準を維持していることを評価。 
○より多くの一般国民向けにタイムリーな情報発信を実施するため、従来から行ってきたメールニュース・YouTube に加え、多くの国民からの反応（閲覧数や「いいね」の数）

を取得する手段として、 SNS（Facebook、Twitter）を活用した広報活動を新たに展開。パスワードの作り方を訴求する「チョコっとプラス パスワード」キャンペーン、原

宿駅に掲出したパスワード啓発広告や公的機関として国内被害の発生前に最初に記者会見を行ったワナクライ等の注意喚起の投稿が寄与。毎年のコンテンツ投稿数はほぼ一定

数を維持するも、よりわかりやすさを意識した配信を実施したことにより、SNS 等の閲覧数は全体で第二期中期目標最終年度と比較して約 3.1 倍（約 743 万件）、登録者数も

同様に約 2 倍（累計約 10 万人）に拡大。さらに、一般国民向けに情報を発信する媒体であるウェブサイトのアクセス件数も約 2.5 倍（約 4 億件）に拡大したことを評価。 
項目別評定「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」 
○セミナー参加料、書籍販売などの自己収入は、第二期中期目標期間の 5 年間の合計 40 百万円に比べ、17 百万円増（43%増）を確保したことを評価。 
○各地域ソフトウェアセンターの経営状況を把握し、経営改善を目的とした指導・助言等を行った結果、11 社のうち 4 社が繰越欠損金を減少。さらに、地域ソフトウェアセン

ターから第二期中期目標期間の 3 倍を超える総額 13.2 百万円の配当金を受領したことを高く評価。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特に全体の評定に影響を与える事象はなかった。 

 
3．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
項目別評定「Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」 
○各業界団体の代表が参加する有識者委員会のほか、国内外のアドバイザ、米国国土安全保障省（DHS）などから広く意見を集めるとともに、プログラム受講者や受講者の派遣

元企業のフィードバックを得つつ、中長期を見据え、授業提供サイドの目線に寄らない観点から実用的なプログラムの構築を進めていく。 
○産業サイバーセキュリティセンターのプログラム受講者の個人的努力にとどまらず、企業において組織を挙げてセキュリティ戦略が推進されていくよう、経営層向けの取組み

を強化していく。 
その他改善事項 なし 

 
主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
（経済産業省で記載） 
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４．その他事項 
監事等からの意見 （経済産業省で記載） 

 
その他特記事項 （経済産業省で記載） 
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１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表 
 

中期目標 年度評価 
中期目標期間

評価 項目別 
調書№ 

備考 

 
中期目標 年度評価 

中期目標期間

評価 項目別 
調書№ 

備考 
 

25
年度 

26
年度 

27
年度 

28
年度 

29 年

度 
見込

評価 
期間実

績評価 
 

 
25
年度 

26
年度 

27
年度 

28
年度 

29 年

度 
見込

評価 
期間実

績評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 
新たな脅威への迅速な対応等の

情報セキュリティ対策の強化 AA A○ A○ A○ （A） A○ （A） 1-1-4-1 
(Ⅰ-1) 

  
 業務運営の効率化 A A B B （A） B （A） 1-1-4-2 

(Ⅱ) 

 

 
社会全体を支える情報処理シス

テムの信頼性向上に向けた取組

の推進 
A B A A （A） A （A） 1-1-4-1 

(Ⅰ-2) 

  
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する事項 

 IT 人材育成の戦略的推進 A A B B （A） B （A） 1-1-4-1 
(Ⅰ-3) 

  
 財務内容の改善 B B B B （B） B （B） 1-1-4-3 

(Ⅲ) 

 

 
 

         
 

Ⅳ．その他の事項 

           
 

 
 

         

 
※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
（カッコ）内は、自己評価結果。 
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１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（Ⅰ.国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

Ⅰ－１ 新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策の強化 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

調書№ 1-1-4-1 (I-1) 新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策の強化 

業務に関連する政策・施

策 
（経済産業省で記載） 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
情報処理の促進に関する法律（以下、「情報処理促進法」）第 43 条 

当該項目の重要度、難易

度 
（経済産業省で記載） 
 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
（経済産業省で記載） 
 

 

                                                   
1 第三期中期計画の指標。 
2 第三期中期目標期間開始時において、重工・電力・ガス・石油・化学の 5 産業分野と情報収集・提供。 
3 プログラム開発普及業務（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する 3 事業で構成） 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標  達成状況   
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

 基準値  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

中
期
目
標 

サイバー攻撃に

関する情報共有

の取組みについ

て、情報の 収

集・提供を開始

する産業分野数 
 

中期目標期

間中に 5 つ

以上 1 

5 分野 2 
(前中期目標期

間実績値) 

計

画

値 
最終年度までに累計 5 分野以上 

 
予算額（千円） 4,633,273 

の内数 3 
5,078,204 
の内数 

13,841,241 
の内数 

9,217,207 
の内数 

8,447,592 
の内数 

実

績

値 

2 産業分野 累計 4 産業

分野 

累計 5 産業

分野 

累計 6 産業

分野 

累計 9 産業

分野 
 

決算額（千円） 3,010,379 
の内数 

4,210,386 
の内数 

4,712,551 
の内数 

11,057,204 
の内数 

8,155,135 
の内数 

達

成

度 

対最終目標

値比 40% 
対最終目標

値比 80% 
対最終目標

値比 100% 
対最終目標

値比 120% 
対最終目標

値比 180% 
 

経常費用（千円） 2,290,959
の内数 

2,936,504 
の内数 

3,454,638 
の内数 

5,205,544 
の内数 

8,981,691 
の内数 

機構が提供した

情報等に対する

満足度 

最終年度ま

でに 80%以

上 

－ 計

画

値 
最終年度までに 80%以上 

 
経常利益（千円） 76,574 

の内数 
46,722 
の内数 

△44,815 
の内数 

94,912 
の内数 

3,263,002 
の内数 

実

績

値 

88% 90% 91% 89% 87%  
行政サービス実

施コスト（千円） 
3,875,765 
の内数 

4,489,524 
の内数 

3,618,482 
の内数 

5,518,278 
の内数 

6,070,581 
の内数 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 110%) 

－ 
(対最終目標

値比 113%) 

－ 
(対最終目標

値比 114%) 

－ 
(対最終目標値

比 111%) 

対最終目標

値比 109% 
 

従事人員数 40 50 55 70 101 

機構に対する情

報セキュリティ

に関する情報源

としての期待割

最終年度ま

でに 25%以

上 

20% 
(24 年度実績値) 

計

画

値 
最終年度までに 25%以上 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

実 － － 17%( 対 象 40% 57% 
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合 績

値 
(対象外) (対象外) 外) 

達

成

度 

－ － － 
(対最終目標

値比 68%) 

－ 
(対最終目標値

160%) 

対最終目標

値比 228% 

機構の成果の定

期的周知先拡大

数 

最終年度ま

でに 80,000
拡大 

40,000 
 

計

画

値 
最終年度までに 80,000 に拡大 

実

績

値 

95,682 100,118 107,291 110,181 
 

183,268 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 120%) 

－ 
(対最終目標

値比 125%) 

－ 
(対最終目標

値比 134%) 

－ 
(対最終目標

値比 138%) 

対最終目標

値比 229% 

中
期
計
画 

新たに情報の収

集・提供を開始

する産業分野数 

最終年度ま

でに 5 つ以

上 

5 分野 
(前中期目標期

間実績値) 

計

画

値 
最終年度までに累計 5 分野以上 

実

績

値 

2 産業分野 累計 4 分野 累計 5 分野 累計 6 分野 累計 9 産業

分野 

達

成

度 

対最終目標

値比 40% 
対最終目標

値比 80% 
対最終目標

値比 100% 
対最終目標

値比 120% 
対最終目標

値比 180% 

機構から情報を

提供・共有した

企業、個人に対

するアンケート

数 

毎年度 200
者以上 

184 者 
(23 年度実績値) 

計

画

値 

200 者以上 200 者以上 200 者以上 200 者以上 200 者以上 

実

績

値 

1,040 者 816 者 517 者 378 者 419 者 

達

成

度 

520% 408% 259% 189% 210% 

機構から情報を

提供・共有した

企業、個人に対

するインタビュ

ー数 

毎年度 30
者以上 

27 者 
(前中期目標期

間平均値) 

計

画

値 

30 者以上 30 者以上 30 者以上 30 者以上 30 者以上 

実

績

値 

30 者 56 者 51 者 36 者 36 者 

達

成

度 

100% 187% 170% 120% 120% 
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技術レポート等

提供数 
毎年度 20
回以上 

20 回 
(24 年度実績値) 

計

画

値 

20 回以上 20 回以上 20 回以上 20 回以上 20 回以上 

実

績

値 

29 回 25 回 25 回 34 回 37 回 

達

成

度 

145% 125% 125% 170% 185% 

「今月の呼びか

け」、「注意喚起」

等の周知につい

て協力依頼を行

う団体数 

27年度まで

に 200 団体

以上 

－ 計

画

値 

－ － 200 団体以

上 
 

実

績

値 

1 団体 48 団体 
(累計 49 団

体) 

873 団体 
( 累計 922
団体) 

 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 1%) 

－ 
(対最終目標

値比 25%) 

461%  

セキュリティプ

レゼンター登録

者数 

毎年度 50
名以上 
（ 28 及び

29 年度 100
名以上） 

50.4 名 
(前中期目標期

間平均値) 

計

画

値 

50 名以上 50 名以上 50 名以上 100 名以上 100 名以上 

実

績

値 

58 名 53 名 
( 累 計 111
名) 

207 名 
( 累計 318
名) 

232 名 
( 累計 550
名) 

128 名 
( 累計 678
名) 

達

成

度 

116% 106% 414% 232% 128% 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
      評価  
    （詳細は、平成 25～29 年度業務実績報告書） ＜評定と根拠＞ 

評定：A 
根拠：以下のとおり、中期目標 KPI 及び中期計画における評価

指標においてこれらの指標を達成し、質的にも所期の目

標を上回る成果を得ていることを評価。 
 
[定量的指標の実績] 

 
(中期目標 KPI) 
①（中期計画にて策定）J-CSIP4の情報共有体制において、情報

の収集・提供を開始する産業分野数を 5 以上拡大させるとい

う中期計画の目標に対して、累計 9 産業分野（対最終目標値

比 180％）を達成。 
（要因分析） 
－平成 25 年度に内閣サイバーセキュリティセンター（以下、

「NISC」）セプターカウンシル「C4TAP」との相互情報連

携を開始し、情報を収集・提供する産業分野数を実質的に 2
産業分野拡大させたのち、平成 26 年度は原油鉱業及び天然

ガス鉱業、平成 27 年度は自動車工業、平成 28 年度はクレ

ジット業での情報収集・提供を開始。平成 28 年度からは、

経済産業省所管以外の産業分野でも J-CSIP を有効活用し

てもらうべく調整を継続し、平成 29 年度中に国土交通省所

管の物流、航空及び鉄道分野にも SIG5を拡大。 
 

②機構が提供した情報等に対する満足度について、毎年度約

90%（対最終目標値比 109％）以上を達成。 
（要因分析） 
－セミナーや技術レポートを提供する際にアンケートなどを

通じてニーズを把握、有識者意見に基づく改善検討などの

意見等を反映することで高品質な情報提供に努めていると

ころ。「最終年度までに 80%」という高い目標値に対して、

平成 25 年度から毎年度約 90%という高い実績。 
 
③機構に対する情報セキュリティに関する情報源としての期待

割合について、57%（対最終目標値比 270％）を達成。 

（経済産業省で記載） 

                                                   
4 サイバー情報共有イニシアティブ（Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan） 
5 類似する産業分野により構成されるグループ（Special Interest Group）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
（要因分析） 
－一般利用者向けの解りやすい解説、技術者向けの高度な解

説、報道関係者向けの解説など、情報の伝達相手に応じて、

的確かつ正確な情報をタイムリーに提供することに努め、

また、IPA の取組み・成果について解りやすい紹介を行う

などにより、57%という高い実績。 
 
④機構の成果の定期的周知先拡大数について、183,268 件（対

最終目標値比 229％）を達成。 
（要因分析） 
－平成 27 年度末時点で目標を達成したため、中期期間中に新

たに 4 万件（合計 12 万件まで）拡大することを目標として

設定。平成 28 年度に発表した「中小企業における情報セキ

ュリティの普及促進に関する共同宣言」に参画している商

工団体等を通じた定期的周知チャネルを確立し、合計

183,268 件（新規拡大分：68,623 件）に拡大。 
 

(中期計画評価指標) 
①（中期目標 KPI）の①参照 
 
②-1 IPA 主催セミナーにおいて、毎年度アンケート数 378 者以

上（189％以上）を達成。 
②-2 企業、個人に対するインタビュー数について、毎年度 30
者以上（100％以上）を達成。 

（要因分析） 
－アンケートについては、セミナーごとにアンケート記入を

積極的に呼びかけることで相当数を回収。インタビューに

ついては、平成 26 年度から平成 27 年度にかけては事業運

営改善の観点から広く意見を聞くため目標値を大幅に超え

る実績となっていたが、平成 28 年度、平成 29 年度は、次

期中期目標期間を見据え、それまで交流の少なかった業界、

有識者等にアプローチをしたため、インタビューを承諾し

ていただける方が若干減少。 
 
③技術的レポート等提供数について、毎年度 25 回以上（125％
以上）を達成。 

（要因分析） 
－定期的なレポート、従来提供していたガイドライン等の改
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
訂や関連したレポート及び社会情勢に合わせたレポート

（「SSL/TLS6暗号設定ガイドライン」、「サイバーセキュリ

ティ経営ガイドライン」、「企業における営業秘密管理に関

する実態調査報告書」等）を提供。 
 
④脆弱性対策情報等の周知の協力依頼数について、平成 27 年度

までに 922 団体（461%）を達成。 
（要因分析） 
－平成 27 年度までに商工三団体を含む 922 団体に対して依

頼し、各地の商工会議所、商工会等を通じて 5 万件以上の

周知を実施。さらに「中小企業における情報セキュリティ

の普及促進に関する共同宣言」に参画している商工団体等

との連携により定期的周知先として確立。 
 
⑤セキュリティプレゼンター登録者数 678 名（対中期期間目標

値 194％）を達成。 
（要因分析） 
－中小企業の情報セキュリティ対策を推進するため、平成 27
年度以降は商工会議所等との協力関係を深めるとともに、

中小企業診断士等に対する講習会の参加者に登録の働きか

けを強化することで、プレゼンターを当初の目標値比 1.9
倍まで拡大。 

 -中期目標 P8- 
○重要インフラ等に

対するサイバー攻

撃に関する情報共

有の取組みについ

て、機構が情報を

収集・提供する産

業分野を深化・拡

充する。（現状、重

工・電力・ガス・

石油・化学の 5 分

野） 

 

-中期計画 P3- 
○関係機関等と

の連携を図る

ことで、新た

に 5 つ以上の

産業分野と情

報の収集・提

供 を 開 始 す

る。また、本

取組みによる

情報共有につ

いて、サイバ

ー攻撃対策へ

の有効性を高

めるため、関

＜主な定量的指標＞ 

 

 (中期目標 KPI) 
①サイバー攻撃に関

する情報共有の取

組みについて、情

報を収集・提供す

る産業分野数 

 

 

(中期計画評価指標) 

①新たに情報を収

集・提供を開始す

る産業分野数 

 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
①累計 9 分野（180%） 
平成 25 年度：2 分野 
平成 26 年度：2 分野 
平成 27 年度：1 分野 
平成 28 年度：1 分野 
平成 29 年度：3 分野 

 
(中期計画評価指標) 
①累計 9 分野（180%） 
平成 25 年度：2 分野 
平成 26 年度：2 分野 
平成 27 年度：1 分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 インターネット上でデータを暗号化して送受信する方法のひとつ。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
係機関等との

調整の上、攻

撃事例の対象

範囲の拡大を

図 る と と も

に、サイバー

攻撃解析協議

会の活動等を

通じて解析手

法の高度化を

行い、提供す

る情報の内容

を 充 実 さ せ

る。 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

-中期計画 P5- 
○深刻化、増大する

標的型攻撃や新

種のコンピュー

タウイルス等の

サイバー攻撃に

対して、注意喚

起・情報共有のみ

ならず、初動対応

措置や対応策の

検討を行うとと

もに、未然発生防

止のための措置

等高度な対策等

の提案を実施。 

 

＜評価の視点＞ 

○安全な IT を安心

して利用できる環

境の整備に資する

活動成果である

か。 

平成 28 年度：1 分野 
平成 29 年度：3 分野 

 
［主な成果等］ 
○標的型サイバー攻撃に対する取組み（J-CSIP、J-CRAT7） 
・「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）」において情報

の収集・提供を開始する産業を新たに 9 分野拡充（合計 14 産

業分野（対最終目標値比 180%））。平成 29 年度には、初めて

経済産業省所管以外の分野の SIG 発足を実現するなど、省庁

の枠組みを超えた仕組みとして活動を強化。共有情報は、

J-CSIP 参加組織だけでなく、グループ企業、会員企業等に向

けて発展的に二次利用されており、IPA を中心とした標的型

攻撃対策網により、攻撃の早期発見・被害低減に貢献。 
・平成 26 年度に「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）」を立ち

上げ、サイバー攻撃・被害を受けた企業、団体等に対してレ

スキュー（初動対応支援）を実施（平成 29 年度末時点で 465
件）。また、必要な対処を十分に行う体制を持つことができて

いない現場には、職員を派遣し直接的に支援し（平成 29 年度

末時点で 94 件）、被害の拡大防止に貢献。 
・J-CSIP に複数組織から情報が集約されることを活かして、組

織をまたがる攻撃を分析し、個別の攻撃情報のみでは分から

ない、国内組織を次々と狙う標的型攻撃の実態を明らかにし、

注意喚起として広く一般に情報提供。また、J-CRAT におい

て得られた、特に注意が必要な攻撃事例情報なども、一般向

け注意喚起として発信。単にレスキューするだけでなく、貴

重な事例を他組織が参考にできるような情報を提供。 

 
 
 
[主な成果等] 
○標的型サイバー攻撃に対する取組み（J-CSIP、J-CRAT） 
・「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）」において、情

報の収集・提供を開始する産業分野数の早急な拡大を目指し、

平成 27 年度には 2 年前倒しで中期計画の目標である累計 5
産業分野を達成し、平成 29 年度には累計で 9 産業分野とした

ことを評価。平成 27 年度には調整に難航しつつも我が国の主

力産業である自動車業界と体制を構築したことを評価。また、

平成 28 年度からは、経済産業省所管以外の産業分野への新規

SIG 開設に向けた調整を行い、平成 29 年度には国土交通省所

管の物流、航空及び鉄道 SIG の立ち上げを実現したことを評

価。 
・標的型サイバー攻撃に関する初動対応を支援するため、平成

26 年度に「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）」を立ち上げ、

「標的型サイバー攻撃特別相談窓口」等からの相談のうち、

緊急対応を要する組織に対する初動対応を行い、被害状況や

深刻度を助言しつつ、必要に応じて隊員を現場に派遣して被

害低減活動を支援する体制を運用。迅速かつ効果的な対応が

評価され、メディア（NHK、日本テレビ等）でも多く取り上

げられ、知名度の向上と支援内容への高い期待から、相談件

数は初年度比で 4 倍以上を維持していることを評価。 
・J-CSIP の参加組織や J-CRAT で支援した組織からは、攻撃・

被害の生の情報が得られるが、これらの情報を限られた組織

で活用するのではなく、一般向け注意喚起として発信し、貴

重な事例を他組織が参考にできるような情報の提供を継続し

ていることを評価。 
 -中期目標 P8- 

○ウイルス等の機構

が、収集・分析・

提供・共有した情

報等に関し、当該

情報等が提供・共

有された企業・個

人の、当該情報等

-中期計画 P4- 
○機構から情報

を提供・共有

した企業、個

人等に対し、

毎年度 200 者

以上のアンケ

ート、30 者以

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
②機構が提供した情

報等に対する満足

度 

③機構に対する情報

セキュリティに関す

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
②毎年度約 90%（対最終目標値比 109%）以上 
 
 
③57%（対最終目標値比 228%） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 サイバーレスキュー隊（Cyber Rescue and Advice Team against targeted attack of Japan） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
に対する満足度の

割合を 80％以上

とする。 

○情報セキュリティ

に関する信頼でき

る情報源として機

構に対する期待の

割合を 25％以上

と す る 。（ 2011
年：19％、2012
年：20％） 

○標的型攻撃等サイ

バー攻撃の脅威へ

の対応策に関する

ガイドライン等の

機構の成果の普及

能力を倍増する。

（現状、定期的周

知 4 万社、普及活

動に協力するＩＴ

コーディネータ等

250 名） 

 

上のインタビ

ュー、Web サ

イトを用いた

意見収集等を

行い、ニーズ

や課題を把握

する。また、

これらを元に

提供・共有す

る 情 報 の 改

善、Web サイ

トで利用ガイ

ダンスを提示

するなどのフ

ィードバック

を行うことに

より満足度の

向上を図る。

なお、意見の

収集とフィー

ドバックは、

担当を一元化

して、的確な

対応ができる

体制とする。 

-中期計画 P4- 
○機構の提供す

る情報が国民

から信頼でき

る情報源とし

て広く認知さ

れるよう、先

端的なセキュ

リティ人材の

活用等により

最新技術情報

の収集・分析

を行い、技術

る情報源としての

期待割合 

④機構の成果の定

期的周知先拡大

数 

 

(中期計画評価指標) 

②-1機構から情報を

提供・共有した企

業、個人等に対す

るアンケート数 

②-2機構から情報を

提供・共有した企

業、個人等に対す

るインタビュー数 

③技術的レポート等

提供数 

④「今月の呼びか

け」、「注意喚起」

等の周知につい

て協力依頼を行

う団体数 

⑤セキュリティプレゼ

ンター登録者数 

 

＜その他の指標＞ 

-中期計画 P5- 
○情報セキュリテ

ィに関する脅威

を分析・評価し、

利用企業や国民

一般に向けた積

極的な情報セキ

ュリティ対策を

図るため、必要な

情報提供を実施。 

-中期計画 P6- 
○民間セクターにお

 
 
④183,268 件（対最終目標値比 229%） 
 
 
 
(中期計画評価指標) 
②-1 毎年度アンケート数 378 者以上（189%以上） 
 
 
 
②-2 毎年度 30 者以上（100%以上） 
 
 
 
③毎年度 25 回以上（125%以上） 
 
④平成 27 年度までに 922 団体（対最終目標値比 461%）達成 
 
 
 
 
⑤セキュリティプレゼンター登録者数 678 名（対中期期間目標

値 194%）を達成 
 
［主な成果等］ 
○経営層啓発のためのガイドライン等の提供 
・「組織における内部不正防止ガイドライン」を策定し、経営課

題の一つとして位置づけられる内部不正に国内で初めて焦点

をあてたガイドラインとして公開（平成 25 年 3 月）。公開後

に教育事業者による大規模な情報流出事案が発覚したことに

よりニーズが急増したこともあり、関連セミナー等を重点的

に展開することで普及を促進するとともに、「内部不正による

情報セキュリティインシデント実態調査報告書」を公開（平

成 28 年 3 月）。その後も内部不正事例の追加や企業等からの

要望を反映しつつ改訂。 
・「サイバーセキュリティ経営ガイドライン v1.0」を経済産業省

とともに策定（平成 27 年 12 月）し、サイバー攻撃対策を実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［主な成果等］ 
○経営層啓発のためのガイドライン等の提供 
・ネットワークを通じたいわゆるサイバー攻撃だけでなく、内

部不正による情報漏えい等の事案にも対応し、内部不正を防

止するための対策を推進しており、教育事業者による大規模

な情報流出事案の発覚前に「組織における内部不正防止ガイ

ドライン」の普及やこれを用いた注意喚起・セミナーを実施

できたことは、脅威に対する先見性をもった活動を実施でき

ていたと評価。 
[セミナーのアンケートより抜粋] 
－各対策などの再確認ができた。（IT ベンダ・セキュリティ

ベンダ） 
－資料が細かく記載されているので、社内で共有する。（イン
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
的なレポート

等として提供

（年 20 回以

上）、事業実施

を通じて得た

知見の活用に

よる「情報セ

キュリティ白

書」の定期的

な出版などに

より情報の信

用度を向上さ

せる。また、

（目標 4）の

成果普及能力

の 倍 増 に 加

え、若年層を

対象とした情

報セキュリテ

ィ普及啓発コ

ンテストの募

集を全国の小

中高等学校に

対して行うに

あたり、併せ

て機構の成果

物を紹介する

などにより、

機構の認知度

向上を図る 
○平成 27 年度

までに、新た

に 200 団体以

上の商工三団

体の傘下団体

等に対して、

当該団体等の

メールマガジ

ける暗号利用シス

テムの円滑な移行

を図るための情報

提供の実施。 

 

-中期計画 P5- 
○地域で開催される

情報セキュリティに

関するセミナーへ

の講師派遣等の

支援、各種イベン

トへの出展、普及

啓発資料の配布、

啓発サイトの運営

等を行い、更なる

啓発活動を実施。 

○情報セキュリティに

関する脅威を分

析・評価し、ＩＴ利

用企業や国民一

般に向けた積極

的な情報セキュリ

ティ対策を図るた

め、必要な情報提

供を実施。 

 

-中期計画 P5- 
○情報セキュリティに

関する脅威を分

析・評価し、ＩＴ利

用企業や国民一

般に向けた積極

的な情報セキュリ

ティ対策を図るた

め、必要な情報提

供を実施。 

 

-中期計画 P5- 

施するために経営者が認識すべき「3 原則」と、経営者から

CISO に指示すべき「重要 10 項目」を整理して提供（当該ガ

イドラインは経済産業省より提供）。IPA は、ガイドラインの

実践方法を解説する「サイバーセキュリティ経営ガイドライ

ン解説書」を公開（平成 28 年 12 月）。単なるガイドラインの

延長ではなく、規模・業種等の異なる 2 種類の仮想企業を想

定し、具体的に何を実施したか等を例示することで、実際の

取り組みへつながるように工夫。また、同ガイドラインにつ

いては、重要 10 項目を見直し、対策実施・事業継続性等を強

化した「v2.0」を平成 29 年 11 月に公開。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○企業、一般国民向けの普及活動 
・Windows XP のサポート終了（平成 26 年 4 月）を目前にして、

地方公共団体のパソコン 13%に当該製品が利用されている状

況などを受け、初心者向けウェブページの公開や商工会議所

を通じた講演、情報モラル・セキュリティコンクールの応募

テーマとするなど、国民に向けた注意喚起を実施。また、報

道機関（NHK、日本テレビ）等 14 社からの取材（のべ 34 回）

に対して、技術的話題に偏らないよう一般利用者向けにポイ

ントを絞った情報を提供。 
・パスワード強化の意識が低い若者向け対策として、JR 原宿駅

の大型ボード 16 面を全面的に活用した広告を平成 27 年 4 月

から掲載し、TV、全国紙、ウェブでの多数の紹介や SNS
（Twitter 等）での拡散により話題性を高めた結果、当初は同

年 9 月までの掲載予定だったところ、無料での掲載延長の依

頼を受け、これまで約 3 年間にわたり広告を掲載。また、A2
サイズにしたポスター15 枚セットを有償にて頒布を実施（平

成 29 年度末時点で 308 セット）。 
・「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」の開催に

フラ・サービス提供） 
－点検項目を整理できた。（製造業） 

 さらに当該事案の発覚を受け、内部不正防止に関するセミナ

ー･シンポジウム等を合計 31 回実施するなど、社会的不安に

タイムリーに対処できたことは質的に高く評価。 
・経済産業省とともに「サイバーセキュリティ経営ガイドライ

ン」を策定。「同解説書」は、詳細な解説だけでなく、仮想企

業の 2 社がそれぞれどのような検討を行い、何を実施したか

等を例示することで、経営層からの視点での取り組み事例を

示し、また、近年実際に起こったサイバー攻撃の被害事例一

覧表を加えて、動機づけの根拠を提示することで、当該ガイ

ドラインの普及・適用に貢献したことを評価。 
[アンケートより抜粋] 
－これからも継続してほしい。（インフラ・サービス提供、経

営・部門長） 
－今回のような資料があると役に立つ。定期的ではなくとも

掲載してほしい。（官公庁・行政法人・公益法人） 
－添付の被害事例一覧表が最近の事例も記載されていて良

い。利用者として使いやすい。（その他） 
 

○企業、一般国民向けの普及活動 
・一般国民向けの普及・啓発にあたっては、サイバー攻撃、ソ

フトウェアの脆弱性、暗号技術、製品評価といった IPA が行

う情報セキュリティ関連事業の実施により培ってきた技術的

な知識を生かしつつ、相談窓口、セミナーなどを通じて得た

一般国民としての視点を踏まえ、情報発信を行ってきたとこ

ろ。例えば平成 29 年 5 月 14 日に行った緊急対策情報の記者

説明会には、日曜日にもかかわらず多くの記者の参加がある

など、情報セキュリティやサイバーセキュリティに関する公

的で信頼できる情報発信源としての地位を確立し、マスコミ

を巻き込んだ情報発信力を備えるに至ったことを評価。 
・Windows XP のサポート終了が、我が国のセキュリティレベ

ルの低下を招く事態であるという認識の下、IPA の持つチャ

ネルを可能な限り用いて啓発活動を実施。報道機関等からの

取材（14 社のべ 34 回）に対して、技術的話題に偏らないよ

う一般利用者向けにポイントを絞った情報提供を行い、報道

により広く国民に周知がなされたことを評価。 
・パスワード強化の意識が低い若者向け対策として、JR 原宿駅
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
ンや機関紙を

通じた「今月

の呼びかけ」、

「注意喚起」

等の周知につ

いて協力依頼

を行い、周知

先の拡大を図

る。 
○セキュリティ

プレゼンター

制度の紹介を

関連団体等に

対して行うな

どにより、機

構成果物の普

及活動に協力

する ITコーデ

ィ ネ ー タ 等

（セキュリテ

ィプレゼンタ

ー）の登録者

数を毎年度 50
名以上ずつ増

加させる。 

○情報セキュリティに

関する脅威を分

析・評価し、ＩＴ利

用企業や国民一

般に向けた積極

的な情報セキュリ

ティ対策を図るた

め、必要な情報提

供を実施。 

○重要インフラ分野

や制御システム等

の社会的に重要

な情報システムに

ついて、関係府省

等の求めに応じ

て、情報セキュリテ

ィ強化のための調

査、協力を実施。 

 

＜評価の視点＞ 

○安全な IT を安心

して利用できる環

境の整備に資する

活動成果である

か。 

あたり、情報機器の利用開始時期が低年齢化していることを

踏まえ、従来の「標語・ポスター・四コマ漫画」に加え、小

学生向けの「書写（硬筆）」や学校を対象とした「活動事例」

などの新分野創設や文部科学省との更なる連携強化により大

臣賞交付をスタートさせるなど、継続的に制度の見直しを実

施。自治体、警察、教育委員会、IT 企業、公益団体等からの

協力を倍増（81 組織⇒178 組織）させるとともに、応募作品

数も同様に倍増（33,335 点⇒ 70,249 点）。 
・情報セキュリティ関連事業の実施を通じて収集・分析した情

報については、専門技術者から一般ユーザ、企業・組織や個

人など多方面に向けて周知・提供。報告書、ガイドライン等

の公開毎にアンケートを実施し、ユーザニーズを把握し、効

果的に情報提供するよう努めた結果、中期目標期間中平均で

満足度 89％を達成。また、信頼する情報源としての期待割合

についても、最終年度で 57％を記録。 
 
 
○中小企業向けの啓発活動 
・資金面や人材面での制約から情報セキュリティ対策の実施が

難しい中小企業が情報セキュリティ対策に取り組みやすくな

るよう、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の

全面改訂版を作成（平成 28 年 11 月）。 
・中小企業診断士等に対する講習会の参加者等に対してセキュ

リティプレゼンターへの登録の働きかけを強化（5 年間で 678
名）し、IPA の情報セキュリティコンテンツを活用した中小

企業向けの情報セキュリティ啓発や普及活動を促進。 
・IPA 及び商工団体等 10 団体 8による「中小企業における情報

セキュリティの普及促進に関する共同宣言」を発表（平成 29
年 2 月）し、中小企業の情報セキュリティ対策の普及加速化

に向けた関係諸団体等との協力体制を確立。また、中小企業

が情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する

「SECURITY ACTION」制度を平成 29 年度から開始。共同

宣言参画団体等と連携を図りつつ同制度の普及活動を促進

（平成 29 年度末時点の登録企業数：一つ星 213 社、二つ星

277 社）。保険会社による保険料割引サービスの提供開始や経

済産業省・中小企業庁が平成 30 年度に実施する補助金制度の

申請要件とすることを 4 月に発表するなど、他の施策との連

にある大型ボード 16 面を全面的に活用した広告を掲載し、

TV、全国紙、ウェブでの多数の紹介や SNS（Twitter 等）で

の拡散により話題性を高めた結果、当初は平成 27 年 4 月から

約半年間の掲載予定だったところ、当該ボードの管理者より

無償での掲載延長の依頼を受け、これまで約 3 年間にわたり

広告を掲載。また、全国の学校・企業等から当該広告ポスタ

ーの入手希望が多数寄せられ実費有償での頒布を開始。従来

の全額費用負担する形での普及啓発方法と比べ新たな手法と

して高い費用対効果を実現したことを評価。 
・「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」の開催に

あたり、情報機器の利用開始時期が低年齢化していることを

踏まえた新部門の創設や、協力団体等を倍増させたことなど

により応募件数を倍増させ、小中高生に対する普及啓発を拡

大させた点を評価。また、より多くの応募を獲得するという

だけでなく、本コンクールを通じて情報セキュリティ対策の

普及に係わる方々とのコミュニティを形成したことを評価。 
 
○中小企業向けの啓発活動 
・資金面や人材面での制約から情報セキュリティ対策の実施が

難しい中小企業事業者が取り組みやすくなるよう、「中小企業

の情報セキュリティ対策ガイドライン」を 8 年ぶりに改訂。

マイナンバー法や個人情報保護法の改正に伴う情報セキュリ

ティに関する法的責任の重要性をわかりやすく解説しつつ、

旧版では 5 分類 22 項目であった「共通して実施すべき対策」

を吟味して「必ず実施すべき 5 項目」として何から始めるべ

きかを示したり、管理台帳や規程のひな形を付録として提供

するなどの工夫により、中小企業事業者がセキュリティ対策

に着手するためのハードルを引き下げたことを評価。また、

本ガイドラインの普及にあたって、全国商工会連合会と連携

して、各都道府県の商工会連合会 47 か所及び各地の商工会

1,661 か所にのべ 90,000 部配布するとともに、中小企業庁主

催の全国 10 か所のイベントでも配布を実施。また、西武信用

金庫から申出のあった自費による印刷・製本の許諾など新た

な手法も活用しながら、積極的な普及活動を展開したことを

評価。 
[アンケート] 
－非常に解りやすく編集されていると思います。経営者の取

                                                   
8 (一社)中小企業診断協会、全国社会保険労務士会連合会、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、NPO 法人 IT コーディネータ協会、NPO 法人日本ネットワークセキュリティ協会、(独)情報処理推進機構、(独)中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、日本税理士会連合会 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
携も実現。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○技術者向けのセキュリティ対策への取組み 
・一般的な技術者でも適切なセキュリティを考慮した暗号設定

ができるようにするため、市場シェア上位の製品毎に設定値

を直接示すなど実践的な内容を取りまとめた「SSL/TLS 暗号

設定ガイドライン」を公開（平成 27 年 5 月。平成 29 年度末

時点でダウンロード数は 138,866 件）。 
・今後の IoT9の普及に備え、IoT 機器及びその使用環境で想定

されるセキュリティ脅威と対策を整理した「IoT 開発におけ

るセキュリティ設計の手引き」を公開（平成 28 年 5 月。平成

29 年度末時点でダウンロード数は 35,203 件）。 
・対象制御システム及び重要資産を把握した後、資産毎に防御

対策レベルを確認する資産ベースのリスク分析と、攻撃者視

点に立った攻撃シナリオを作成する事業被害ベースのリスク

分析により、サイバー攻撃被害リスクを分析し、あわせてペ

ネトレーションテストを実施することにより、制御システム

のセキュリティ対策を向上させる手法を確立。重要インフラ 5
業界、6 事業者に対して同手法を用いたリスク分析実施支援

を実施。実施業界ごとの業界向けガイドを整備・提供するだ

けでなく業界横断的に活用可能な「制御システムのリスク分

析ガイド」を公開（平成 29 年 10 月）。また、当該ガイドは産

るべき行動についても触れられていることは、高価なセキ

ュリティ機器の導入を検討する際の根拠としても役立ちそ

うです。（システム管理部門） 
・地域・中小企業向けの指導・普及体制を強化するため、商工

会議所等との協力関係を深めるとともに、中小企業診断士等

に対する講習会の参加者にセキュリティプレゼンターへの登

録の働きかけを強化し、当初の目標値比 1.9 倍に増大。 
・中小企業の情報セキュリティ対策の普及加速化のため、IPA
自らが旗振り役となり尽力することで、IPA 及び商工団体等

10 団体による「中小企業における情報セキュリティの普及促

進に関する共同宣言」を発表。併せて、中小企業自ら取り組

みを宣言する制度として「SECURITY ACTION」を創設する

とともに、サイバー保険の割引や補助金申請時の要件として

の活用など、他の制度、施策との連携を推進し、380 万の中

小企業が情報セキュリティ対策を開始しようとする雰囲気づ

くりの礎を構築したことを高く評価。 
 
○技術者向けのセキュリティ対策への取組み 
・ウェブサービスでデータを暗号化して送受信するために使わ

れる暗号プロトコルについて、専門知識がない一般的な技術

者でも正しい対策をとることができるよう、「SSL/TLS 暗号

設定ガイドライン」を公開。同ガイドラインは、公開直後よ

り多数のダウンロード（公開直後の 20 日間で 7,564 件）があ

り、平成 29 年度末までには日本全体の IT 企業に属する運用

系技術者数を上回る 138,866 件のダウンロードを達成するな

ど、設定に不安がある設計/運用者のニーズに応え、安全な設

定の普及に貢献したことを評価。 
[アンケート] 
－「現在利用されている様々な環境を考慮して作成されてお

り、また、内容も平易に記述されていて助かりました。」（IT
ベンダ・セキュリティベンダ） 

－「主要サーバの設定例はかなり有用だと思われます。資料

の定期的な更新を強く希望します。」（IT ベンダ・セキュリ

ティベンダ） 
・現在では IoT 機器と呼ばれるようになっているが、IPA では

平成 18 年から組込み機器のセキュリティについて、脅威と対

策に関する調査を実施してきており長年の知見が蓄積されて

                                                   
9 IoT（Internet of Things）：モノのインターネット 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
業サイバーセキュリティセンターの教育素材としても活用。 いたことから、IoT 機器の典型的な 4 分野における使用環境

で想定されるセキュリティ脅威と対策と具体的な設計の考え

方を整理した「IoT 開発におけるセキュリティ設計の手引き」

を公開。同手引きは、平成 29 年度末までに組込みソフトウェ

ア業に属する IT 人材推計数を上回る 35,203 件のダウンロー

ドを達成。また、別途公開した「つながる世界の開発指針」

の次のステップとして具体的な設計方法を示すという、補完

的な役割をタイムリーに示すことができたことを評価。 
・経済活動や国民生活に大きな影響が及ぶ可能性がある重要イ

ンフラにおけるサイバーセキュリティの対策強化として、実

稼働中のシステムに対する検査の実施手法を確立するととも

に、重要インフラを所管する他省庁へサイバーセキュリティ

の対策強化の重要性を経済産業省とともに積極的に働きか

け、5 業界 6 事業者へリスク分析支援を実施。さらに、これ

らの評価結果を元に業界ごとのリスク分析ガイドを策定し、

業界団体等に提案を行うだけでなく、業界横断的に適用可能

な「制御システムのリスク分析ガイド」を公開（平成 29 年

10 月）。また、当該ガイドは産業サイバーセキュリティセン

ターの教育素材としても活用し、重要インフラ業界を含む制

御システムのセキュリティ対策強化、被害の予防と拡大防止

に貢献したことを高く評価。 

 -中期目標 P8- 
○情報処理促進法第

43条第3項の規定

に基づく脆弱性情

報等の公表に係る

業務の実施のため

に必要となる運用

ガイドライン及び

体制を、ステーク

ホルダーとなる関

係団体と調整の

上、改正情報処理

促進法の施行後、

遅滞なく、整備す

-中期計画 P7- 
○情報処理促進

法 改 正 に 伴

い、「情報セキ

ュリティ早期

警戒パートナ

ーシップガイ

ドライン 10」

等の関連規定

に求められる

変 更 に つ い

て、ステーク

ホルダーとな

る関係団体と

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

○情報処理促進法

改正に伴い、「情

報セキュリティ

早期警戒パート

ナーシップガイ

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 
－ 
 
［主な成果等］ 
○脆弱性情報等の共有のために必要となる運用ガイドライン及

び体制の整備 
・「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」

については、諸課題を解決して円滑な情報提供を行うため、

毎年度改定を行ってきたところ。平成 28 年度には、情報処理

 
 
 
 
 
 
 
 
[主な成果等] 
○脆弱性情報等の共有のために必要となる運用ガイドライン及

び体制の整備 
・「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」

について、情報処理促進法の改正に伴った省令制定・告示改

正を反映させるため、脆弱性の調整不能案件の公表に係わる

                                                   
10 国内におけるソフトウェア等の脆弱性関連情報を適切に流通させるために作られている枠組み。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
る。 も連携して検

討し、また、

必要な合意形

成を図る。 

○関連規定の変

更にあわせ、

機構が実施す

る脆弱性対策

等の業務につ

いて、その設

計や体制に必

要な見直しを

行った上で、

引き続き、推

進する。 

ドライン」等の関

連規定に求めら

れる変更につい

て、ステークホル

ダーとなる関係

団体とも連携し

て検討し、また、

必要な合意形成

を企図。 
○関連規定の変更

にあわせ、機構が

実施する脆弱性

対策等の業務に

ついて、その設計

や体制に必要な

見直しを行った

上で、引き続き推

進。 

 

＜評価の視点＞ 

○安全な IT を安心

して利用できる環

境の整備に資する

活動成果である

か。 

促進法の改正に伴った省令制定・告示改正を反映させるため、

脆弱性の調整不能案件 11の公表に係わるプロセスについてス

テークホルダーとなる関係団体とも連携の上見直しを行い、

2017 年版として平成 29 年 5 月 30 日に公開。 
・重要インフラ事業者が活用するシステムの脆弱性が IPA に届

け出られた場合、製品開発者やウェブサイト運営者に向けた

通常の通知を待たずに、重要インフラ事業者へ優先的に情報

提供する体制の実現に向けて、優先情報提供を受ける事業者

に求める要件等を上記ガイドラインに反映。 
・優先情報提供については、電力業界を対象として実現可能な

方策について検討し、「電力事業者への優先情報提供の実現に

向けた調査報告書」として公開（平成 29 年 3 月 30 日）する

とともに、電力 ISAC12・(一社)JPCERT コーディネーション

センター（JPCERT/CC）・IPA による実務者会議を行い試行

運用を実施し、平成 30 年度から本格運用開始予定。 
・上記に加え、政府機関への優先情報提供の実現に向け、経済

産業省・NISC・JPCERT/CC との調整を実施し、その実施及

び平成 30 年度中の試行運用開始につき関係者間で合意。 

プロセスについてステークホルダーとなる関係団体とも連携

の上見直しを行い、公開したことを評価。 
・重要インフラ事業者へ優先的に情報提供する体制の実現に向

けて、優先情報提供を受ける事業者に求める要件等を上記ガ

イドラインに反映しつつ、電力業界を対象として、実現可能

な方策について検討し、「電力事業者への優先情報提供の実現

に向けた調査報告書」として公開。さらに、その実現に向け

て、電力 ISAC・JPCERT/CC・IPA の三者による実務者会議

を行い、試行運用を実施。電力事業者からは高い評価を獲得

し、来年度から本格運用を開始することについて合意を得た

ことを評価。 
・政府機関への優先情報提供の実現に向け、経済産業省・NISC・

JPCERT/CC との調整を重ね、その実施及び平成 30 年度中の

試行運用開始につき合意を得たことを評価。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
11 ソフトウェア製品開発者との公表に係る調整が整わなかった脆弱性情報に関する案件 
12 電気事業者間のサイバーセキュリティに関する情報共有・分析を行うための組織。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 -中期目標 P8- 

○独法等の情報シス

テムに対する不正

な活動の監視、監

査、原因究明調査

を、NISC からの

指示等に基づき、

着実に実施する。 

また、意欲的目標

として、以下の 2
点を定める。 

（1）セキュリティに

係る他の業務との

間でシナジーを発

揮することによっ

て、監視、監査、

原因究明調査業務

に対する効果的な

改善の提案を行

う。 

（2）セキュリティに

係る他の業務との

間でシナジーを発

揮することによっ

て、人材育成、製

品・技術評価等に

おいて、価値の高

い成果を得る。 

-中期計画 P7- 
○NISC の指示

に基づき、独

法等の情報シ

ステムの監視

を実施する。 

○サイバーセキ

ュリティ戦略

本部からの委

託に基づき、

独法等の情報

システムに対

する監査、原

因究明調査を

実施する。 

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

○NISCの指示に基

づき、独法等の情

報システムの監

視を実施。 

○サイバーセキュ

リティ戦略本部

からの委託に基

づき、独法等の情

報システムに対

する監査、原因究

明調査を実施。 

 

＜評価の視点＞ 

○安全な IT を安心

して利用できる環

境の整備に資する

活動成果である

か。 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 
－ 
 
［主な成果等］ 
○独法等 13の情報システムに対する不正な活動の監視、監査、

原因究明調査の着実な実施 
・政府全体のサイバーセキュリティの強化に資するため、NISC

の監督の下、法人・センターの監視システムの構築、人員整

備等を含めた、独法等の情報システムを 24 時間 365 日監視

する体制を約 1 年で平成 28 年度内に構築。平成 29 年度より

運用を開始。 
・独法等の情報セキュリティ監査業務をサイバーセキュリティ

戦略本部から受託し、迅速に監査業務を開始。実施方法を検

討の上、規程・体制等の整備・運用状況の評価結果に応じた

助言を行う「マネジメント監査」及び情報システムに対する

疑似的攻撃による評価結果に応じた助言を行う「ペネトレー

ションテスト」を実施。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[主な成果等] 
○独法等の情報システムに対する不正な活動の監視、監査、原

因究明調査の着実な実施 
・政府全体のサイバーセキュリティの強化に資するため、NISC

の監督・協力の下、独法等への説明を行うとともに、様々な

バリエーションのあるシステム環境等の調査を実施。約 1 年

の期間内に、システム・運用設計、法人・センターの監視シ

ステムの構築、情報共有システムの構築、人員整備、規程整

備、組織の新設等、法人の情報システムを 24 時間 365 日監

視する体制の構築を果たし、試験運用を経て平成 29 年度から

本格運用を開始させたことを評価。さらに、運用開始から現

在まで特筆すべき障害等も皆無に近い状態で運用を継続し、

各法人に監視結果等適切な情報を提供中であることを評価。 
・サイバーセキュリティ戦略本部からの委託（平成 28 年度補正

予算、平成 29 年度予算）に迅速に対応。「マネジメント監査」

及び「ペネトレーションテスト」を着実に実施し、監査対象

法人のセキュリティ対策の向上に資する助言を継続中。法人

ごとに業務内容、規模及びリスク等に様々なバリエーション

があり、行政機関と同じ方法では全ての独法等に対する情報

セキュリティ監査を目標の 2020 年までに実施することが相

当困難なことが予想される中、監査業務の実施を通じ監査の

効率的かつ効果的な実施方法を検討し、目標達成に向け計画

的に業務を遂行していることを評価。 
・独法等の情報システムに対する不正な活動の監視及び監査に

ついて、法改正等により実施されることとなったのち、短期

間で、関係機関との調整、組織の整備等を含め必要な準備を

円滑に進め、当初の予定どおり、着実に実施したことを評価。 

                                                   
13 独法等：独立行政法人並びにサイバーセキュリティ戦略本部が指定する特殊法人及び認可法人。 



21 
 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 【その他】 【その他】 ＜主な定量的指標＞ 

(中期目標 KPI) 
－ 
 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

○産業サイバーセキ

ュリティセンターを

設立するために必

要なカリキュラム作

成等の準備を行

う。 

 

＜評価の視点＞ 

○安全な IT を安心

して利用できる環

境の整備に資する

活動成果である

か。 

 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 
－ 
 
○重要インフラや産業基盤のサイバー攻撃に対する防御力の強

化 
・平成 28 年 11 月に「産業サイバーセキュリティセンター」設

立準備チームを発足。平成 29 年 7 月の開講までの 8 か月とい

う非常に短い期間で、人材育成プログラムの始動に向けテク

ノロジ・マネジメント・ビジネス分野を 1 年間で総合的に学

ぶための「中核人材育成プログラム」及び CISO などの企業

における統括責任者向けの「短期プログラム」を検討・構築。

「中核人材育成プログラム」を平成 29 年 7 月に開講・実施す

るとともに、「短期プログラム」を複数回実施することで、サ

イバー攻撃に対する企業の組織力強化に向け相乗的にプログ

ラムを提供。さらに、製造業など各業界のシステムを具体的

に模擬し、現実的に起こり得るサイバー攻撃を想定して対処

方法を検討できる演習環境を実現。 
・教育モデルや、カリキュラム設計の充実化を図るため、セキ

ュリティ（情報システム・制御システム）の専門家、人材育

成の専門家、各業界団体の代表の方が参加する有識者委員会

を発足。受講者の派遣元となるユーザ企業を始めとする第三

者の観点からカリキュラムや育成基本方針の精査を実施し、

国内の最新知見をカリキュラム等に反映。 
・社会インフラ、産業基盤といった制御システムのサイバーセ

キュリティ対策が進んでいる海外の知見、ノウハウを人材育

成プログラムに取り入れるため、米国国土安全保障省（DHS）
をはじめとする米国・欧州等のサイバーセキュリティ関連機

関及び専門家と連携してサイバー演習プログラムを検討・実

施。一部のプログラムについては米国のプログラムをベース

にオーダーメイドで開発を行うなど、海外の最新知見・ノウ

ハウを日本の環境・文化にあった形で取り込んだプログラム

の提供に注力。また、実際に海外派遣演習を実施することで、

海外事例を肌で感じられるようなプログラムの提供にも注

 
 
 
 
 
 
 
 
○重要インフラや産業基盤のサイバー攻撃に対する防御力の強

化 
・平成 28 年 11 月に「産業サイバーセキュリティセンター」設

立準備チームを発足。平成 29 年 7 月の開講までの 8 か月とい

う非常に短い期間で、人材育成プログラムの始動に向けテク

ノロジ・マネジメント・ビジネス分野を 1 年間で総合的に学

ぶための「中核人材育成プログラム」及び CISO などの企業

における統括責任者向けの「短期プログラム」を検討・構築。

「中核人材育成プログラム」を平成 29 年 7 月に開講・実施す

るとともに、「短期プログラム」を複数回実施することで、サ

イバー攻撃に対する企業の組織力強化に向け相乗的にプログ

ラムを提供。さらに、平成 30 年 2 月には製造業の検査システ

ムや鉄鋼業の圧延システム等、各業界のシステムを具体的に

模擬し、現実的に起こり得るサイバー攻撃を想定して対処方

法を検討できる演習環境を実現したことを評価。 
[中核人材育成プログラム受講者のコメント] 
－会社に戻ってからの自分の業務にも役立ちそうですし、社

のセキュリティトレーニングを検討するヒントにもなりま

した。（鉄道） 
－産業制御システムのセキュリティは初めてで大変勉強にな

りました。（自動車） 
・教育モデルや、カリキュラム設計の充実化を図るため、セキ

ュリティ（情報システム・制御システム）の専門家、人材育

成の専門家、各業界団体の代表の方が参加する有識者委員会

を発足。国内の最新知見をカリキュラム等に反映するととも

に、受講者の派遣元となるユーザ企業を始めとする第三者の

観点からカリキュラムや育成基本方針の精査を実施すること

で、ユーザ視点の意見も反映させ、より実用性の高いカリキ

ュラム設計を行った点を評価。 
・社会インフラ、産業基盤といった制御システムのサイバーセ
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
力。 

・設立準備チーム発足前の構想段階から、経済産業省とともに、

同省所管業種の枠を超えて企業・業界団体を訪問し、役員（経

営層）、各部門長に対して事業主旨を説明する行脚を開始。そ

の結果、同省所管業種以外の企業からも事業主旨に賛同頂き、

第 1 期「中核人材育成プログラム」では 76 名の受講者を獲得。

第 2 期（平成 30 年 7 月開講）では、第 1 期受講者の活躍ぶ

りや派遣元企業での評価、また、これらを伝えるプロモーシ

ョン活動が功を奏し、受講者は 85 名程度まで拡大。 
・平成 29 年 2 月に開催した IPA サイバーセキュリティシンポ

ジウム 2017 において、「産業サイバーセキュリティセンター」

の認知度向上のためのプロモーション活動を実施。本センタ

ーのセンター長及びアドバイザである米国国家安全保障局

（NSA）元長官のキース・アレキサンダー氏らを招いた基調

講演では 689 名、本センターの人材育成事業に関するセッシ

ョンでは 254 名を集客。さらに、ウェブや新聞広告などのチ

ャネルを活用したプロモーションも併せて実施。 
・平成 29 年 4 月に「産業サイバーセキュリティセンター発足記

念シンポジウムおよび式典」を開催。式典には電力業界、ガ

ス業界、自動車業界等、本事業の趣旨に賛同した様々な業種

の大手企業･各業界団体から役員や経営層を始め 305 名の参

加を得て、経済産業大臣等からセキュリティ対策の重要性に

関するメッセージを発信。業界の枠を越え、広く世間から高

い注目を獲得。 

キュリティ対策が進んでいる海外の知見、ノウハウを人材育

成プログラムに取り入れるため、米国国土安全保障省（DHS）
をはじめとする米国・欧州等のサイバーセキュリティ関連機

関及び専門家と連携してサイバー演習プログラムを検討・実

施。一部のプログラムについては米国のプログラムをベース

にオーダーメイドで開発を行うなど、海外の最新知見・ノウ

ハウを日本の環境・文化にあった形で取り込んだプログラム

の提供に注力。また、実際に海外派遣演習を実施することで、

海外事例を肌で感じられるようなプログラムも提供している

点を評価。 
・設立準備チーム発足前の構想段階から、経済産業省とともに、

同省所管業種の枠を超えて企業・業界団体を訪問し、役員（経

営層）、各部門長に対して事業主旨を説明する行脚を開始。そ

の結果、同省所管業種以外の企業からも事業主旨に賛同頂き、

第 1 期「中核人材育成プログラム」では 76 名の受講者を獲得。

第 2 期（平成 30 年 7 月開講）では、第 1 期受講者の活躍ぶ

りや派遣元企業での評価、また、これらを伝えるプロモーシ

ョン活動が功を奏し、受講者は 85 名程度まで拡大したことを

評価。 
・平成 29 年 2 月に開催した IPA サイバーセキュリティシンポ

ジウム 2017 において、「産業サイバーセキュリティセンター」

の認知度向上のためのプロモーション活動を実施。本センタ

ーのセンター長及びアドバイザである米国国家安全保障局

（NSA）元長官のキース・アレキサンダー氏らを招いた基調

講演では 689 名、本センターの人材育成事業に関するセッシ

ョンでは 254 名を集客。さらに、ウェブや新聞広告などのチ

ャネルを活用したプロモーションも併せて実施したことで、

センター発足前にも関わらず、世間から高い注目を獲得した

点を評価。 
・平成 29 年 4 月に「産業サイバーセキュリティセンター発足記

念シンポジウム及び式典」を開催。式典には電力業界、ガス

業界、自動車業界等、本事業の趣旨に賛同した様々な業種の

大手企業･各業界団体から役員や経営層を始め 305 名の参加

を得て、世耕経済産業大臣や丸川東京オリンピック競技大

会・東京パラリンピック競技大会担当大臣などからセキュリ

ティ対策の重要性に関するメッセージを発信。業界分野や省

庁の枠を越え、広く世間から高い注目を獲得した点を評価。 

   ＜課題と対応＞  
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

中期目標期間見込自己評価で抽出した「課題と対応」 対応状況 課題と対応 

課題 対応 

○産業サイバーセキュリティセンター

が対象とする業界を取り巻く外部環

境変化、及びサイバーセキュリティの

最新動向に対応し、ニーズにマッチし

た最新のプログラムを継続的に提供

できるようにする必要がある。 

○機構内の各センターとの連携、及び国

内外の有識者・専門家と連携し、プロ

グラム提供を検討していく。また、各

種セミナー・シンポジウムなど積極的

な広報活動などを通じて、社会インフ

ラ、及び産業基盤をもつ企業・機関に

おけるサイバーセキュリティ対策を

促していく。 
 

○セキュリティセンターが作成した「制

御システムのセキュリティリスク分

析ガイド」をプログラムにおいて講義

教材として活用するなど同センター

と連携するとともに、国内外のアドバ

イザなどから広く意見を集めつつプ

ログラム提供を検討した。 
○セミナーや展示会等で、社会インフラ

及び産業基盤を持つ企業・機関のセキ

ュリティ対策の重要性についてメッ

セージを発信するとともに、受講者の

獲得に繋げた取組みを実施した。 
○受講者派遣企業や受講検討企業向け

の見学会等を提供し、産業サイバーセ

キュリティ対策の重要性に関する啓

発と併せ、本プログラム活用の必要性

を訴えることにより、効果的に受講者

を確保するための施策を推進した。短

期プログラムのみを活用する企業が

中核人材育成プログラム（1 年）の活

用も検討するよう、短期プログラムの

機会も活用した。 

○各業界団体の代表

が参加する有識者

委員会のほか、国

内外のアドバイ

ザ、米国国土安全

保障省（DHS）な

どから広く意見を

集めるとともに、

プログラム受講者

や受講者の派遣元

企業のフィードバ

ックを得つつ、中

長期を見据え、授

業提供サイドの目

線に寄らない観点

から実用的なプロ

グラムの構築を進

めていく。 
○当センターのプロ

グラム受講者の個

人的努力にとどま

らず、企業におい

て組織を挙げてセ

キュリティ戦略が

推進されていくよ

う、経営層向けの

取組みを強化して

いく。 

○産業サイバーセキュリティセンター

で提供する人材育成プログラムは、企

業・機関がサイバーセキュリティ対策

を推進していくにあたり、効果的なプ

ログラムである必要がある。 

○プログラム開発、授業提供する側の観

点だけではなく、プログラム受講者・

受講者を派遣する企業の視点から、プ

ログラム内容、授業提供に対する評

価、意見などのフィードバックを得

て、プログラム内容・授業提供に関し

て、継続的かつ実践的な PDCA サイ

クルをまわしていく。 

○7 月から実施される「第 2 期中核人材

育成プログラム」を始め今後のセンタ

ーの運営に反映していくため、プログ

ラムに参画する講師や専門家により

週次で情報共有・ピアレビューを繰り

返し、プログラムの実施に係る課題に

機動的に対応した。 
○加えて、各業界の代表が参加する有識

者委員会のほか、国内外のアドバイ

ザ、米国国土安全保障省（DHS）な

どから広く意見を集めるともに、プロ

グラム受講者や受講者の派遣元企業
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

からフィードバックを得た。 

○中小企業向けの啓発活動を推進して

きた結果、中小企業関連団体等との共

同宣言による全国的な協力体制と、中

小企業自らがセキュリティ対策に取

り組んでいることを宣言する制度を

創設したが、中小企業にセキュリティ

対策を積極的に取り組もうとする気

運を高めるためには、これらが有効活

用されなければならない。 

○中小企業をとりまく環境に、セキュリ

ティの話題が浸透するよう、例えば、

中小企業庁等向けの補助金申請にお

いて、機構の自己宣言制度が加点対象

となるようにする、また、中小企業が

関連する様々な団体が行う説明会に

おいて、セキュリティプレゼンターに

よる情報セキュリティ関連の講義を

併設するなど、他制度、他団体との連

携を図る。 

○中小企業庁が実施する IT 導入補助金

制 度 に お い て 、「 SECURITY 
ACTION 制度」を申請要件とする制

度連携を実現した。 
○保険会社において、「SECURITY 

ACTION」を取得した中小企業に対

してサイバー保険の保険料割引及び

付保証明書の発行を開始した。 
○中小企業庁が主催している「プラス

IT セミナー」において、セキュリテ

ィプレゼンターによる情報セキュリ

ティ関連の講義を 13 か所で開催し

た。 
○今後も他制度、他団体との連携を図っ

ていく。 

○「組織における内部不正防止ガイドラ

イン」や、「サイバーセキュリティ経

営ガイドライン解説書」等により、企

業の経営層に対して情報セキュリテ

ィ対策を訴えてきたところ。しかしな

がら、セキュリティ人材不足も相まっ

て、大企業においても対策実施が浸透

しきっていない。 

○経営層に情報セキュリティ対策の重

要性をより一層意識させるための方

策として、自社のセキュリティ対策状

況を具体的に「見える化」する手法に

ついて検討する。また、機構の人材育

成事業との連携により、必要となるセ

キュリティ人材が供給されるために

必要な措置を検討する。 

○評価手法検討の基礎情報としての位

置づけも考慮しつつ、以下の調査を実

施し、報告書を公開した。 
・CISO 等の役割事例調査 
・IT システム・サービスの業務委託に

おけるセキュリティインシデント及

びマネジメントに関する調査 
・第 4 次産業革命を踏まえた秘密情報

の管理と利活用におけるリスクと対

策に関する実態調査 
・データ利用における重要情報共有管理

に関する調査 
○上記調査を通じて現場の実態や課題

認識などを把握するとともに、CISO
の活動や経営ガイドライン実践状況

のプラクティス作成や可視化ツール

（チェックリスト、ベンチマーク等）

の構築に向けた検討を実施した。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

○J-CSIP・J-CRAT 等の取組みにより現

場情報を入手できる環境を構築した

が、それでも後追いの情報発信となら

ざるを得ない状況にある。技術の進歩

に伴い加速するサイバー攻撃に対応

するためには、発生源ベースの現状チ

ャネルのみではなく、広く情報を収集

して、事象を先取りする必要がある。 

○現状の情報収集チャネルに加え、市販

脅威情報の購入、ホワイトハッカー・ベ

ンダー等の先端技術者との交流等によ

り、Threat Intelligence 情報の量及び

質を高め、新しい技術基盤・サービスに

おける潜在的なセキュリティ脅威や攻撃

の傾向を予測し、中長期的に発生し得

る事象等に関する発信を図る。 

○届出、相談を通じた発生源ベースの情

報や公開情報に加え、市販脅威情報の

購入や先端技術者との関係構築によ

る情報収集チャネルを拡大させた。 
○収集した情報については、J-CSIP・

J-CRAT におけるマルウェア解析作

業に加え、発生源ベースの情報と組み

合わせることで、被害組織の被害範囲

や攻撃被害想定組織の推定に活用し、

被害の拡大や未然防止に向けた取組

みを実施した。 

○IPA による直接的な情報発信、相談窓

口などだけでは、活用されるべき現場

に手が届いているとは言えず、結果と

して実施されるべき対策が講じられ

ていない場合がある。 

○個々の現場に身近な団体等を通じた

情報提供チャネルを拡大させ、また、

地域ごとに相談を受け付け、相互に相

談内容を情報共有する体制を構築す

べく商工団体等との連携を図る。 

○「中小企業の情報セキュリティ対策普

及の加速化に向けた共同宣言」に名を

連ねた中小企業関連団体と「中小企業

の情報セキュリティ普及推進協議会」

を立ち上げ、同協議会参画団体を通じ

た情報提供を実施した。 
○セキュリティプレゼンターの登録促

進に加え、講習能力養成セミナーや経

営指導員、税理士、社会保険労務士等

を対象とした研修会等の実施を通じ、

地域において情報セキュリティに関

する指導・助言を行う人材の量と質の

確保に向けた取組みを実施した。 
○制御システムのセキュリティリスク

分析ガイドを関係業界団体へ直接配

布するなど、必要な現場に確実に届く

手法を導入した。 
○重要インフラ事業者や政府機関等に

対する優先情報提供の仕組みについ

て調整を行い、関係者間で合意した。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

中期目標期間見込大臣評価での「指摘事項」 対応状況 

○平成 27 年度評価では、サイバーセキュリティ関連の専門的な技術、知見を要す

る業務が増大していることも踏まえ、サイバーセキュリティ人材育成総合強化方

針（平成 28 年 3 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定）の中で、「能力を

可視化した上で、産業界やセキュリティ関連業務を行う独立行政法人を含め政府

関係機関等において業務に従事する者にその能力や実績に見合った適正な処遇

を実現していくことも重要であり、産学官が連携して適性処遇の推進やキャリア

パス等の整備を検討していく。」とされたことも考慮しつつ、給与体系及び給与

水準の適正化を進めていくべきであると指摘したところである。この点について

は、ホワイトハッカー等先端的なセキュリティ人材について、公募等による採用

活動を実施してそのような人材を任期付の職員として採用することを可能とす

る給与規程の改正テーブルを含む新たな規程案（想定として年俸制職員）を検討

するなどの措置を進めているところであり改善に向けた取組がみられるが、今後

も引き続き給与体系及び給与水準の適正化を進めていくべきである。 

○特に高度なセキュリティの専門知識

を有する人材などを職員の給与水準

を勘案することなく、その者のスキル

や経験値などに応じた相応の給与で

任期付職員としての採用を可能とす

る規程改正を行った。 
○産業サイバーセキュリティセンター

におけるサイバー攻撃の調査分析業

務を推進するため、サイバーセキュリ

ティ及びサイバー攻撃に関する専門

的知見を有する者（先端的セキュリテ

ィ人材）を採用するための公募を実施

し、選考過程を経て 1 名を採用した

（採用日は平成 30 年 4 月上旬）。 
 

 
４．その他参考情報 
なし 
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Ⅰ－２ 社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推進 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

調書№ 1-1-4-1 (I-2) 社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推進 

業務に関連する政策・施

策 
（経済産業省で記載） 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
情報処理促進法第 43 条 

当該項目の重要度、難易

度 
（経済産業省で記載） 
 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
（経済産業省で記載） 
 

 
 
 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標  達成状況  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

 基準値  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

中
期
目
標 

新たに情報の

収集体制を構

築・拡充する産

業分野数 

26 年度以

降、各年度

2 分野以上

14 

－ 計

画

値 

－ 2分野以上 2分野以上 2分野以上 2 分野以

上 
予算額（千円） 

4,633,273 
の内数 15 

5,078,204 
の内数 

13,841,241 
の内数 

9,217,207 
の内数 

8,447,592 
の内数 

実

績

値 

－ 3 分野 3 分野 3 分野 3 分野 決算額（千円） 
3,010,379 
の内数 

4,210,386 
の内数 

4,712,551 
の内数 

11,057,204 
の内数 

8,155,135 
の内数 

達

成

度 

－ 150% 150% 150% 150% 経常費用（千円） 
2,290,959
の内数 

2,936,504 
の内数 

3,454,638 
の内数 

5,205,544 
の内数 

8,981,691 
の内数 

機構の成果が

役立ったとす

る回答割合 

最 終 年 度

ま で に

50%以上 

42% 
(24 年度実績

値) 

計

画

値 
最終年度までに 50%以上 

経常利益（千円） 
76,574 
の内数 

46,722 
の内数 

△44,815 
の内数 

94,912 
の内数 

3,263,002 
の内数 

実

績

値 

60% 78% 83% 81% 82% 行政サービス実

施コスト（千円） 
3,875,765 
の内数 

4,489,524 
の内数 

3,618,482 
の内数 

5,518,278 
の内数 

6,070,581 
の内数 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 120%) 

－ 
(対最終目標

値比 156%) 

－ 
(対最終目標

値比 166%) 

－ 
(対最終目標

値比 162%) 

対最終目

標 値 比

164% 

従事人員数 
22 19 18 18 18 

ガイドライン

等の機構の成

果の企業等へ

の導入率 

最 終 年 度

ま で に

35%以上 

30% 
(24 年度実績

値) 

計

画

値 
最終年度までに 35%以上 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

実

績

値 

40% 45% 52% 52% 55% 

                                                   
14 第三期中期計画の指標。 
15 プログラム開発普及業務（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する 3 事業で構成）。 
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達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 114%) 

－ 
(対最終目標

値比 129%) 

－ 
(対最終目標

値比 149%) 

－ 
(対最終目標

値比 149%) 

対最終目

標 値 比

157% 

中
期
計
画 

新たに情報の

収集体制を構

築・拡充する産

業分野数 

26 年度以

降、各年度

2 分野以上 

－ 計

画

値 

－ 2分野以上 2分野以上 2分野以上 2 分野以

上 

実

績

値 

－ 3 分野 3 分野 3 分野 3 分野 

達

成

度 

－ 150% 150% 150% 150% 

ソフトウェア

開発データを

収集するプロ

ジェクト数 

各年度200
プ ロ ジ ェ

クト以上 

236 プロジェ

クト 
(24 年度実績

値) 

計

画

値 

200 プ ロ

ジェクト

以上 

200 プ ロ

ジェクト

以上 

200 プ ロ

ジェクト

以上 

200 プ ロ

ジェクト

以上 

200 プロ

ジェクト

以上 
実

績

値 

216 プ ロ

ジェクト 
251 プ ロ

ジェクト 
262 プ ロ

ジェクト 
248 プ ロ

ジェクト 
249 プロ

ジェクト 

達

成

度 

108% 126% 131% 124% 125% 

システムの信

頼性向上に関

する継続的な

意見交換を行

う関係を構築

した団体・機関

数 

最 終 年 度

までに 20
以上 

－ 計

画

値 

20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 

実

績

値 

25 団体・

機関及び

12 企業 

28 団体・

機関 
27 団体・

機関 
27 団体・

機関 
27 団体・

機関 

達

成

度 

185% 140% 135% 135% 135% 

ソフトウェア

の上流工程で

の先進的な設

計方法の効果

的な適用事例

の収集数 

各年度 10
件以上 

－ 計

画

値 

10 件以上 10 件以上 10 件以上 10 件以上 10 件以上 

実

績

値 

13 件 12 件 12 件 12 件 13 件 

達

成

度 

130% 120% 120% 120% 130% 

障害やソフト

ウェア品質確

最 終 年 度

までに 20
－ 計

画

20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
20 団体・

機関以上 
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保に関する継

続的な意見交

換を行う関係

を構築した団

体・機関数 

以上 値 
実

績

値 

25 団体・

機関 
28 団体・

機関 
27 団体・

機関 
27 団体・

機関 
27 団体・

機関 

達

成

度 

125% 140% 135% 135% 135% 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
      評定  
    （詳細は、平成 25～29 年度業務実績報告書） ＜評定と根拠＞ 

評定：A 
根拠：以下のとおり、中期目標 KPI 及び中期計画における評価

指標において計画を上回るペースで達成し、質的にも所

期の目標を上回る成果を得ていることを評価。 
 
［定量的指標の実績］ 
 
（中期目標 KPI） 
①（中期計画にて策定）2 つ以上の産業分野での障害情報の収集

体制構築に対し、各年度 3 分野（達成度 150%）を達成。 
（要因分析） 

－障害情報の収集体制構築を促進するため、毎年度 3～10 の

産業分野に積極的に働きかけたことにより、各年度 3 分野

（150%）の実績を維持。 
 

②機構の成果が役立ったとする回答割合について、最終年度に

おける目標値 50%に対し、初年度より 60％を、直近 3 年では

80%以上（達成度 160%以上）達成。 
（要因分析） 

－IoT や上流工程等、これまででカバーが十分でなかった分野

についても、ベンダ・ユーザ業界のニーズの高い分野の活

動を広げるとともに、イベント・セミナー・マスコミ等を

通じた積極的な普及広報につとめたことから、その成果を

役立ったと回答する者の割合（有効性）が毎年度計画値を

超え、計画を前倒しで達成。 
 

③ガイドライン等の機構の成果の企業等への導入率について、

最終年度における目標値 35%に対し、初年度より 40%を、直

近 3 年では 50%以上（達成度 140%以上）を達成。 
（要因分析） 

－IoT や上流工程等、これまででカバーが十分でなかった分野

についても、指針やプロセス標準等、ベンダ・ユーザ業界

のニーズの高い分野の活動を広げるとともに、イベント・

セミナー・マスコミ等を通じた積極的な普及広報につとめ

たことから、企業等における成果の導入率が毎年度計画値

を超え、計画を前倒しで達成。 

（経済産業省で記載） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 
（中期計画評価指標） 
①（中期目標 KPI）の①参照 
 
②毎年度 200 プロジェクト以上の開発データ収集に対し、5 年

平均 245 件（達成度 123%）のプロジェクトを収集し、各年

度計画値を達成。 
（要因分析） 

－ソフトウェア開発データを収集・分析する事業については、

世界的に比類ない 4,000 プロジェクト超の開発データを収

録した「ソフトウェア開発データ白書」に取りまとめて企

業・業界団体等に周知したことにより、各年度評価指標を

上回る実績を維持。 
 

③20 以上の業界団体・機関などと信頼性向上に関する意見交換

を行う関係構築に対し、各年度 25～28 団体・機関（達成度

125～140%）と関係を構築して意見交換を行い、最終年度に

おける計画値を達成。 
（要因分析） 

－業界等の抱えるニーズや課題を把握するため、情報システ

ム関連の業界団体・機関等との積極的、かつ継続的な意見

交換を実施し、各団体・機関と良好な関係を築くことに努

めたことにより、各年度評価指標を上回る実績を維持。 
 

④先進的な設計技術の事例 10 件以上の収集に対し、12～13 件

（達成度 120～130%）収集し、各年度目標値を達成。 
（要因分析） 

－ソフトウェアの上流工程での先進的な設計方法の効果的な

適用事例を収集するため、提供元となる企業に積極的に働

きかけたことにより、各年度評価指標を上回る実績を維持。 
 

⑤20 以上の業界団体・機関等と障害発生度合いの低減方策や品

質確保に関する意見交換を行う関係構築に対し、各年度 25～
28 団体・機関（125～140%）と関係を構築して意見交換を行

い、最終年度における計画値を達成。 
（要因分析） 

－信頼性の向上や品質の説明力強化に沿って、事業展開を行

う中で、成果の普及先である業界団体・機関との意見交換、
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
セミナーの共催・後援、講師派遣等の働きかけを行うこと

により、各団体・機関と良好な関係を構築。毎年度評価指

標を上回る実績を維持。結果は、SEC 事業の普及・広報の

対象分野・団体・地域のプライオリティ付けに反映。 

 -中期目標 P9- 
○情報処理システ

ムに係る障害情

報について、電

力・ガス等の主た

る重要インフラ等

の産業分野から

新たに情報を収

集する。 

 

-中期計画 P8- 
○情報処理シス

テムに係る障

害情報につい

て、初年度に

おいては収集

した障害事例

の分析から障

害情報共有の

有効性や、分

野横断で障害

情報を収集す

る仕組み（情報

収集のための

共通様式、機

密保持等のル

ール）をとりまと

める。２年度目

以降は、重要

インフラ等から

各年度におい

て新たに２以

上の産業分野

を加え、障害

情報の収集体

制を構築・拡充

する。さらに、

収集した障害

情報の分析を

行い、類似障

＜主な定量的指標＞ 
 
(中期目標 KPI) 
①システム障害情

報を収集する産

業分野数 
 
 
(中期計画評価指標) 
①新たに情報の収

集体制を構築・拡

充する産業分野

数 
②ソフトウェア開発

データを収集す

るプロジェクト数 
 
 
＜その他の指標＞ 
○組込みソフトウ

ェア産業の実態

把握等に係る調

査・分析。 
○組込みソフトウ

ェア産業への定

量的プロジェク

ト管理導入に向

けたプロジェク

トデータ収集・

分析。 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
①（平成 25 年度）－ 
（平成 26 年度）3 分野（150%） 
（平成 27 年度）3 分野（150%） 
（平成 28 年度）3 分野（150%） 
（平成 29 年度）3 分野（150%） 

 
(中期計画評価指標) 
①（平成 25 年度）－ 
（平成 26 年度）3 分野（150%） 
（平成 27 年度）3 分野（150%） 
（平成 28 年度）3 分野（150%） 
（平成 29 年度）3 分野（150%） 

②（平成 25 年度）216 プロジェクト（108%） 
（平成 26 年度）251 プロジェクト（126%） 
（平成 27 年度）262 プロジェクト（131%） 
（平成 28 年度）248 プロジェクト（124%） 
（平成 29 年度）249 プロジェクト（125%） 

 
［主な成果等］ 
○重要インフラ分野 16の情報処理システムに係るソフトウェア

障害情報の収集・分析及び対策 
・重要インフラ分野等におけるシステム障害の再発防止や影響

範囲縮小につなげるため、国民生活において重要な役割を持

つ産業分野に自律的な障害情報収集・共有の働きかけを実施。

障害情報やシステム自体の機密性の高さから、各企業・団体

における障害情報共有の優先順位が低いため、IPA による共

有体制の構築・拡充等は困難を極めたが、毎年度 3 分野 17（情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［主な成果等］ 
○重要インフラ分野の情報処理システムに係るソフトウェア障

害情報の収集・分析及び対策 
・障害情報であることやシステム自体の機密性が高いことなど

から、各企業・団体における障害情報共有の優先順位が低く、

IPA による共有体制の構築・拡充等は困難を極めたが、毎年

度 2 分野の目標に対して 3 分野体制を構築。体制を構築した

企業・団体等からの本事業に対する評価も高く、特に電力分

野等からの協力要請に基づいてシステム障害の再発防止策の

                                                   
16 重要インフラ 13 分野：情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス（地方公共団体を含む）、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油（「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 4 次行動計画」（サイバーセキュリティ戦略本部 平成 29 年 4 月）より）。 
17 同一分野内に「対象となる重要インフラ事業者等」の区分が複数存在する場合がある。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
害の未然防止

につながるガイ

ドラインや障害

発生度合いの

傾向分析等の

レポートとして

取りまとめる。 

○ソフトウェア開

発データの活

用による情報

システムの品

質・信頼性向

上を目指し、各

年度において

新たに２００プ

ロジェクト以上

の開発データ

を収集し、収集

した情報の分

析を行う。 

 
＜評価の視点＞ 
○情報システムの

信頼性向上のた

めのニーズや効

果を踏まえたもの

か。 
 
 
 

報通信×2、金融×2、航空、鉄道、電力、政府・行政サービス

（地方公共団体）×318、クレジット、地域団体×219）体制を

構築。体制を構築した企業・団体等からの本事業に対する評

価も高く、電力分野等からの協力要請に基づいてシステム障

害の再発防止策の策定を支援するなど、IPA の代表的な事業

として広く認知。 
（平成 26 年度）3 分野 
 東京都特別区電算課長会〔政府・行政サービス〕 
 ITA（Information Technology Alliance：独立系情報サー

ビス会社による任意団体）〔情報通信〕 
 電力 IT 情報共有グループ（電気事業連合会、同会会員企

業、日本原子力発電(株)、(一財)電力中央研究所及び電力

広域的運営推進機関）〔電力〕 
（平成 27 年度）3 分野 
 航空運航システム研究会〔航空〕 
 生命保険 IT 情報共有グループ（生命保険企業 15 社参加）

〔金融〕 
 (一社)日本ケーブルテレビ連盟（「ケーブルテレビ運用情報

共有システム」参加企業）〔情報通信〕 
（平成 28 年度）3 分野 
 北海道重要インフラ IT 情報共有グループ（道内の重要イ

ンフラ 9 分野等 27 事業者）〔地域団体〕 
 クレジット IT 情報共有グループ（(一社)日本クレジット協

会システム研究部会）〔クレジット〕 
 (一財)関西情報センター（サイバーセキュリティ研究部会）

〔地域団体〕 
（平成 29 年度）3 分野 
 指定都市 IT 情報共有グループ（指定都市情報管理事務主

管者会議）〔政府・行政サービス〕 
 多摩地域市町村情報システム研究協議会（多摩地域市町村

情報システム研究協議会）〔政府・行政サービス〕 
 損害保険 IT 情報共有グループ（(一社)日本損害保険協会

情報システム委員会参加会員のうち 11 企業・団体）〔金融〕 
 鉄道 IT 情報共有グループ（(一社)日本鉄道技術協会日本

鉄道サイバネティクス協議会に参加会員のうち 26 企業・

団体）〔鉄道〕 

策定を支援するなど、IPA の代表的な事業として広く認知。

さらに、安全文化醸成のため、障害情報のみならず、セキュ

リティ対策等を含む各種情報を地域単位で交換する体制の構

築・拡充等にも着手し、情報共有体制を構築したことを評価。 
・各分野から収集した障害情報の傾向分析の結果に加えて、業

界・分野を越えて障害情報を共有するために普遍化した「情

報処理システム高信頼化教訓集」を公開するとともに、新規

の教訓を随時公開。さらに、障害情報の普遍化を自律的に実

施するための「情報処理システム高信頼化教訓作成ガイドブ

ック」「障害未然防止のための教訓化ガイドブック」等を公開

し、類似障害の未然防止に寄与。 
・以下の IPA に対して支援要請があった事例のとおり、本事業

は企業・団体等からも高く評価。 
－システム障害の再発防止に向けた検討を行うにあたり、知

見を有する IPA に対して支援要請があり協力。（電力） 
－連続してシステム障害が発生したことから、知見を有する

IPA に要請があり、再発防止等に関する情報提供。（政府・

行政サービス） 
－IPA が収集している障害事例や知見を参考にしたいと依頼

があり、情報提供。（政府・行政サービス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
18 平成 29 年度は、政府・行政サービス（地方公共団体）を 2 体制構築したが、定量的指標の集計上は 1 分野とした。 
19 異なる複数の重要インフラ分野の事業者等については、特定分野単体では情報共有に限界がある。一方で、地域単位で団体等を組織し、複数の重要インフラ分野の事業者等が分野を横断で状況共有に取り組んでいる場合がある。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
・各分野から収集した障害情報の傾向分析の結果に加えて、業

界・分野を越えて障害情報を共有するために普遍化した「情

報処理システム高信頼化教訓集」を随時公開。さらに、障害

情報の普遍化を自律的に実施するための「情報処理システム

高信頼化教訓作成ガイドブック」「障害未然防止のための教訓

化ガイドブック」等を公開し、類似障害の未然防止に寄与。 
 「情報処理システム高信頼化教訓集（IT サービス編）」 
 「情報処理システム高信頼化教訓集（組込みシステム編）」 
 「情報処理システム高信頼化教訓 作成ガイドブック（IT

サービス編）」 
 「障害未然防止のための教訓化ガイドブック（組込みシス

テム編）」 
 「情報処理システム高信頼化教訓 活用ガイドブック（IT

サービス編）」 
 「現場で役立つ教訓活用のための実践ガイドブック（組込

みシステム編）」 
 障害事例から見えてくる傾向分析「ヒューマンエラー」[教

訓集に同梱] 
 障害事例から見えてくる傾向分析「システムの高負荷／過

負荷」[教訓集に同梱] 
 「障害未然防止のための設計知識の整理手法ガイドブック

（組込みシステム編）」 
 
○ソフトウェア開発データの活用による情報システムの品質・

信頼性向上 
・ソフトウェア産業において、「勘と経験に頼ってきた開発」か

ら「データに基づくマネジメント」に刷新するため、ソフト

ウェア開発の定量的プロジェクト管理に取り組み。一般には、

データが十分に蓄積・共有されていないため、自社の開発デ

ータと比較することが困難。このため、民間では収集困難な

機微情報である開発データを年度平均 245 プロジェクト（達

成率 123％）収集・分析し、「ソフトウェア開発データ白書」

として発行。また、「ソフトウェア開発データ白書」に掲載し

たデータの分析結果から導いたソフトウェア開発の信頼性・

生産性向上に関する知見を、「ソフトウェア開発データが語る

メッセージ」として公開。 
・グローバルな競争が高まる中で、ソフトウェア開発の信頼性・

生産性等を同一の基準で他国の企業と国際比較分析すること

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ソフトウェア開発データの活用による情報システムの品質・

信頼性向上 
・ソフトウェア産業において、「勘と経験に頼ってきた開発」か

ら「データに基づくマネジメント」に刷新するため、ソフト

ウェア開発の定量的プロジェクト管理に取り組み。一般には、

データが十分に蓄積・共有されていないため、自社の開発デ

ータを比較することが困難。このような、民間では収集困難

な機微情報である開発データを各年度 216～262 プロジェク

ト（達成率 108～131%）収集・分析するとともに、「ソフト

ウェア開発データ白書」に取りまとめて発行していることは

世界的にも比類ない成果。また、これまでの知見を活かし、「ソ

フトウェア開発データ白書」に掲載したデータの分析結果か

ら導いたソフトウェア開発の信頼性・生産性向上に関して「ソ

フトウェア開発データが語るメッセージ」として取りまとめ

て公開したことを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
が重要とされるため、「ソフトウェア開発データ白書」の定量

データを活用したベンチマーキングの手法に関する国際標準

規格（ISO/IEC29155-3:2015）を IPA が主導して制定（平成

27 年 11 月）。 
・社会の IoT 化を支えることが期待される組込みソフトウェア

産業は、企業規模が小さく、ソフトウェア開発にかけた工数、

バグ数などのプロジェクトデータに基づいた合理的なマネジ

メントができていないことが成長の制約要因。これらデータ

は個社の生産性やコストが露見するため共有され難いとこ

ろ、IPA はその公的性格に基づく厳格な秘密保持契約やデー

タ分析実績をもって業界を粘り強く説得し、組込み分野では

世界でも初めてのプロジェクトデータ（174 件）を収集・分

析し、「組込みソフトウェア開発データ白書」として発行（平

成 27 年 11 月）。プロジェクトデータを累計 416 件とした最

新版では開発の生産性・信頼性指標が製品の特性により変化

する傾向にあることを公表（平成 29 年 11 月）。 
・IPA が収集した開発データは、米国カーネギーメロン大学ソ

フトウェアエンジニアリング研究所（SEI20）も高く評価。秘

密保持契約を締結（平成 27 年 9 月）し、SEI は IPA が収集

した開発データの分析に着手。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・グローバルな競争が高まる中で、ソフトウェア開発の信頼性・

生産性等を同一の基準で他国の企業と国際比較分析すること

が求められるため、「ソフトウェア開発データ白書」の定量デ

ータを活用したベンチマーキングの手法に関する国際標準規

格（ISO/IEC29155-2～4:2013～2016）を IPA が主導して制

定（平成 25 年 11 月、平成 27 年 11 月、平成 28 年 10 月）し

たことを評価。また、担当者は情報処理学会 情報規格調査会

から「国際規格開発賞」を受賞。 
・社会の IoT 化を支えることが期待される組込みソフトウェア

産業は、個社の企業規模が小さく、ソフトウェア開発にかけ

た工数等のプロジェクトデータに基づいた合理的なマネジメ

ントができていないことが成長の制約要因。これらデータは

個社の生産性やコストが露見するため共有され難いところ、

IPA はその公的性格に基づく厳格な秘密保持契約やデータ分

析実績をもって業界を粘り強く説得し、組込み分野では世界

でも初めてのプロジェクトデータ（174 件）を収集・分析し、

「組込みソフトウェア開発データ白書」として発行（平成 27
年 11 月）。その後、プロジェクトデータを累計 416 件にする

とともに、組込みソフトウェア開発の生産性・信頼性指標が

製品の特性で変わることを明らかにした最新版を発行（平成

29 年 11 月）したことを高く評価。 
・IPA が収集した開発データは、米国カーネギーメロン大学ソ

フトウェアエンジニアリング研究所（SEI）も高く評価。秘密

保持契約を締結（平成 27 年 9 月）し、SEI は IPA が収集し

た開発データの分析に着手。 
・以下のヒアリング結果のとおり、本事業は企業・団体等から

も高く評価。 
－ソフトウェア開発データ白書は、品質分析における定量的

評価の目安として活用しているだけではなく、社内のメト

リクスとの比較・分析に活用している。（鉄道（システム関

連会社）） 
－ソフトウェア開発データ白書に業種別が追加されたこと

は、利用者側にとってありがたい。システム開発を行う上

での参考にしている。（金融（証券）） 
・収集したソフトウェア開発データから得られた知見から、「デ

ータに裏付けのない生産性目標が開発プロジェクトのリスク

増大や品質低下を招く」として公開したところ、インターネ

                                                   
20 SEI（Software Engineering Institute）：ソフトウェア開発、IT セキュリティ等の研究機関。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 
 
 
 
 
 
 
○組込みソフトウェア産業の構造転換に向けた取組み 
・IoT に代表される情報技術の急速な進展に伴い、組込みソフト

ウェア 21の大規模化・複雑化の一方で、品質確保が容易では

なく、組込みソフトウェアの不具合に起因する製品リコール

数や、社会インフラシステムにおける障害事例が近年増加傾

向。このような状況の中、「未来投資戦略 2017」の中短期工

程表 22に基づき関係省庁・機関が組込みソフトウェア産業の

構造転換を図る施策を展開。IPA は、これまでの知見を活か

し、「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査」を

経済産業省と協力して実施。同産業が直面する技術面、人材

面、産業面の課題について調査・分析するとともに、今後の

施策の方向性等を取りまとめて公表（平成 29 年 5 月）。 
・政府の組込みソフトウェア産業技術戦略の企画・策定・実施

の PDCA サイクルを回すために設置された、関係省庁・機関

による「組込みシステム司令塔会議」に同調査・分析結果を

提供し、「組込みソフトウェア産業戦略」策定に貢献（平成 29
年 3 月）。 

ット上のユーザから「もはや SLOC（ソースコードの行数）

で生産性を測るのは厳しいのでは？」から「生産される行数

は減っても実績工数はフレームワークの学習コストなどで増

えて SLOC 生産性は落ちるということ」まで賛否両論が示さ

れ、ソフトウェア開発に係る議論が活発化するなど、本事業

への世間からの高い注目を得ている点を評価。 
 
○組込みソフトウェア産業の構造転換に向けた取組み 
・「未来投資戦略 2017」の工程表に基づき関係省庁・機関が組

込みソフトウェア産業の構造転換を図る施策を展開する中、

IPA はこれまでの知見を活かし、「組込みソフトウェア産業の

動向把握等に関する調査」を経済産業省と協力して実施。同

産業が直面する技術面、人材面、産業面の課題について調査・

分析を実施するとともに、今後の施策の方向性等を取りまと

めて公表（平成 29 年 5 月）したことを高く評価。 
・政府の組込みソフトウェア産業技術戦略の企画・策定・実施

の PDCA サイクルを回すために設置された、関係省庁・機関

による「組込みシステム司令塔会議」に同調査・分析結果を

提供し、「組込みソフトウェア産業戦略」策定に貢献した実績

を評価（平成 29 年 3 月）。 
 

 -中期目標 P9- 
○情報処理システ

ムの信頼性の向

上に係る成果の

有効性（役立っ

たと回答する者

の割合）を５

０％以上とす

る。 

○情報処理システ

ムの信頼性の向

上に係るガイド

-中期計画 P9- 
○中期目標期間

に お い て 製

品・サービス

等の異なる２

０以上の業界

団体・機関等

に対し、情報

処理システム

の信頼性の向

上に関する継

続的な意見交

＜主な定量的指標＞ 
 
(中期目標 KPI) 
②機構の成果が役

立ったとする回答

割合 
③ガイドライン等の

機構の成果の企

業等への導入率 
 
(中期計画評価指標) 
③継続的な意見交

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
②（平成 29 年度）82%（164%） 
 
 
③（平成 29 年度）55%（157%） 
 
 
 
(中期計画評価指標) 
③（平成 29 年度）27 団体・機関等（135%） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
21 組込みシステム上に実装され、それを組み込む製品自体が提供すべき何らかの機能を実現するために使用されるソフトウェア。主に、携帯電話・スマートフォン、デジタル家電製品、自動車、ロボットなどに実装されている。 
22 「未来投資戦略 2017－Society 5.0 の実現に向けた改革－」の中長期工程表（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017.pdf） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
ライン等の機構

の成果につい

て、企業等への

導入率を３５％

以上へ高める。 

換を行う関係

を構築し、業

界等の抱える

ニーズや課題

を把握する。 
○ソフトウェア

の上流工程で

の先進的な設

計方法の効果

的な適用事例

を各年度にお

いて新たに１

０ 件 以 上 収

集、また、ソ

フトウェアの

信頼性検証の

ための先進技

術及びその活

用手法に関す

る内外の最新

動 向 を 収 集

し、そうした

知見を基礎と

して、効果的

な成果のとり

まとめに反映

する。 
○中期目標期間

に お い て 製

品・サービス

等の異なる２

０以上の業界

団体・機関等

に対し、障害

発生度合いの

低減方策やソ

フトウェア品

質確保に関す

換を行う関係を構

築した団体・機関

数 
④ソフトウェアの上

流工程での先進

的な設計方法の

効果的な適用事

例の収集数 
 
⑤継続的な意見交

換を行う関係を

構築した団体・

機関数 
 
＜その他の指標＞ 
○IoT 時代に対応

するシステム開

発の指針を策定

し、国の政策と

して位置付け、

これを反映した

標準仕様を定め

る業界団体数。 
 
＜評価の視点＞ 
○情報システムの

信頼性向上のた

めのニーズや効

果を踏まえたもの

か。 
 

 
 
 
④（平成 25 年度）13 件（130%） 
（平成 26 年度）12 件（120%） 
（平成 27 年度）12 件（120%） 
（平成 28 年度）12 件（120%） 
（平成 29 年度）13 件（130%） 

 
⑤（平成 29 年度）27 団体・機関等（135%） 
 
 
 
 
［主な成果等］ 
○情報処理システムの信頼性の向上に係る成果の有効性（役立

ったと回答する者の割合） 
・中期目標で掲げられた定量的指標について、当機構のウェブ

サイトを利用して、情報処理システムの信頼性向上に係る成

果の有効性のアンケート調査を実施した結果、中期目標期間

の最終年度までに 50%以上という目標を前倒しで達成。 
 
○情報処理システムの信頼性の向上に係るガイドライン等の成

果物の企業等への導入率 
・中期目標で掲げられた定量的指標について、当機構のウェブ

サイトを利用して、情報処理システムの信頼性向上に係るガ

イドライン等の企業等導入率のアンケート調査を実施した結

果、中期目標期間の最終年度までに 35%以上という目標を前

倒しで達成。 
 
○ソフトウェア品質説明力の強化の促進 
・中期計画で掲げられた定量的指標について、各団体・機関と

の良好な関係の構築に努め、毎年度 27 団体・機関（達成率

135%）～25 団体・機関及び 12 企業（達成度 185%）との継

続的な意見交換を実施。 
また、業界団体・機関等との継続的な意見交換を行った結果、

以下のニーズや課題に対応。 
 「ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン」に基

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［主な成果等］ 
○情報処理システムの信頼性の向上に係る成果の有効性（役立

ったと回答する者の割合） 
・中期目標で掲げられた目標値を上回るペースを維持しており、

成果の着実な普及展開が実施されたことを評価。 
 
 
 
○情報処理システムの信頼性の向上に係るガイドライン等の成

果物の企業等への導入率 
・中期目標で掲げられた目標値を上回るペースを維持しており、

成果の着実な普及展開が実施されたことを評価。 
 
 
 
 
○ソフトウェア品質説明力の強化の促進 
・定量的指標を上回る達成ペースを毎年度維持しており、中期

目標の所期の目標を上回る成果を得たことを評価。また、定

性的指標である業界等の抱えるニーズや課題を的確に把握し

たことが、これらに的確に対応した成果物を作成し、中期目

標である成果の有効性及び導入率について所期の目標を上回

る成果につながったことを評価。 
 



38 
 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
る継続的な意

見交換を行う

関 係 を 構 築

し、ガイドラ

イン等の企業

等への導入を

促進する。 

づく認証制度の構築支援（(一社)コンピュータソフトウェ

ア協会、(一社)ディペンダビリティ技術推進協会、ワイヤ

レススマートユーティリティネットワーク利用促進協議

会） 
 「つながる世界の品質ガイド」作成（(一社)コンピュータ

ソフトウェア協会等） 
 「つながる世界の開発指針」作成（(一社)重要生活機器連

携セキュリティ協議会等） 
 利用時品質の課題と対策に関する検討会実施（NPO 法人

人間中心設計推進機構） 
 IoT 検証の課題と対策に関する検討会実施（(一社)IT 検証

産業協会） 
 「情報サービス産業における情報技術マップ」及び「先進

的な設計・検証技術の適用事例報告書」との相互情報連携

（(一社)情報サービス産業協会） 
 
○ソフトウェア信頼性の見える化促進のための環境整備 
・中期計画で掲げられた定量的指標について、各企業に対し情

報提供を積極的に働きかけ、毎年度12件～13件（達成度120%
～130%）のソフトウェアの上流工程での先進的な設計方法の

効果的な適用事例を収集。 
 また、収集した適用事例について、複雑化・高度化するシス

テムを迅速、かつ高信頼に開発するための成功事例を「先進

的な設計・検証技術の適用事例報告書」として取りまとめて

公開するとともに、収集してきた事例を整理・分類し、想定

される読者の視点で分析した結果や、先進的な技術を導入す

るためのポイントなどを解説した「事例に見る先進的な設

計・検証技術の適用分析～高信頼化のための開発技術導入に

向けて～」を公開。 
 
○ソフトウェア品質説明力の強化の促進 
・本項目の定量的指標について、平成 25 年度 25 団体・機関及

び 12 企業（達成度 185%）、平成 26 年度 28 団体・機関（達

成度 140%）、平成 27 年度 27 団体・機関（達成度 135%）、平

成 28 年度 27 団体・機関（達成度 135%）、平成 29 年度 27 団

体・機関（達成度 135%）との継続的な意見交換を実施。 
また、業界団体・機関等との継続的な意見交換を行った結果、

以下の成果導入を促進。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ソフトウェア信頼性の見える化促進のための環境整備 
・定量的指標を上回る達成ペースを毎年度維持しており、中期

目標の所期の目標を上回る成果を得たことを評価。また、毎

年度先進的な設計方法の効果的な適用事例集を公開してお

り、中期計画の所期の目標を達成していることを評価。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ソフトウェア品質説明力の強化の促進 
・定量的指標を上回る達成ペースを毎年度維持しており、中期

目標の所期の目標を上回る成果が得られたことを評価。また、

定性的指標である企業等に対するガイドライン等の導入促進

においても、着実に導入実績を上げており、中期計画の所期

の目標を達成していることを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 「ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン」を適

用した認証制度を 2 団体で構築（(一社)コンピュータソフ

トウェア協会、(一社)ディペンダビリティ技術推進協会） 
 「つながる世界のソフトウェア品質ガイド」を 24 団体・

企業に紹介。団体・企業におけるガイドの適用を促進する

とともに、団体・企業から適用事例を発表。 
 「つながる世界のセーフティ＆セキュリティ設計入門」を

24 団体・企業に紹介し、これらの企業で活用。 
 
○IoT 時代のシステム開発におけるセーフティ・セキュリティの

実現（～つながる世界の開発指針の実装と普及～） 
・IoT 社会の到来により、IoT 製品の普及に伴う利便性が高まる

ことが期待される一方、IoT 製品の利用者や製品の安全性・セ

キュリティを脅かすリスクの発生が懸念されるため、IoT 製品

開発者が開発時に最低限考慮すべきポイントを業界横断的に

利用可能な全 17 指針として明示した「つながる世界の開発指

針」とその解説書等を発行し、IoT 社会のリスク低減に寄与。 
・開発指針の普及・展開に向けて、平成 28 年度は、IoT 推進コ

ンソーシアム 23・総務省・経済産業省が策定した「IoT セキ

ュリティガイドライン」、4 分野の製品分野別セキュリティガ

イドライン 24に採用。平成 29 年度は、4 つの産業分野・団体

の標準仕様・ガイドライン等 25に採用。IPA 自身の普及活動

とあいまって、IoT 社会のセキュリティ対応と、産業競争力強

化に寄与したことを評価。 
・開発指針の要件適合を促進するため、様々な産業分野でより

具体的に適用しやすく加工したチェックリストを作成。この

取組みは個社に評価され、4 分野 26・5 社に開発指針を適用。 
・IoT 製品やシステムのセーフティやセキュリティを確保するた

めに、日本の主導による国際規格の策定に向けて、IPA の働

きかけにより、「IoT セキュリティガイドライン」等の国際規

格化に係る検討体制を構築。国際規格の素案作成、新規規格

提案の概要報告を実施。「IoT セキュリティガイドライン」の

国際規格化については、ISO/IEC JTC 127/SC 27 の武漢会議

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○IoT 時代のシステム開発におけるセーフティ・セキュリティの

実現（～つながる世界の開発指針の実装と普及～） 
・IoT 社会の到来により、IoT 製品（スマートフォン、自動車、

家電等）の普及に伴う利便性が高まることが期待される一方、

IoT 製品の利用者や製品の安全性・セキュリティを脅かすリス

クの発生が懸念されるため、IPA は政策上のニーズを先取り

し、IoT 製品開発者が開発時に最低限考慮すべきポイントを業

界横断的に利用可能な全 17 指針として明示した「つながる世

界の開発指針」を発行し、IoT 社会のリスク低減に寄与。 
・開発指針の普及・展開に向けて、平成 28 年度は、IoT 推進コ

ンソーシアム、総務省、経済産業省が策定した「IoT セキュリ

ティガイドライン」、4 分野（車載器、IoT ゲートウェイ、金

融端末（ATM）、決済端末（POS））の製品分野別セキュリテ

ィガイドラインに採用。平成 29 年度は、4 つの産業分野・団

体（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス、

利用時の品質、オープンシステムディペンダビリティ、ORiN3
仕様書（仮称））の標準仕様・ガイドライン等に採用。IPA 自

身の普及活動とあいまって、IoT 社会のセキュリティ対応と、

産業競争力強化に寄与したことを評価。 
・開発指針の要件適合を促進するため、様々な産業分野でより

具体的に適用しやすく加工したチェックリストを作成。この

取組みは個社に評価され、5 社（4 分野（クラウドサービス、

家電、金融、IoT ゲートウェイ））が開発指針を適用。うち 1
社は、チェックリストを社内共通規程に拡大し、これまで IoT

                                                   
23 産学官が参画・連携し、IoT 推進に関する技術の開発・実証や新たなビジネスモデルを創出・推進するために平成 27 年に設立された組織。 
24 (一社)重要生活機器連携セキュリティ協議会「製品分野別セキュリティガイドライン車載器編」「製品分野別セキュリティガイドライン IoT-GW 編」「製品分野別セキュリティガイドライン金融端末(ATM)編」「製品分野別セキュリティガイドラインオープン POS 編」 
25 資源エネルギー庁「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン」、NPO 法人人間中心設計推進機構「つながる世界の利用時の品質確保のための活用ガイド」、(一社)ディペンダビリティ技術推進協会「【技術報告】IEC 62853

と「つながる世界の開発指針」の比較検討」、(一社)日本ロボット工業会 ORiN 協議会「ORiN3 仕様書 Part6：ORiN3 セキュリティ」（仮称）（平成 30 年度実用化予定） 
26 クラウドサービス、家電、金融、IoT ゲートウェイ 
27 国際標準化を行う国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）の第 1 合同技術委員会（Joint Technical Committee 1）において、情報セキュリティに関する標準化を担当する副委員会。 



40 
 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
において正式なプロジェクトとして成立（平成 30 年 4 月）。 

 
に関しては明確な基準がなかったところ一定のルールがで

き、システム開発や営業など幅広く活用するなど高い評価。 
・IoT 製品やシステムのセーフティやセキュリティを担保するこ

とを主眼とする国際規格の策定については、第 4 次産業革命

の実現に先進国がしのぎを削っている中で、各国に先駆け取

り組み、平成 29 年度に素案作成から新規規格提案の投票まで

完了し、国際規格発行に向けて順調に進行していることを評

価。 
・IoT 製品・サービスの社会実装の観点からは、製品の開発時セ

キュリティ・セーフティに関する指針（「つながる世界の開発

指針」（平成 28 年 3 月））だけではなく、製品・サービス・デ

ータに関する品質指標の全体像（「つながる世界のソフトウェ

ア品質ガイド」（平成 27 年 5 月））を示したうえで、サービス

に関する品質指標（「つながる世界の利用時の品質」（平成 29
年 3 月））を定めるとともに、開発実務において参照すべき技

術（「事例に見る先進的な設計・検証技術の適用分析」（平成

28 年 5 月））、プロセス（「つながる世界のセーフティ＆セキ

ュリティ設計入門」（平成 27 年 10 月））、開発要件（「『つなが

る世界の開発指針』の実践に向けた手引き［IoT 高信頼化機能

編］」（平成 29 年 5 月））、妥当性確認・検証（「つながる世界

の品質確保に向けた手引き」（平成 30 年 3 月））の提示等、IoT
製品・サービスの安全性・信頼性向上に向けた取組みを継続

的かつ着実に推進した点を評価。 
・以下のヒアリング結果のとおり、本事業は企業・団体等から

も高く評価。 
－「つながる世界の開発指針」は、まとまりが良いものにな

っているため、社内に展開中である。（自動車メーカー） 
－IoT 時代に向けて、「つながる世界の開発指針」の整備は重

要と考えており、IPA にはこれからも強いメッセージを出

していって欲しい。（業界団体） 
－数年前まで漠然としたレベルの IoT 関連の案件が多かった

が、最近は具体的なアイデアを伴う案件が増加している。

このような状況のため、「つながる世界」シリーズの各種報

告書はとても重要である。（情報サービス会社） 

 -中期目標 P10- 
○公共データの利

活用など政府方

針に基づく電子

-中期計画 P10- 
○公共データの

二次利用促進

等による我が

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
行政システムの

構築支援 
１）電子行政シス

テム間の効率的

データ連携に必

要な技術標準の

整備 
２）電子行政シス

テムを中立・公

平に調達するた

めのガイドライ

ンの整備 等 
 

国の経済活性

化等に資する

よう、電子行

政システム間

の効率的デー

タ連携とデー

タ公開に必要

な技術標準、

データ標準の

評価と整備を

行 う と と も

に、その普及

を図る。 
 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

○電子行政システ

ム間の効率的デ

ータ連携とデータ

公開に必要な技

術標準、データ

標準の整備及び

普及。 

 

＜評価の視点＞ 

○電子行政システ

ムの信頼性向上

及び公共データ

の利活用に資し

ているか。 

 
(中期計画評価指標) 
－ 
 
［主な成果等］ 
○共通語彙の整備と情報連携に不可欠な基本情報の提供 
・「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 25 年 6 月閣議決定、平

成 28 年 5 月改定）を踏まえ、システム間の連携やデータの二

次利用を円滑にするための共通語彙基盤事業を推進。その成

果は「法人インフォメーション」（経済産業省）、統計 LOD（統

計センター）、埼玉県オープンデータポータルサイトなど国、

自治体でのデータ構築に活用され、組織や分野を超えた情報

連携を効率化し、行政の効率化やサービスの品質向上に貢献。

さらに、情報の連携に不可欠な基本情報（共通語彙、データ

モデル 28、文字情報等）及び基本サービス（基本語彙の一覧

表、既存データを共通語彙基盤に基づいてデータモデルを作

成、変換するツール等）を提供するサイトを構築し、政府の

サービス IMI サイト（imi.go.jp）として運用を開始。 
・官民のデータ連携を広めるため、現場固有の語彙を整備する

団体と情報連携の目的意識を共有し、協調する体制を設置。

試作した語彙等をドラフトとして IMI サイトから公開するな

ど、現場固有の語彙の整備に協力、独自開発を後押しした結

果、13 件の組織・団体と協定書を締結、15 セットのドラフト

語彙 29を公開（平成 30 年 3 月時点）。このドラフト語彙を活

用することで、自治体が提供する情報が組織や分野を超えた

相互連携に貢献。 

・「デジタル・ガバメント実行計画 30」（平成 30 年 1 月 16 日 IT
総合戦略本部 e ガバメント閣僚会議決定）で、官民を通じた

分野横断のデータ交換促進のため、データを正確に交換、活

用できる環境を実現する共通語彙基盤の整備及び活用の推進

が記載。 

 
○文字の国際標準化と文字情報の整備 
・平成 22 年度に経済産業省の受託事業として開始（平成 23 年

度からは IPA の独自事業）し、8 年間にわたる作業の結果、

 
 
 
 
［主な成果等］ 
○共通語彙の整備と情報連携に不可欠な基本情報の提供 
・内閣官房 IT 総合戦略本部電子行政分科会において、「迅速か

つ正確なデータ設計が可能になった」と内閣官房 IT 総合戦略

室が語彙基盤を高く評価。(一社)日本データマネジメント・コ

ンソーシアムより語彙の整備に対して「特別賞」を受賞（平

成 28 年）。(一社)オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進

機構（VLED）「勝手表彰」において「日本アイ・ビー・エム

賞」を共通語彙基盤を活用してデータ構築を行った埼玉県と

共同受賞（平成 29 年）等、民間からも高い評価。 
・「『官民データ活用推進基本法』に基づく具体的な施策展開に

ついての政府への提言」（平成 28年 12月 IT 戦略特命委員会）

に、オープンデータとデータ利活用の推進のため、語彙基盤

の整備の促進が記載され、担当府省により普及に弾みがつい

たことを評価。 
・「世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」

（平成 29 年 5 月閣議決定）の具体的施策として、共通語彙基

盤を活用した「法人インフォメーション」で、「共通語彙基盤

でデータを標準化したことにより官民で法人情報を活用しや

すい環境を実現した」ことが主要な実績として掲載され、電

子政府実現のための重要な基盤に位置づけられたことを評

価。 
・「デジタル・ガバメント実行計画」（平成 30 年 1 月 16 日 IT

総合戦略本部 e ガバメント閣僚会議決定）で、官民を通じた

分野横断のデータ交換促進に、データを正確に交換、活用で

きる環境を実現する上で重要な基盤として共通語彙基盤が記

載されたことを評価。 
 
○文字の国際標準化と文字情報の整備 
・平成 22 年度に経済産業省の受託事業として開始（平成 23 年

度からは IPA の独自事業）し、8 年間にわたる作業の結果、

                                                   
28 データの構造や項目、各項目の値の範囲や書式などを説明したもの 
29 公開ドラフトとして IMI サイトから公開、活用しながら改良を続けてゆくことを想定した語彙 
30 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/egov_actionplan.pdf 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
人名を扱う行政実務に必要な漢字約 6 万文字の国際標準化が

完了（平成 29 年 12 月）。変体仮名の約 300 文字については、

現在投票処理中だが反対意見がなく、国際標準化プロセスが

順調に進行中。平成 30 年度内に完了の見込み。これらの成果

は、マイナンバー実施に伴い自治体等で急速に拡大したデー

タ整備業務（平成 28 年）や商標登録用標準文字（特許庁、平

成 28 年）に活用され業務の効率化に貢献。自治体の情報シス

テムでの活用も広まり、札幌市では庁内全システムに文字情

報基盤を活用した結果、外字作成コストの削減、システム連

係の大幅な効率化を達成。 
・「世界最先端 IT 国家創造宣言」の趣旨に沿い、災害時の情報

連携やスマートフォンへの電子行政サービス提供拡大を可能

とするため、6 万文字をコンピュータ上で、日常用いる 1 万

文字に対応付ける「縮退マップ」を整備して公開。さらに、

国税庁より「法人番号公表サイト」の構築に不可欠な 7 万文

字に対応する「縮退マップ」の製作を依頼され、半年の作業

で迅速に完成（平成 27 年度）。これらの成果について、内閣

官房 IT 総合戦略本部電子行政分科会で「漢字を使用している

国で、このようにアイデンティティと効率を両立させている

国はなく、国際的に最先端の取組。民間調査では自治体だけ

で年間 20 億円の無駄とされてきた問題であり、国や民間含め

年間数十億円の効果があると見込まれる」と文字環境の整備

に貢献したと高く評価（平成 27 年度）。 
・漢字の統一規格化の調査から完了まで 15 年間に渡る功績が賞

され、総務大臣臨席の下、「デジタル・コンテンツ･オブ・ジ・

イヤー’17／第 23 回 AMD アワード年間コンテンツ優秀賞」

（(一社)デジタルメディア協会主催）を受賞（平成 30 年 3 月）。 

人名を扱う行政実務に必要な漢字約 6 万文字の国際標準化を

完了（平成 29 年 12 月）させ、自治体の調達に資することに

なったことを評価。 
・6 万文字を容易に検索し、文字に係る関連性情報など多様な基

本情報を得られるデータベースや、6 万文字をコンピュータ上

で日常用いる 1 万文字へ対応させる世界初の「縮退マップ」

などを整備し公開（平成 28 年度）。国税庁からマイナンバー

の一環である法人番号検索システム用に 7 万文字の縮退マッ

プの製作を依頼され、これを約半年で完成（平成 27 年）。こ

れらの結果、以下のように活用が拡大していることを評価。 
－IPA による自治体調査の結果、自治体の約 70％が文字情報

基盤を認知、約 10%がシステム調達で参照。 
－札幌市では庁内全システムに文字情報基盤を活用した結

果、外字作成コストの削減とシステム連係の大幅な効率化

を達成。 
－国税庁の法人番号公表サイトが縮退マップを活用し、イン

ターネットによる情報提供に活用。 
－特許庁が商標登録用標準文字に、IPA のフォントを採用。 
また、これらの成果について、内閣官房 IT 総合戦略本部電子

行政分科会で「漢字を使用している国で、このようにアイデン

ティティと効率を両立させている国はなく、国際的に最先端の

取組。民間調査では自治体だけで年間 20 億円の無駄とされて

きた問題であり、国や民間含め年間数十億円の効果があると見

込まれる」と文字環境の整備に貢献したと高く評価。 
・総務大臣隣席の下、「デジタル・コンテンツ･オブ・ジ・イヤ

ー’17／第 23 回 AMD アワード年間コンテンツ優秀賞」（(一
社)デジタルメディア協会主催）を受賞。また、(一社)オープ

ン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構の「勝手表彰」に

おいて、スポンサー賞のうち「日本マイクロソフト賞」を受

賞。民間からも高い評価（平成 30 年 3 月）。 
・「デジタル・ガバメント実行計画」（平成 30 年 1 月 16 日 IT

総合戦略本部 e ガバメント閣僚会議決定）で、官民を通じた

分野横断のデータ交換促進に、データを正確に交換、活用で

きる環境を実現する上で重要な基盤として文字情報基盤が記

載されたことを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
   ＜課題と対応＞ 

中期目標期間見込自己評価で抽出した「課題と対応」 対応状況 課題と対応 

課題 対応 

○自律的な情報発信の実現には意欲を

持った者の有無により左右され、ま

た、各事業者の不利益情報・企業秘密

が含まれる障害とその対策に関する

情報については、NDA(秘密保持契約)
等の法的枠組みの如何によらず、当事

者間の信頼がなければ共有されない

ことが明らかとなった。意欲ある人材

の発掘やコミュニティとの信頼感構

築に至っておらず、現行施策のままで

は実効的な情報共有体制の構築は望

みにくい。 

○障害情報の共有体制・件数を増やすよ

りも、事業者間での信頼の醸成に焦点

を当て、安全文化醸成に向けた活動に

切り替える。具体的には、地方版 IoT
推進ラボや地域で IT を含めた情報交

換やプロジェクトを実施する枠組み

が存在する地域を念頭に、セキュリテ

ィ対策等を含む各種情報を地域単位

で交換する体制の構築・拡充等へ移行

する。 

○IoT による地域課題の解決や新事業

創出に関する支援や施策動向、取組事

例、人材育成等の活動情報の収集整理

及び発信を通じて、地域単位で情報交

換できる体制の構築支援が行えるよ

う、体制の構築・拡充等を行うことと

した。 

○なし 

○ソフトウェア開発データ及び組込み

ソフトウェア開発データを収集・分析

することで、ソフトウェアの開発プロ

セスを科学的に改善するベンチマー

キングを可能とするものであるが、こ

れまでは、定量データの件数というイ

ンプット指標のみ設定されており、収

集した定量データをベンチマークと

して使ってシステム構築を効率化し

たか否かについては把握できていな

い。 

○今後は、当該定量データをベンチマー

クとして活用したプロジェクト管理

手法の普及という観点から、アウトカ

ムに関する指標に替える方向で検討

する。 

○機構が取りまとめた ICT に関する技

術動向等の白書及び ICT に関する調

査等の報告書について、第四期中期目

標期間における普及件数の年間平均

値を指標として数値目標を明確化す

るとともに、事業成果の定量的な把握

に引き続き努めていくこととした。ま

た、想定される事業成果の利用予定者

の分析を継続的に行い、イベント等を

通じて積極的に周知するとともに、

SNS 等の外部の情報発信ツールの活

用なども含め、効果的な普及活動を推

進することとした。 

○今般の IoT の進展、社会システムの複

雑化を踏まえれば、様々な社会課題を

解決するためには、セキュリティやセ

ーフティといった技術的処方だけで

はなく、経営・組織・社会科学・人材

育成等様々な観点からのアプローチ

が求められる。IPA では、すでに普及

した IT 技術の体系化やより利用しや

○AI やブロックチェーンに代表される

新たな技術が登場し、様々な形態で社

会実装されていくためには、技術その

ものの開発と並行して、セキュリティ

やセーフティリスクの評価等のガイ

ドラインの策定及び調査を中立的な

機関が行うことが望ましく、これを

IPA において実施することを検討す

○新たな技術への対応について、ICT
の新たな技術等に関する調査分析及

び発信することとし、ICT に関する

技術動向（ビッグデータや AI 等の新

技術、社会システムの安全性・信頼性

等の向上に関する動向を含む。）の調

査・分析及び情報発信について、体制

を構築し積極的に取り組むこととし
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

すい環境の整備に取り組んできたが、

新たな技術を取り込むための取り組

みは十分とは言えない。 

る。 た。 
 また、社会実装上の必要性がある場合

には、新たな技術の技術者・利用者・

ビジネスの観点を踏まえ、指針化・ガ

イドライン化していくこととした。 

○上記に関連し、今後、社会システムが

直面する課題解決への取り組みを

IPA の業務に加える場合、IT 業界に加

え、多様な業界分野、人材育成や各種

事務サービス、学界等からの情報収集

が重要となる。 

○設定する目標は、一定の分野を限り情

報収集する件数から、事業者が新技術

を導入しようとする際の障壁を軽減

するため、技術動向を分析、評価し、

社会への実装について、指標策定や評

価に関する活動へとシフトする。 

○同様に、先進的な設計技術の事例収集

事業は、上流部門に携わる技術者に技

術紹介を一定程度進めたと評価でき

るものの、設計技術に限定した動向調

査では、社会システムが直面する課題

解決への取り組みに対応できない。 

○先進的な設計技術の事例収集件数は、

評価指標としては廃止し、設計技術に

限らず、広く IT に関連する新技術の

実装に必要な情報収集を行う体制を

IPA に構築する。 

○官民データの一層の活用には、基本語

彙だけではなく分野別の語彙を作成

する必要がある。分野は多岐にわたる

ので、低コストで効率的に分野別の語

彙を作成するには、分野ごとに関係者

が集まり作成する必要があるが、各分

野に分野別の語彙を作成する人材や

体制がない。 

○各分野に分野別の語彙を作成する人

材育成や体制の確立に向け、各分野の

民間団体等が主体的に取り組むよう

に促し、IPA はそれらの統制をとる。 

○官民データ活用に向けた取組みや、デ

ータの情報連携について講演・セミナ

ーを実施しながら、IMI パートナー制

度を推進し、13 団体と協定書を締結

した。IMI パートナーによる産学官民

共同によるオープンデータの情報連

携の活動を実施し、市民の利便性向上

と地場企業の活性化を実現するなど、

IMI を活用した事業展開が拡大した。 

○官民データの本格的流通に伴い拡大

する分野別の語彙及びデータモデル

や利用者の増加を支えるためには、現

在の IMI サイト（imi.go.jp）の機能・

規模では対応できず、運用体制も不十

分である。 

○分野別の語彙及びデータモデルや利

用者の増加を支えるため、IMI サイト

の拡張とその安定的な運用体制を整

備する。 

○経済産業省主催の検討会（官民データ

の相互運用性実現に向けた検討会）

で、対象を絞り込んだ語彙を検討する

方針が提示された。 

○官民データが活用され共通語彙基盤

の普及を加速するためには、自治体や

○共通語彙基盤の普及の加速化のため、

専門家によるデータ構築現場への支

○共通語彙の理解を深めるため、語彙の

利活用者に向けたセミナーを実施し、
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

各企業にデータに関する専門家が必

要であるが、まだ少ない。 
援やセミナー等を実施する。 セミナーで配布した資料や映像を公

開した。 
○ IMI 共通語彙基盤の入門書等を

imi.go.jp から公開した。 

○国内の基本語彙は作成されたが、デー

タ構造の記述方法が各国で統一され

ておらずデータの交換が難しい。 

○国際的なデータ交換を実現するため、

語彙・データモデル等についても国際

連携を図りつつ国際標準化を目指す。 

○「IMI 語彙記法」を国際標準とする可

能性について情報処理学会の専門委

員会と協議を実施した。 
 

 
４．その他参考情報 
なし 
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Ⅰ－３ IT 人材育成の戦略的推進 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

調書№ 1-1-4-1 (I-3) IT 人材育成の戦略的推進 

業務に関連する政策・施

策 
（経済産業省で記載） 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
情報処理促進法第 43 条 

当該項目の重要度、難易

度 
（経済産業省で記載） 
 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
（経済産業省で記載） 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標  達成状況   25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

 基準値  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

中
期
目
標 

ｽｰﾊﾟｰｸﾘｴｰﾀの

割合 
最 終 年 度

ま で に

30%以上 

21% 
(23 年度実績

値) 

計

画

値 
最終年度までに 30%以上 

予算額（千円） 4,633,273 
の内数 31 

[ほか

2,567,466]32 

5,078,204 
の内数[ほか

2,777,219] 

13,841,241 
の内数[ほか

2,475,720] 

9,217,207 
の内数[ほか

2,686,028] 

8,447,592 
の内数 
[ほか

3,387,513] 

実

績

値 

40.9% 
(中期目標期

間 平 均 値

40.9%) 

28.0% 
(中期目標期

間 平 均 値

34.0%) 

43.5% 
(中期目標期

間 平 均 値

37.1%) 

50.0% 
(中期目標期

間 平 均 値

41.0%) 

50.0% 
(中期目標

期間平均

値 43.0%) 

決算額（千円） 3,010,379 
の内数[ほか

2,492,443] 

4,210,386 
の内数[ほか

2,339,581] 

4,712,551 
の内数[ほか

2,375,420] 

11,057,204 
の内数[ほか

2,757,010] 

8,155,135 
の内数 
[ほか

3,383,582] 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 136%) 

－ 
(対最終目標

値比 113%) 

－ 
(対最終目標

値比 124%) 

－ 
(対最終目標

値比 137%) 

対最終目

標 値 比

143% 

経常費用 
（千円） 

2,290,959 
の内数[ほか

2,675,047] 

2,936,504 
の内数[ほか

2,393,992] 

3,454,638 
の内数[ほか

2,447,577] 

5,205,544 
の内数[ほか

2,716,549] 

8,981,691 
の内数 
[ほか

3,251,041] 
情報ｾｷｭﾘﾃｨ人

材のｽｷﾙ指標の

企業活用率 

最 終 年 度

ま で に

30%以上 

20% 
(23 年度実績

値) 

計

画

値 
最終年度までに 30%以上 

経常利益 
（千円） 

76,574 
の内数[ほか

△206,991] 

46,722 
の内数[ほか

11,219] 

△44,815 
の内数[ほか

△59,555] 

94,912 
の内数[ほか 

195,984] 

3,263,002 
の内数 
[ほか 

140,457] 

実

績

値 

15.9% 14.2% 16.4% 39.0% 37.7% 行政サービス

実施コスト

（千円） 

3,875,765 
の内数[ほか

206,564] 

4,489,524 
の内数[ほか

△11,611] 

3,618,482 
の内数[ほか

60,597] 

5,518,278 
の内数[ほか 
△195,451] 

6,070,581 
の内数 
[ほか 

△140,451] 
達

成

度 

－ 
(対最終目標

値 53%) 

－ 
(対最終目標

値比 47%) 

－ 
(対最終目標

値比 55%) 

－ 
(対最終目標

値比 130%) 

対最終目

標 値 比

126% 

従事人員数 
36 

[ほか 26] 
32 

[ほか 27] 
30 

[ほか 26] 
41 

[ほか 30] 
40 

[ほか 32] 

情報処理安全

確保支援士が

最 終 年 度

ま で に  

－ 計

画
 

最終年度までに 
3 種以上 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

                                                   
31 プログラム開発普及業務（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する 3 事業で構成） 
32 [ ]内は情報処理技術者試験業務（受験料収入） 



47 
 

担う代表的な

役割モデルの

構築 
（追加指標） 

3 種以上 値 

 

実

績

値 
 

－ 
【 想 定 業

務 4 種 33】 

4 種 

達

成

度 
 

－ 対最終目

標 値 比

133% 
情報処理安全

確保支援士制

度の企業認知

度 
（追加指標） 

最 終 年 度

ま で に

50%以上 

－ 計

画

値 
 

最終年度までに 
50%以上 

実

績

値 
 

52.1% 60.4% 

達

成

度 
 

－ 
(対最終目標

値比 104%) 

対最終目

標 値 比

120% 

中
期
計
画 

若い突出した

ＩＴ人材の発

掘への応募件

数 

初 年 度 に

100件以上 
最 終 年 度

までに130
件以上 

89 件 
(24 年度実績

値) 

計

画

値 

100 件 以

上 
110 件 以

上 
120 件 以

上 
130件以上 130 件以

上 

実

績

値 

197 件 
※公募 2
回 

140 件 
※公募 1
回 

178 件 
※公募 1
回 

132 件 34 
※公募1回 
【参考：未踏

関連事業の

応募件数】 

未踏事業：

116 件 

未踏ジュニ

ア：16 件 

135 件 35 
※公募 1 回 
【参考：未踏

関連事業の

応募件数】 

未踏事業：

125 件 

未踏ジュニ

ア：41 件 

未踏アドバ

ンスト：72

件 
達

成

度 

197% 127% 148% 102% 104% 

輩出した人材

による起業・事

最 終 年 度

ま で に

25.2% 
(20-22 年度の採択

計

画
最終年度までに 30%以上 

                                                   
33 役割モデルの構築に向け、情報処理安全確保支援士の想定される業務（活躍の場面）と対応するタスク・スキルの整理を実施。これをベースに平成 29 年度中に役割モデルを構築・提供。 
34 内 16 件は、(一社)未踏が運営する「未踏ジュニア」の応募。 
35 内 10 件は、平成 29 年度に創設した「未踏アドバンスト」の応募（25 歳未満のものに限る）。 
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業化率 30%以上 者による起業・事

業化率) 
値 

 

実

績

値 

23.7% 
－ 

32.8% 
－ 

30.0% 
－ 

35.7% 
－ 

34.6% 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 79%) 

－ 
(対最終目標

値比 109%) 

－ 
(対最終目標

値比 100%) 

－ 
(対最終目標

値比 119%) 

対最終目

標 値 比

115% 
情報ｾｷｭﾘﾃｨ人

材のｽｷﾙのｾｷｭﾘ

ﾃｨ脅威別種類

数 

最 終 年 度

までに 10
種類以上 

－ 計

画

値 
最終年度までに累計 10 種類以上 

実

績

値 

累計 6 種

類 
累計 6 種

類 
累計 10 種

類 －36 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 60%) 

－ 
(対最終目標

値比 60%) 

－ 
(対最終目標

値比 100%) 
達成済み 

IT 人材育成白

書のｱﾝｹｰﾄ（調

査票）回収率 

最 終 年 度

ま で に

30%以上 

15.1% 
(24 年度実績

値) 

計

画

値 
最終年度までに 30%以上 

実

績

値 

19.2% 25.3% 30.2% 36.8% 38.2% 

達

成

度 

－ 
(対最終目標

値比 64%) 

－ 
(対最終目標

値比 84%) 

－ 
(対最終目標

値比 101%) 

－ 
(対最終目標

値比 123%) 

対最終目

標 値 比

127% 

  

                                                   
36 平成 27 年度までの取組みを通じ、情報セキュリティ対策を担う人材が備えるべきスキルは脅威の枠を越えてきていることが判明したため、本指標に対する取組みは 100%達成（平成 27 年度）時点で終了し、中期目標（平成 28 年 7 月 29 日変更）に新たな指標として「情報処理安全確保支援士の役

割モデルの構築」を設定。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
      評定  
    （詳細は、平成 25～29 年度業務実績報告書） ＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：以下のとおり、中期目標 KPI 及び中期計画における評価

指標においてこれらの指標を達成し、質的にも所期の目

標を上回る成果を得ていることを評価。 

 

[定量的指標の実績] 

(中期目標 KPI) 
① スーパークリエータの割合について、中期目標期間平均値

43%（対最終目標値比 143%）を達成。 

（要因分析） 

－提案を形にしたいというクリエータの情熱とそれを支えた

プロジェクトマネージャ（PM）による指導、及び指導環境

の充実（他の PM やクリエータと共に合宿形式で集中的に

プロジェクトに取り組む「八合目会議」等で未踏修了生や

アドバイザ等から適切な助言を発信した）等といったサポ

ートが成果に寄与。 

 

②情報セキュリティ人材のスキル標準の企業活用率について、

37.7%（対最終目標値比 126％）を達成。 
（要因分析） 
－IT 技術者だけでなくユーザ企業などの情報セキュリティ管

理を担う人材も対象としたスキル指標を策定。経営者層に

対するセキュリティ対策の必要性の啓発と一体的なプロモ

ーション活動の成果により活用率が増加。 
 

③情報処理安全確保支援士の役割モデルについて 4 種（対最終

目標値比 133%）を構築。 
（要因分析） 
－産業界による取組みと連携し、情報処理安全確保支援士の

想定される役割モデルを大きく「１．経営課題への対応」、

「２．システム等の設計・開発」、「３．運用・保守」、「４．

緊急対応」の 4 種に整理。当該 4 業務を役割モデルとして

公開。 
 

④情報処理安全確保支援士の企業認知度について、60.4％（対

最終目標値比 120％）を達成。 

（経済産業省で記載） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
（要因分析） 

－各種プロモーションツール（チラシ、パンフレット、ウェ

ブサイト等）を作成し、イベント等での講演や、各種団体

との連携をしながら積極的な情報発信を実施した結果、認

知度が向上。 
 

(中期計画評価指標) 

① 未踏事業への応募件数について、132 件（102％）以上を達

成。 

（要因分析） 

－毎年度、未踏事業の公募開始と同時に、全国の主要大学等

に対して未踏の事業紹介を実施。 

－平成 29 年度から、未踏を修了した教師や未踏 OB・OG が

在籍する研究室の教師、未踏事業を理解いただいている教

師等に対する未踏事業の個別紹介を通年で実施（平成 29 年

度は約 25 大学へ紹介）。その上で、未踏事業の公募開始以

降、全国の主要大学等の学生に対して公募説明会を開催し

（平成 29 年度は延べ 35 大学）、件数が減少した平成 28 年

度の 132 件を上回る 135 件を確保。 
－より多くの学生等に情報が発信できるよう未踏公式

Facebook（SNS を利用した情報発信）を立上げ。また、未

踏をイメージしたロゴマークを制作しブランド力を強化。

その他、例年制作している未踏事業の公募パンフレットに

加えて、新たに未踏紹介ポスターを制作し全国の大学等へ

発送。 

 

②未踏事業輩出者の起業・事業化率について、34.6%（対最終

目標値比 115%）を達成。 

（要因分析） 

－(一社)未踏の設立（平成 26 年 11 月）によって未踏修了生

と企業間のコミュニケーションが深まったことや、デジタ

ルコンテンツエキスポ、インターネット ITS 協議会等と連

携し、未踏修了生と企業とのマッチングの機会を提供した

こと等により、未踏修了生の起業・事業化に向けた意識が

高まったものと推察。 

 

③情報セキュリティの脅威に対応したスキルの明確化について

は、平成 27 年度に 2 年前倒しで 10 種類（対最終目標値比

100%）達成。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
（参考） 

－これまでの取組みを通じ、情報セキュリティ対策を担う人

材が備えるべきスキルは脅威の枠を越えてきていることが

判明。このため、当該指標に対する取組みは 100%達成（平

成 27 年度）時点で終了し、平成 28 年度以降は対策実施に

あたり情報セキュリティ人材が果たす役割を明確化し、必

要な実施体制の構築、人材育成につなげていけるよう、中

期目標に「情報処理安全確保支援士の役割モデル構築」に

関する新たな指標を設定。 

 

④IT 人材白書のアンケート回収率について、38.2%（対最終目

標値比 127%）を達成。 

（要因分析） 

－調査対象の選定・精査や回答者への複数のインセンティブ

の提供、回答機能の改善、効果的な督促の強化などを実施

し、中期計画の目標を大きく達成。 

 -中期目標 P10- 
○若い突出したＩＴ

人材の発掘にお

いて、特に秀で

ていると認定され

る者（スーパーク

リエータ）の割合

を３０％以上とす

る。（２０１１年：２

１％） 

-中期計画 P11- 
○若い突出したＩ

Ｔ人材の発掘

促進のため、

新たに大学や

プログラミング

コンテスト等の

主催者との連

携を順次拡大

し、大学におけ

る個別説明会

の実施やプロ

グラミングコン

テスト等の受賞

者に対する普

及啓発を行う。

この結果、初

年度の応募件

数１００件以上

とし、さらに各

年度において

順次拡充し、

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
①スーパークリエー

タの割合 

 

 

(中期計画評価指標) 

①若い突出したＩＴ

人材の発掘への

応募件数 

 

②輩出した人材に

よる起業・事業化

率 

 

＜その他の指標＞ 

○若い突出した IT
人材育成のため

の支援や貢献。 
 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
①平成 25 年度 40.9% 平成 26 年度 28.0% 
平成 27 年度 43.5% 平成 28 年度 50.0% 
平成 29 年度 50.0%（対最終目標値比 143%） 

 
(中期計画評価指標) 
①平成 25 年度 197 件 平成 26 年度 140 件 
平成 27 年度 178 件 平成 28 年度 132 件 
平成 29 年度 135 件（対最終目標値比 104%） 

 
②平成 25 年度 23.7% 平成 26 年度 32.8% 
平成 27 年度 30.0% 平成 28 年度 35.7% 
平成 29 年度 34.6%（対最終目標値比 115%） 

 
［主な成果等］ 
○スーパークリエータの発掘・育成 
・未踏事業において、採択した未踏クリエータを育成し、第三

期中期目標期間内では 128 名の人材を輩出。そのうち特に優

れた成果を上げた 55 名を「スーパークリエータ」として認定。 
【参考：未踏クリエータ輩出数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 
○スーパークリエータの発掘・育成 

・イノベーションを牽引するトップ人材を発掘・育成する「未

踏事業」を実施。これまでに 128 名の未踏クリエータ及びそ

のうち特に優れた成果を上げた 55名のスーパークリエータを

輩出し、若い突出した IT 人材の発掘・育成に貢献したことを
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
最終年度には

応募件数１３０

件以上とする。

（平成２４年度：

８９件） 

○若い突出したＩ

Ｔ人材の育成

のため、産業

界との人的ネッ

トワーク拡充、

経営診断や知

的財産権など

専門性を有す

るアドバイザの

活用を新たに

行い、加えて、

産業界への啓

発活動を行う。

この結果、輩

出した人材に

よる起業・事業

化率を３０％以

上とする。（平

成２０年度から

平成２２年度の

事業修了者の

起業・事業化

率２５．２％） 

 

○我が国の IT人材

の質の高度化や

イノベーション人

材の育成を踏ま

えたものか。 

・平成 25 年度：22 名（9 名） 
・平成 26 年度：25 名（7 名） 
・平成 27 年度：23 名（10 名） 
・平成 28 年度：30 名（15 名） 
・平成 29 年度：28 名（14 名） 
※（）内はスーパークリエータの内数 

・未踏クリエータの育成プログラムとして、プロジェクトマネ

ージャ（PM）と未踏クリエータ全員が参加し、相互に成果報

告や意見交換を行う「八合目会議」等を毎年実施。 
・(一社)コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）と連携し、「U-22

プログラミング・コンテスト」の経済産業大臣賞受賞者に対

して、未踏事業への応募時に一次審査を原則通過とするイン

センティブ制度を策定（平成 26 年度公募から適用）。 
【参考：U-22 プログラミング・コンテスト経済産業大臣賞受

賞者の未踏事業への応募数】 
・平成 26 年度：5 名（4 テーマ／受賞者 6 名） 
・平成 27 年度：3 名（4 テーマ／受賞者 7 名） 
・平成 28 年度：3 名（3 テーマ／受賞者 10 名） 
・平成 29 年度：－ 
※（）内はその年の U-22 プログラミング・コンテストにお

ける経済産業大臣賞受賞者数 
・発掘する人材・テーマの多様化を図るため、平成 28 年度から

新たな専門性を持つ 2 名の PM を増員。 
・将来の未踏候補となり得る小中高生を早期から選抜育成し、

可能性の裾野を拡げる「未踏ジュニア」プログラムを(一社)
未踏と協同して創設。 

・チャレンジ精神にあふれ将来の起業へとつながる IT 等のトッ

プ人材の発掘・育成を強化するため、年齢制限なく、起業・

事業化を支援する人材育成プログラム「未踏アドバンスト」

を創設（平成 29 年度試行｡平成 30 年度から本格開始）｡ 
 
○未踏事業で輩出した人材による起業・事業化 
・未踏事業で輩出したクリエータと産業界が交流し、クリエー

タの起業・事業化に繋がるネットワークを構築するための場

として、平成 26 年度から「未踏会議」を開催。 
・育成したクリエータの起業・事業化等の支援を目的とした(一
社)未踏の立上げを支援（平成 26 年 11 月設立）し、人材発掘

とその力を最大限に発揮するための仕組み作りで連携を合

評価。 

・未踏事業で採択した人材がスーパークリエータに認定され得

る成果を挙げられるよう、PM と未踏クリエータ全員が参加

し、相互に成果報告や意見交換を行う「八合目会議」等の育

成プログラムを毎年実施。既に社会で活躍している未踏修了

生や産学界の有識者等をアドバイザとして招聘し、未踏クリ

エータに適切な助言を与えることで、PM の指導と相乗効果を

狙った効果的な育成を実施したことを評価。 

・未踏クリエータになり得る高いポテンシャルを持つ若い人材

を未踏事業へつなげて育成を図るため、(一社)CSAJ と連携

し、平成 26 年度公募から「U-22 プログラミング・コンテス

ト」の経済産業大臣賞受賞者に対して、未踏事業への応募時

に一次審査を原則通過とするインセンティブ制度を開始。制

度開始後、受賞者の約半数が未踏事業に応募し、若い突出し

た IT人材の育成について民間団体と連携体制を構築したこと

を評価（これまで計 11名が当制度を利用して未踏事業へ応募。

うち 1 名が最終的にスーパークリエータに認定）。 

・発掘する人材・テーマの多様化を図るため、平成 28 年度から

新たに現 PM 陣と専門性の異なる 2 名の PM を増員。様々な

視点から未踏クリエータを支援する環境を整備したことを評

価。 

・将来の未踏候補となり得る小中高生を早期から選抜育成し、

可能性の裾野を拡げる「未踏ジュニア」プログラムを(一社)

未踏と協同して創設したことを評価。 

・チャレンジ精神にあふれ将来の起業へとつながる IT 等のトッ

プ人材の発掘・育成を強化するため、年齢制限なく、起業・

事業化を支援する人材育成プログラム「未踏アドバンスト」

を創設したことを評価。 

 

 

 

○未踏事業で輩出した人材による起業・事業化 

・平成 26 年度から未踏クリエータと IT の先進活用を行う企業

等の交流の場として「未踏会議」を開催。既に産業界で活躍

している未踏修了生の紹介や、未踏人材が産業界へもたらす

イノベーションの可能性等を紹介し、未踏人材と産業界の交

流を促進することで、起業・事業化に繋がるネットワーク作

りに大きく貢献したことを評価。平成 28 年度の未踏会議では
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
意。 

・平成 27 年度に、未踏クリエータとベンチャー企業等とのビジ

ネスマッチングを開催し、3 組のマッチングを達成。 
・平成 29 年度、「未踏アドバンスト」事業を試行的に実施。起

業や自らが実施主体者となる事業化につなげていけるよう、

優れた能力と実績を持ち合わせた 6 名の PM による指導・助

言、活動実績に応じた活動費を提供するプログラムを実施。 
【参考：未踏アドバンスト実績】 
＜平成 29 年度（試行）＞ 
・応募件数 72 件 
・採択件数  6 件（計 20 名） 
※途中 1 件の辞退があり 5 件（計 16 名）を育成 
 

【参考：未踏アドバンスト修了生の活躍例】 
＜平成 29 年度（試行）＞ 
・「ヘテロ DB(株)（海外浩平氏）」が米国 NVIDIA 社主催の

AI 関連スタートアップ事業のプレゼンテーション大会

「GTC Japan 2017」で最優秀企業に選定（平成 29 年度

未踏アドバンスト修了生）。 
 
・平成 29 年度には、IPA 初の取組みとなる未踏修了生に対する

起業・事業化に必要な法律基礎知識の講習会「尖ったエンジ

ニアのための法律基礎講座」を実施。 
【参考：未踏修了生の活躍例】 
＜平成 26 年度＞ 
・未踏修了生が設立したウェブクレジット決済サービスを

展開するウェブペイ(株)が、ユーザ数 5.6 億人を持つ

LINE Pay(株)との M&A により、決済機能として経営基

盤を強化。（平成 20 年度未踏修了生） 
・未踏修了生が開発したロボット向け OS「V-Sido OS」が、

アスラテック(株)より発表。世界規模でロボット・ソフト

ウェア事業を展開。（平成 21 年度未踏修了生） 
＜平成 27 年度＞ 
・落合陽一氏が、筑波大学助教、デジタルネイチャー研究

室主宰に就任。（平成 21 年度未踏修了生） 
・未踏修了生が開発したニュースアプリ「グノシー」を配

信する(株)Gunosy が、設立 2 年で東証マザーズ上場を達

成。上場時の想定時価総額が 300 億円を超えるなど大き

世耕経済産業大臣が出席し、未踏事業への強い関心を示され、

未踏人材が持つ可能性の大きさを高く評価。これらを受け平

成 29 年度には新たに、起業・事業化に強い関心を持った人材

を発掘・育成するための取組みである「未踏アドバンスト」

の創設につながったことを評価。 

・育成したクリエータの起業・事業化等の支援を目的とした(一

社)未踏の立上げを支援（平成 26 年 11 月設立）。未踏会議を

はじめとする未踏クリエータと産業界との人的ネットワーク

拡大のための産業界向けイベントや交流会を連携して開催す

るなど、官民連携で若い突出した IT 人材を発掘・育成するた

めの体制構築に寄与したことを評価。 

・平成 27 年度に、IPA 初の取組みとなるビジネスマッチングを

開催し、未踏クリエータとベンチャー企業等との間で 3 組の

マッチングを達成。未踏クリエータの産業界進出を促進した

ことを評価。 

・起業・事業化に必要な法律基礎知識の講習会「尖ったエンジ

ニアのための法律基礎講座」を開催。これまでに輩出した修

了生を含め、未踏修了生の起業・事業化促進に資する取組み

を新たに行ったことを評価。 

・これらにより産業界へ進出した未踏修了生は、その後ベンチ

ャー企業を設立するなど顕著な活躍をしており、未踏 IT 人材

の産業界におけるポテンシャルの高さを示したことを高く評

価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
な注目（平成 24 年度未踏修了生） 

・未踏修了生が設立した(株)Preferred Networks（PFN）

が、トヨタ自動車(株)より 10 億円の出資を受け自動運転

関連技術で業務提携。その他 IoT 関連技術でパナソニッ

ク(株)、ファナック(株)など、大手企業と業務提携。（平成

17 年度未踏修了生ほか 3 名） 
・未踏修了生が設立した FlyData(株)が、シリコンバレーで

約 2 億円の資金調達に成功。米国でのビジネス拡大に向

けて躍進。（平成 21 年度未踏修了生） 
・未踏修了生が設立した Treasure Data(株)が、ヤフー(株)、

(株)電通、パイオニア(株)、(株)良品計画などとの業務提

携のほか、IoT 分野で三菱重工業(株)の風力発電事業にモ

ニタリングシステムを導入。（平成 18 年度未踏修了生） 
＜平成 28 年度＞ 
・「世界が注目！期待のスタートアップ日本の 50 社」（フォ

ーブスジャパン 2017.1）にて、未踏修了生が起業・事業

化に成功している 6 社（PFN、(株)ABEJA、スマートニ

ュース(株)、Pixie Dust Technologies.Inc、Treasure Data, 
Inc.、H2L(株)）が選出。（平成 14 年度未踏修了生ほか 14
名） 

＜平成 29 年度＞ 
・アジアで活躍する「30 歳未満の重要人物」30 名を選出す

る「Forbes 30under30 Asia2017」（フォーブス 2017.4）
に未踏修了生が選出。（平成 26 年度未踏修了生） 

・PFN との業務提携が大企業（トヨタ自動車(株)、日本電

信電話(株)、(株)博報堂 DY ホールディングス等）で躍進

しているほか、(株)日立製作所、ファナック(株)、PFN が

PFN の AI 技術をロボット等に応用する共同出資会社イ

ンテリジェント・エッジ・システムの設立を発表（平成

30 年 2 月）。日本経済新聞による平成 29 年 11 月時点の

有望スタートアップ企業調査で事業価値が 2,326 億円。

（平成 17 年度未踏修了生ほか 3 名） 
・北村卓也氏が、(株)三菱総合研究所（MRI）のビジネスア

イデアコンテスト 2017 で三菱総研賞を受賞。（平成 29 年

度未踏修了生） 
 

 -中期目標 P10- 
○情報セキュリティ

-中期計画 P12- 
○情報セキュリテ

＜主な定量的指標＞ 

 

＜主要な業務実績＞ 

［定量的指標の実績］ 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
人材の能力整備

基準（スキル指

標）の企業での

活用率を３０％以

上とする。（２０１

０年：１９％、２０１

１年：２０％（一般

的なＩＴ人材の能

力整備基準活用

率）） 

 

ィ人材育成の

ため、当該人

材が備えるべ

きスキルを、標

的型攻撃など

１０種類以上の

セキュリティ脅

威別に明確に

する。 

○セキュリティに

関するスキル

指標をはじめと

するスキル指

標 の 活 用 率

等、我が国 IT
人材の現状を

的確に把握す

るため、ＩＴ人

材白書（ＩＴ人

材の育成実態

に関する年次

報告書）のアン

ケート回収率

を３０％以上と

する。（平成２４

年 度 ： １ ５ ．

１％）。これら、

実態をより把握

した白書を活

用して、ベン

ダ・ユーザ各社

へのスキル指

標の利用を促

す。 

 

(中期目標 KPI) 
②情報セキュリティ

人材のスキル指

標の企業活用率 

 

(中期計画評価指標) 

③情報セキュリティ人

材が備えるべきス

キルのセキュリティ

脅威別の種類数 

④ＩＴ人材白書のア

ンケート回収率 

 

＜その他の指標＞ 

○「セキュリテ

ィ・キャンプ実

施協議会」と共

同開催で、セキ

ュリティ・キャ

ンプ及びセキュ

リティ・キャン

プ地方大会を実

施し、情報セキ

ュリティ人材の

育成を促進。 
 

＜評価の視点＞ 

○我が国の IT人材

の質の高度化や

セキュリティ人材

の育成を踏まえ

たものか。 

(中期目標 KPI) 
②平成 25 年度 15.9% 平成 26 年度 14.2% 

平成 27 年度 16.4% 平成 28 年度 39.0% 

平成 29 年度 37.7%（対最終目標値比 126%） 

 

(中期計画評価指標) 

③平成 25 年度 累計 6 種 平成 26 年度 累計 6 種 

平成 27 年度 累計 10 種（対最終目標値比 100%） 

 

④平成 25 年度 19.2% 平成 26 年度 25.3% 

平成 27 年度 30.2% 平成 28 年度 36.8% 

平成 29 年度 38.2%（対最終目標値比 127%） 

 

［主な成果等］ 

○スキル指標等を活用した情報セキュリティ人材育成の促進 

・IT 技術者や現場の情報セキュリティ管理者が行う情報セキュ

リティに関するタスク・スキルを整理し、「情報セキュリティ

強化対応スキル指標」として策定し提供（平成 26 年 8 月、平

成 27 年 9 月）。 

・近年注目すべき情報セキュリティ上の脅威を抽出（IT 技術者

向け：6 種、情報セキュリティ管理者向け：4 種）し、脅威別

に必要となる対策や対応する人材の役割及びタスク・スキル

を整理するとともに、経営者層の理解促進を目的としたガイ

ドブックや研修ロードマップ等を作成し提供。 

・情報セキュリティ対策及び人材育成の必要性・重要性やスキ

ル指標の活用方法等に関する普及啓発活動を積極的に実施。

特に平成 28 年度に新設した「情報セキュリティマネジメント

試験」と連携し、情報セキュリティ対策の実践においては、「IT
による対策（技術面の対策）」だけでなく、「人による対策（管

理面の対策）」が必要かつ重要である点についての普及啓発活

動を展開。これまで十分な対策や人材育成に取り組んでいな

かった中小企業やユーザ企業の意識改革につながった結果、

スキル指標活用率が大きく増加し、全体として 37.7%を達成。 

 

○高度情報セキュリティ人材及び第 4 次産業革命に向けた新た

な人材のスキル指標整備 

・今後より一層の対策が求められる「セキュリティ領域」に加

え、ビッグデータや人工知能（AI）等、第 4 次産業革命に向

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○スキル指標等を活用した情報セキュリティ人材育成の促進 

・情報セキュリティに関する役割やタスク・スキルを定義、明

確化し、近年注目すべき情報セキュリティ上の脅威との関連

付けを行いつつ、スキル指標として整備するとともに、各種

プロモーションツールを作成。経営層や人材育成担当を主た

る対象として、平成 28 年度に創設された「情報セキュリティ

マネジメント試験」の広報活動と連携し、情報セキュリティ

対策の実践においては、「IT による対策（技術面の対策）」だ

けでなく、「人による対策（管理面の対策）」が必要かつ重要

である点についての普及啓発活動を展開。これまで高度な専

門技術を有する人材のみが行うものとして十分な対策や人材

育成に取り組んでいなかった中小企業やユーザ企業の意識改

革につながった結果、スキル指標の活用率は大幅に上昇。計

画的・効果的な情報セキュリティ人材育成の促進を図ったこ

とを高く評価。 

 

 

 

 

 

○高度情報セキュリティ人材及び第 4 次産業革命に向けた新た

な人材のスキル指標整備 

・産業界（業界団体等）の取組みと連携し、「セキュリティ領域」

及び「データサイエンス領域」を対象としたスキル指標「ITSS
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
け必要性の高まりが指摘されている「データサイエンス領域」

について、業界団体等の取組みと連携し、スキル強化を図る

“学び直し”の観点から、具体的な専門分野や業務活動（タ

スク）、必要なスキルを体系化して整理し、「ITSS＋（プラス）」

として取りまとめ（平成 29 年 4 月公表）。これらに続き、「ア

ジャイル 37領域」、「IoT ソリューション 38領域」について、有

識者による WG を設置し、取りまとめ（平成 30 年 4 月公表）。 

・「セキュリティ領域」については、「情報処理安全確保支援士

（登録セキスペ）」の役割モデル構築と連携した検討を実施

し、新たに定義した専門分野（13 種類）及びそれぞれのタス

ク・スキルと、登録セキスペの想定される業務（活躍の場面）

との対応関係を整理。 

 

○新たなスキル標準体系の提供と民間主導の活用促進体制構築 

・IT を利活用する企業における「タスク（仕事）」とその実行に

必要な「スキル（技術・知識）」から構成された新たなスキル

標準体系である iCD を完成（平成 26 年 7 月）。IT 分野におけ

る全てのタスク・スキルを精緻かつ網羅的に整理した「辞書」

として世界初。毎年改訂を行い、現在は ITSS+を反映した

iCD2017 を公開（平成 29 年 6 月）。また、iCD を効率的・効

果的に活用するための「iCD 活用システム」及び iCD 活用シ

ステムを企業内で構築するための「iCD 活用システム（ダウ

ンロード版）」を構築し公開。 

・iCD は海外の主要スキル標準関連団体から高い評価を獲得。

米国 IEEE-CS39が平成 29 年 4 月に新たに策定した、企業に

必要とされる ITの知識やアクティビティ等をまとめた知識体

系「EITBOK」では、英国において電子政府化推進のための

人材育成に活用された IT スキル標準 SFIA や、EU 各国の共

通指標として活用されている e-CF 等のスキル標準と並び

iCD が世界的なスキル標準体系として紹介。欧州 IVI（アイル

ランド国立大学とインテルが設立した研究機関）が展開する

IT マネジメントフレームワーク「IT-CMF」の定義に iCD を

全面的に採用。IT 人材育成分野における初の日本発のグロー

バルスタンダードとして位置付けを確立。また、平成 29 年 2
月に IT-CMF と iCD を連係した商用利用に向けて iCD の利

＋」を取りまとめ、さらに今後より一層の取組みが求められ

る「アジャイル領域」及び「IoT ソリューション領域」につい

て、有識者による WG を設置し、スキル変革の方向性を取り

まとめていることは、第 4次産業革命に必要な人材類型の整

備、及び新たなスキル標準の継続的な改訂サイクルの実現に

つながることから、これを高く評価。 

・「セキュリティ領域」において新たに定義した専門分野（13
種類）及びそれぞれのタスク・スキルについて、「情報処理安

全確保支援士（登録セキスペ）」の想定される業務（活躍の場

面）との対応関係を整理し、登録セキスペの資格保有者が

ITSS+を用いて実務の場で具体的に自らの専門分野を明示す

ることを可能にした点を評価。 

 

○新たなスキル標準体系の提供と民間主導の活用促進体制構築 

・事業戦略に合わせて自由に組み合わせて活用できるとともに、

これまで国ごと、企業ごとに存在していたスキル標準が、iCD
を共通言語として統一的に表現することを実現。また、iCD
活用システムの提供により利用手順をシステム化し、導入と

運用の工数が削減され、効果的・効率的な人材育成を実現す

る環境を提供したことを高く評価。 

・海外連携では、米国 IEEE-CS「EITBOK」において、SFIA、

e-CF 等のスキル標準と並び iCD が世界的なスキル標準体系

として紹介され、さらには欧州 IVI「IT-CMF」の定義に iCD
が全面採用、IT 人材育成分野における初の日本発のグローバ

ルスタンダードとして位置付けを確立。また、SFIA 

Foundation と相互協力協定を締結し SFIA との比較調査を実

施中、フェーズ 1 が終了し高評価を得ることができたためフ

ェーズ 2 開始。iCD はこれらの連携により国内企業において

もそのグローバル展開を促進できるスキル標準体系として認

知されはじめており、国際的なスキル体系と我が国のスキル

標準の相互参照にとどまらない成果を創出したことを高く評

価。 

・iCD の活用促進について、民間協力団体による「iCD 活用企

業認証制度」が平成 27 年 12 月に開始。IPA は、iCD の普及・

活用促進を目的としたポータルサイト「iCD オフィシャルサ

                                                   
37 ソフトウェア開発手法の一つ。ソフトウェアを機能単位で分割し、機能ごとに開発やテストを短いサイクルで繰り返しながら全体を構築していく手法。 
38 IoT に関するシステム等のこと。 
39 IEEE は世界 160 か国以上に 40 万人以上の会員を擁する世界最大の電気工学・電子工学技術の学会。IEEE-CS はそのうちの約 1/4 の会員規模を占める IEEE 内最大の分科会で、計算機科学分野を扱う。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
用許諾契約の締結、平成 29 年 9 月に SFIA の普及団体 SFIA 

Foundation と比較共同調査のための相互協力協定を締結し

調査開始。 

・iCD の活用促進について、民間の自主的な取組みへの継続的

な支援を実施。その成果として、民間協力団体 40による「iCD
活用企業認証制度」が平成 27 年 12 月に開始、平成 29 年 12
月までに 1,000 社を超える企業を認証。本制度との連携によ

り、認証企業における導入・活用事例の収集・分析や現場の

ニーズや知見を取り込んだ iCD の改訂を行うことが可能とな

り、活用拡大と品質向上の好循環を実現。さらに、iCD 活用

企業の拡大を受け受けてこれらを支援する新たな民間団体 41

が設立された他、従来の協力団体による活動を含めた民間主

体の活用促進体制が整備。 

・平成 28 年 6 月には、iCD の普及・活用促進を目的としたポー

タルサイト「iCD オフィシャルサイト」を公開。加えて、マ

ーケティング会社との連携により、展示会出展や地方セミナ

ー開催、IT 専門誌への取材記事の掲載など、全国的なプロモ

ーション活動を行った結果、iCD の認知度が飛躍的に向上。 

 

○我が国の情報セキュリティを担う人材育成を推進し、優れた

人材を輩出 

・4 泊 5 日の合宿形式で集中的な専門講義・演習を行い、次代を

担う若年層のセキュリティ人材を発掘・育成するセキュリテ

ィ・キャンプ全国大会を毎年実施し、第三期中期目標期間内

で合計 266 名を輩出。 

・全国大会（東京開催）のほか、各地方からの要望に基づき、

セキュリティ意識の啓発的な一般講座と専門講義で構成され

るセキュリティ・キャンプ地方大会を開催。平成 25 年度は 2
か所の開催で修了生数も 36 名であったが、地元からの好評を

得て平成 29 年度には 11 か所での開催、修了生数も 226 名と

約 6 倍に増加。 

・セキュリティ・キャンプ修了生の年度を越えた交流を促進す

るため、セキュリティ・キャンプフォーラムを毎年サイバー

セキュリティ月間（2～3 月）に合わせて開催。セキュリティ・

キャンプ実施協議会の会員企業関係者も多数参加し、修了生

の産業界における活躍支援の場としても機能。 

イト」の公開に加え、マーケティング会社との連携により、

展示会出展や地方セミナー開催、IT 専門誌への取材記事の掲

載をはじめ全国的なプロモーション活動を実施。これら支援

活動の結果、民間協力団体は平成 29 年 12 月までに 1,000 社

を超える企業を認証。同制度との連携により、事例紹介を通

じた更なる活用拡大と品質向上の好循環を実現。さらに、iCD
活用企業の拡大を受けてこれらを支援する新たな民間団体が

設立された他、従来の協力団体による活動を含めた民間主体

の活用促進体制の整備を推進した点を高く評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○我が国の情報セキュリティを担う人材育成を推進し、優れた

人材を輩出 

・若年層のセキュリティ人材を発掘し、世界に通用する善意の

トップクラス人材（ホワイトハッカー）を創出する「セキュ

リティ・キャンプ」を毎年継続して実施。地方大会について

は、各地方からの要望に基づき開催地域数を増加しながらも、

地元の地域団体と連携し各地方が自律的に運営を行えるよう

ノウハウを共有することで継続的な地方大会の運営を実現。

これにより日本各地からこれまでに 926 名の優秀な若手セキ

ュリティ人材を輩出。修了生相互や講師陣との年度を越えた

交流と意見交換の場を提供することを目的に、グループウェ

ア利用環境の運用やセキュリティ・キャンプフォーラムの開

催など、コミュニケーションの推進を図る活動を通じて修了

生のネットワーク構築による自己研鑽に寄与。これにより修

了生が講師となり新たな人材を育成することにつながる等、

優れた人材育成の好循環を構築していることを評価。 

 

                                                   
40 NPO 法人スキル標準ユーザー協会（SSUG）、(一社)コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）、(一社)福岡県情報サービス産業協会（FISA）。 
41 (一社)iCD 協会（iCDA）（平成 30 年 2 月設立、平成 30 年 4 月活動開始）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
【参考：セキュリティ・キャンプの修了者数】 

・平成 25 年度： 77 名（うち地方 36 名） 

・平成 26 年度：126 名（うち地方 84 名） 

・平成 27 年度：162 名（うち地方 112 名） 

・平成 28 年度：253 名（うち地方 202 名） 

・平成 29 年度：308 名（うち地方 226 名） 

【参考：セキュリティ・キャンプ地方大会の開催地域数】 

・平成 25 年度： 2 か所 平成 26 年度：5 か所 

・平成 27 年度： 6 か所 平成 28 年度：9 か所 

・平成 29 年度：11 か所 

【参考：セキュリティ・キャンプ修了生の主な活躍】 

＜平成 25 年度＞ 

・世界最高峰のハッカーの祭典「DEFCON42」のチーム戦

（CTF43）で、修了生の参加チームが 6 位入賞。（平成 23
年度修了生） 

・日本国内最大のセキュリティコンテスト「SECCON44」

の全国大会で、修了生の参加チームが優勝。（平成 25 年

度修了生） 

・修了生が未踏事業でスーパークリエータに認定。（平成 22
年度修了生） 

・高校生自由研究の日本一を競う「第 11 回高校生科学技術

チャレンジ（JSEC）」で、修了生が科学技術政策担当大

臣賞受賞。（平成 22 年度修了生） 

・「U-20 プログラミング・コンテスト」で、修了生 2 名が

経済産業大臣賞を受賞。（平成 22 年度修了生・平成 25 年

度修了生） 

＜平成 26 年度＞ 

・「DEFCON」の CTF で、修了生らで結成するチーム（8
名中 7 名が修了生）が 13 位の成績を達成。（平成 24 年度

修了生 他） 

・「SECCON」の決勝戦で、全世界からの参加者を相手に、

修了生の参加チームが 4 位入賞。（平成 22 年度修了生） 

・修了生がサイバーセキュリティの専門企業を創業。金融

機関や大手企業のセキュリティ診断を受注するなどの活

躍。（平成 27 年 3 月末時点社員数 11 名中 7 名が修了生）。

                                                   
42 米ラスベガスで平成 25 年 8 月 1 日～4 日に開催された世界最大のセキュリティ会議。 
43 CTF（Capture The Flag）は、チームごとにセキュリティ技術を競い合う競技の名称。 
44 SECCON（SECurity CONtest）は、情報セキュリティをテーマに多様な競技を開催する情報セキュリティコンテストイベント。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
（平成 19 年度修了生 他） 

＜平成 27 年度＞ 

・「DEFCON」の個人戦で、修了生が日本人初（確認でき

る限りアジア人初）の 3 位入賞を達成。（平成 27 年度修

了生） 

・「CODE BLUE45 2015」において、平成 23 年度修了生及

び平成 24 年度修了生が厳正な審査を通過し講演実施。 

＜平成 28 年度＞ 

・修了生がサイバーセキュリティの研究開発を主な事業と

した企業を創業。東証一部上場企業に対し、セキュリテ

ィ製品の研究開発支援やCTF開催に関するコンサルティ

ング、国内有数の水族館に自社開発のサイバー攻撃防御

システムを提供しているなどの活躍。（平成 30 年 2 月末

時点従業員 2 名中 2 名が修了生）。 

・「CODE BLUE 2016」において、平成 24 年度修了生が厳

正な審査を通過し講演実施。 

＜平成 29 年度＞ 

・「中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト 2017 in 
Mitaka」のクリエイティブ部門で、修了生が優秀賞を受

賞。（平成 29 年度修了生） 

・「CODE BLUE 2017」において、平成 26 年度修了生と平

成 28 年度修了生、及び平成 28 年度福岡ミニキャンプ修

了生が厳正な審査を通過し講演実施。 

・修了生がサイバー攻撃に関する入門書を出版。（平成 21
年度修了生） 

 -中期目標 P10- 
○２０２０年まで

に情報処理安全

確保支援士の登

録を３万人超と

することに向け

て、第三期中期

目標期間内に情

報処理安全確保

支援士の試験、

登録、講習を開

始し、着実に実

-中期計画 P13- 
○情報処理安全

確保支援士に

係る試験、登

録、講習の事

務を開始する

た め の 、 業

務・システム

の設計・構築

や、関連規定

の整備、実施

体制の整備等

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
③情報処理安全確

保支援士の役割

モデルの構築 

④情報処理安全確

保支援士企業認

知度 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

［定量的指標の実績］ 

(中期目標 KPI) 
③平成 28 年度 －（想定業務 4 種構築） 

平成 29 年度 4 種（対最終目標値比 133%） 

④平成 28 年度 52.1% 

平成 29 年度 60.4%（対最終目標値比 120%） 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

［主な成果等］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

                                                   
45 CODE BLUE は、世界トップクラスのセキュリティ専門家による日本初の情報セキュリティ国際会議。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
施するととも

に、情報処理安

全確保支援士の

普及促進の観点

から、情報処理

安全確保支援士

が担う代表的な

役割モデルの３

種以上の構築、

情報処理安全確

保支援士制度の

企業認知度５

０％以上の達成

を実現する。 

を行う。 

○情報処理安全

確保支援士に

係る試験、登

録、講習の事

務を着実に実

施する。 

○情報処理安全

確保支援士制

度の普及促進

のために、企

業におけるセ

キュリティに

関する業務と

それに対応す

る役割の明確

化、セキュリ

ティ人材のキ

ャリアパスの

明確化、資格

のブランディ

ング活動、企

業経営層への

働きかけ等を

行う。 

 

＜その他の指標＞ 

○情報処理安全確

保支援士に係る

事務の着実な実

施。 

○情報処理安全確

保支援士制度の

普及促進。 

○情報処理安全確

保支援士試験等

に係る事務を開

始するための、業

務・システムの設

計・構築、関連規

定の整備、実施

体制の整備等を

実施。 

○情報処理安全確

保支援士試験等

に係る事務を着

実に実施。 

○情報セキュリティ

人材・IT 人材の

裾野を拡大。 

 

＜評価の視点＞ 

○我が国の IT人材

の質の高度化や

セキュリティ人材

の育成を踏まえ

たものか。 

○情報処理安全確保支援士制度の着実な実施及び活用促進 

・平成 29 年 4 月からの情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）

の制度運用開始に伴い業務体制を整備し、登録申請の受付や

登録者向けの講習、普及活動を着実に実施。 
・制度の認知度向上、普及促進に向け、各種プロモーションツ

ール（パンフレット、ウェブサイト等）を作成し、イベント

等での講演や、各種団体との連携をしながら積極的な情報発

信を実施。この結果、登録者は 9,181 名となり、制度の企業

認知度（IT 人材白書 2018 アンケート結果）も 60.4％を達成。 
・登録者向けの教材を整備し、オンライン講習及び集合講習を

開始。集合講習においては、講師認定基準を厳密に定めて講

師認定委員会を実施し、高い質を担保した認定講師 34 名を認

定。平成 29 年度は集合講習を全国 9 ヵ所で 123 回実施。 
・登録セキスペの役割モデルを「１．経営課題への対応」、「２．

システム等の設計・開発」、「３．運用・保守」、「４．緊急対

応」の 4 種に整理。当該 4 種を役割モデルとして、「ITSS＋
（セキュリティ領域）」策定に向けた検討と連携し、その中で

定義された専門分野（13 種類）及びそれぞれのタスク・スキ

ルとの対応関係を明確化し公開。 
 

○情報処理安全確保支援士試験等の開始及び情報セキュリティ

に関する出題の強化 

・情報処理安全確保支援士制度の新設を受け、平成 29 年度から

情報処理安全確保支援士試験（SC 試験）の試験事務を開始。

併せて試験システムの改修及び関連規程等の整備。また、大

学、4 年制専門学校等を対象とした SC 試験の一部免除制度の

運用を開始し、対象となる教育機関に対して積極的に周知。

初回は 5 つの教育機関を平成 30 年 4 月 1 日付けで認定。 
・情報セキュリティ人材の育成・確保のため、平成 26 年度から、

情報処理技術者試験の全試験区分において、情報セキュリテ

ィに関する出題を強化・拡充。また、情報セキュリティ人材

及び IT 人材の裾野を拡大するため、平成 28 年度から情報セ

キュリティマネジメント試験を実施するとともに、IT パスポ

ート試験において、受験者の利便性向上に資するため、平成

27 年度に出題構成と試験時間の見直しを実施。さらに、セキ

ュリティ技術や IoT・ビッグデータ等の最新技術動向に対応す

るため、試験委員会の体制を拡充（50 名超の専門家を採用）。 

・SC 試験等に係る試験事務を着実に実施するため、試験問題の

○情報処理安全確保支援士制度の着実な実施及び活用促進 

・積極的な広報活動により、本制度の認知度は平成 28 年度より

も向上。また、(株)日経 BP による「IT 資格実態調査」におけ

る「これから取得したい資格」の設問では、他の民間資格等

を押さえて「情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）」が第

一位を獲得。これらにより登録者数は 9,181 名（平成 29 年 4
月登録が 4,172 名、同年 10 月登録が 2,822 名、平成 30 年 4
月登録が 2,206 名（登録の消除を除く））となった点を高く評

価。 
・経済産業省と密に連携し、平成 29 年 4 月から予定どおり制度

運営を開始。登録者向けのオンライン講習を 4 月から、集合

講習を 6 月から開始。オンライン講習については運用を継続

しながら改善を行い、大きなトラブルなく運営し、4,999 人が

受講。集合講習については、外部の有識者による講師認定委

員会において講師認定基準を厳密に定め、高い質を担保した

認定講師を 34 名認定。平成 29 年度は 123 回（4 月 1 日登録

者向け 107 回、10 月 1 日登録者向け 16 回）実施し、2,538
人が受講。集合講習の全体満足度は 4.15（5 段階）と高水準

であったことを高く評価。 
 

○情報処理安全確保支援士試験等の開始及び情報セキュリティ

に関する出題の強化 

・標的型攻撃や内部不正などが社会的な脅威となっていること

などに鑑み、平成 29 年度から「情報処理安全確保支援士試験

（SC 試験）」の試験事務を開始。試験システムの改修及び関

連規程等の整備を実施したことで、当該試験を着実に実施し

たことを評価。また、SC 試験の一部免除制度の運用開始及び

積極的な周知により、初回となる平成 30 年 4 月 1 日に 5 つの

教育機関を認定し、教育機関における情報セキュリティ人材

の育成に寄与したことを評価。 
・平成 26 年度から、全試験区分において情報セキュリティに関

する出題を強化・拡充し、情報処理技術者試験全体で、社会

環境や技術動向の変化に伴う情報セキュリティリスクの増大

に対応。また、平成 28 年度から情報セキュリティマネジメン

ト業務に携わる人材の育成・確保を目的とした「情報セキュ

リティマネジメント試験」を新たに開始したことで、情報セ

キュリティ人材の裾野を拡大（平成 28 年度春期の試験開始か

ら4期連続で2万人超の応募）。ITパスポート試験においては、
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
作成及び実施事業者との調整等を実施。その結果、熊本地震

に伴う九州地方の試験中止・延期を適切に対処し、翌年度の

SC 試験開始に支障を与えることなく試験を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報処理技術者試験の相互認証に基づくアジア共通統一試験

の実施 

・日本の IT 人材の不足という問題で、アジア各国の人材を活用

しやすくするため、日本の情報処理技術者試験と同等な人材

像や出題範囲を持つ試験と認める相互認証がアジア各国と進

められているところ、従来のフィリピン、タイ、ベトナム、

ミャンマー、マレーシア、モンゴルに続き、バングラデシュ

が日本の協力のもと、IT に関する国家試験制度を創設し、平

成 26 年に日本と相互認証協定を締結。 

・相互認証に基づき、日本で就労する際に必要な在留資格が得

やすくなる特例 46が法務省告示として設けられているが、平成

28 年の改正告示にバングラデシュの試験が追加され、人材の

流動性の向上に寄与。 

・日本の支援によりアジア各国が創設・実施しているアジア共

通統一試験（IT に関する国家試験）において、セキュリティ

に関する出題の強化を日本の試験に追随して実施しており、

広くアジア各国の情報セキュリティ人材の育成強化や意識の

向上に貢献。 

 

受験者の利便性向上に資するため、平成 27 年度に出題構成と

試験時間の見直しを行い、試験のより一層の活用を促進し、IT
人材の裾野を拡大（5 年連続で応募者数が増加）。さらに、試

験委員会の体制整備（50 名超の専門家を採用）により、セキ

ュリティ技術や IoT・ビッグデータ等の最新の技術動向に対応

したことを評価。 

・SC 試験等に係る積極的な PR 活動に加え、試験問題の作成及

び実施事業者との調整等を行うことで、当該試験に係る試験

事務を着実に実施したことを評価。特に、平成 28 年の熊本地

震に伴う九州地方の試験中止・延期を適切に対処し、翌年度

の SC 試験開始に支障を与えることなく試験を実施したこと、

及び SC 試験の初回となる平成 29 年度春期試験において申し

込みのあった 2 万 5 千人以上の応募処理を円滑に行い、遅滞

なく新試験の運用を開始したことを評価。 

 

○情報処理技術者試験の相互認証に基づくアジア共通統一試験

の実施 

・IT 人材不足への対応策として、アジア各国の人材の活用が検

討される中、課題である人材の質の担保へ向けた取組みとし

て、日本の情報処理技術者試験と同等な人材像や出題範囲を

持つ試験と認める相互認証がアジア各国と進められていると

ころ、従来のフィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、マ

レーシア、モンゴルに続き、人口も多く、高い経済成長の潜

在性を有する国の一つと言われているバングラデシュが日本

の協力のもと、IT に関する国家試験制度を創設し、平成 26
年に日本と相互認証協定を締結したことを評価。 

・外国人材が日本で就労する際に必要な在留資格に関する特例

を示す告示の、平成 28 年の改正でバングラデシュの試験が追

加され、日本の IT企業の国内外での外国人材の活用に向けた、

人材の流動性の向上に寄与していることを評価。 

・日本が支援しているアジア共通統一試験（IT に関する国家試

験）を通じて、広くアジア各国の情報セキュリティ人材の育

成の強化や意識の向上に貢献していることを評価。 

 【その他】 【その他】 ＜主な定量的指標＞ 

 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 

 

 

 

                                                   
46 [相互認証に基づく入国管理の特例] 法務省告示に定められている、日本の情報処理技術者試験並びに、各国の試験及び資格の合格者及び取得者に対しては、本邦での就労に必要な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る基準（上陸許可基準）の特例が適用される。ま

た、この試験・資格は高度人材ポイント制におけるポイント計算の対象になる。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 (中期目標 KPI) 
－ 
(中期計画評価指標) 

－ 

＜その他の指標＞ 

○先進的 IoT プロ

ジェクト支援事業

については、平

成28年度中に公

募を行い、8 件程

度の採択を目標

とする。平成 29
年度途中まで支

援を実施すること

から、支援結果に

係る指標につい

ては平成 29年度

計画において設

定。 

地方版 IoT 推進

ラボについては、

経済産業省と連

携しつつ、経済

産業省が行う採

択審査において

IoT 推進の観点

から参画するとと

もに関係機関と

連携しつつ支援

体制を構築。第 1
弾選定 IoT 推進

ラボについては、

支援内容を明確

化し、順次メンタ

ー派遣等の支援

を実施。 

(中期目標 KPI) 
－ 
(中期計画評価指標) 
－ 

[主な成果等] 

○IT による新事業創出起業家支援 

・経済産業省が所管する新たなビジネスモデル創出を支援する

「IoT 推進ラボ」と連携し、具体的な IoT プロジェクト創出支

援の一環として、ソフトウェアの開発・利活用に関わるモデ

ル事業 47の発掘・支援を実施。先進的な IoT プロジェクトを

公募により採択し、資金支援とメンターによる伴走支援を併

せて実施しており、平成 27 年度から現在まで合計 16 件の支

援プロジェクトは各実施計画で設定した成果目標を達成し、

多様な事業分野のモデル事業として成果報告会を実施し、報

告書をウェブにて公開。 

【参考：先進的な IoT プロジェクトの採択数】 

・平成 27 年度：2 件 平成 28 年度：10 件 

・平成 29 年度：4 件 

 

・経済産業省が実施する「地方版 IoT 推進ラボ」活動に協力し、

平成 28 年度から現在まで合計 74 件の地方ラボの選定審査に

協力。選定された地方ラボに対しては、地方経済産業局等の

関係機関と連携しつつ、支援ニーズ、進捗状況を把握し、必

要に応じてセミナー講師・メンター派遣等を 37 地域・延べ 185
件に対して人的支援を実施。また、地方ラボ間の情報共有・

情報発信のためのポータルサイトで延べ 229 件を発信すると

ともに、地域間連携イベントの企画（18 件）、展示会への出展

支援（延べ 60 地域）等を実施してラボ活動の活性化を支援。 

【参考：地方ラボの選定審査数】 

・平成 28 年度：（7 月）29 件／（3 月）24 件 

・平成 29 年度：（8 月）21 件 
【参考：選定地方ラボへの支援実績】 

・講師・メンター派遣：37 地域・延べ 185 件 

・地域間交流イベント 

全国担当者会議：平成 29 年 3 月、7 月、9 月（研修会）、 

平成 30 年 2 月の 4 回都内にて開催 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○IT による新事業創出起業家支援 

・先進的 IoT プロジェクト支援においては、経済産業省が所管

する「IoT 推進ラボ」と連携を図り、具体的なソフトウェア開

発・利活用に関わるモデル事業実施の支援体制を構築し、支

援に際しては、メンターに加えて、必要に応じて専門アドバ

イザのスポット支援による体制の充実と同時に、有識者によ

る推進委員会を設置し、事業運営の助言・評価を受けながら

実施する体制を構築したことを評価。また、16 件の IoT 新事

業の発掘・支援を実施し、新事業創出への取組みモデルとし

て公開したことを高く評価。 

・地方版 IoT 推進ラボ支援においては、経済産業局等の関係機

関と連携しつつ、選定された 74 地域の地方ラボにヒアリング

訪問を行い、取り組み計画の確認と支援ニーズを明確にして、

地域の要望と目的に応じたセミナー講師、事業支援のメンタ

ー派遣体制を構築したことを評価。さらに、情報共有と相互

啓発の目的で地方ラボ専用のポータルサイトを開設するとと

もに地方ラボ担当者会議、活動広報のイベント出展等を支援

し、「他自治体の取組みなど参考になり、共通課題の繋がりが

できた。ラボ活動の連携・情報交換を行う良いきっかけにな

った。」等の参加意見を得るなど、各ラボの活動活性化を支援

したことを高く評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
47 製品・サービスの展開地域又は時期等を模範的に事業化してその効用を確認し評価する事業。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 

＜評価の視点＞ 

○我が国の IT人材

の質の高度化や

セキュリティ人材

の育成を踏まえ

たものか。 

地方経済産業局の地区別会議：全国 9 地区で 11 回開催 

分野別担当者会議：農業、ものづくり、人材育成の 3 テー

マで先進地域にて開催 

・展示会への出展・広報等 

平成 29 年 3 月 地方ラボ専用のポータルサイト開設 

平成 29 年 5 月・6 月 IoT Japan 2017 名古屋、札幌、

福岡（19 地域） 

平成 29 年 10 月 CEATEC JAPAN 2017（27 地域）  

平成 30 年 2 月・3 月 IoT Japan 2018 東京、関西（13
地域） 

 

 

 

 

 

 

   ＜課題と対応＞ 

中期目標期間見込自己評価で抽出した「課題と対応」 対応状況 課題と対応 

課題 対応 

○新たなセキュリティ脅威への対応や

IT の利活用環境の変化に伴い、IT 人

材の多様化や高度化など、時代に合っ

た人材育成施策を実施することが求

められている。 

○IPA でも新たな事業を開始してきて

いるところであるが、今後も社会の動

向を踏まえつつ、産業構造の変革や必

要とされる人材の確保・育成に向けた

IT 人材育成事業を、経済産業省と連

携して柔軟に進めていく。 

○IT の利活用環境の変化や社会の動向

等を踏まえ、産業界の発展や必要とさ

れる人材の確保・育成に向けた IT 人

材育成事業を、経済産業省と連携して

柔軟に実施する。 

○なし 

○未踏事業修了後、その技術シードをど

う活用し展開しようとするのか、目標

や道筋が定まらない者が多く、起業・

事業化しないままその技術が活用さ

れず、社会に埋もれてしまっているケ

ースなども多い。そのため、産業界の

牽引役としての役目を果たしてもら

えるようなレベルへ磨き上げ、起業・

事業化といった次のステップへ導く

ための支援事業が必要である。 

○未踏事業を修了したようなイノベー

ティブな IT 人材を対象とする、技術

シードの磨き上げと起業・事業化を後

押しすることを目的に創設した「未踏

アドバンスト」を推進する。あわせて、

未踏修了生、PM、産学の有識者など

が相互に交流を深め、相乗効果の中か

らさらに新たな芽が生まれるような

環境の強化を図る。 

○平成 29 年度から、「未踏アドバンス

ト事業」を試行的に実施したほか、未

踏を修了した教師や未踏 OB・OG が

在籍する研究室の教師等に対する未

踏事業の個別紹介の通年実施、学生等

に 未 踏 事 業 を 伝 え る 未 踏 公 式

Facebook（SNS を利用した情報発

信）の立ち上げ等に取り組んだ。 
 

○突出した人材をより多く発掘するた

めには、より多くの未踏事業への応募

が必要な中、平成 28 年度には大学か

らの応募件数が大きく減少したこと

について（50 件規模）、大学教師等か

ら考えられる原因をヒアリングした

結果、 

○未踏事業に応募する新規大学の開拓

や、チャレンジ精神があり優れたアイ

デアと開発力を持った人材をより多

く未踏事業に導くためのコミュニケ

ーション策を強化する。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 ①未踏事業の広報イベントの強化に

より（成果報告会や未踏会議の動画ラ

イブ放送等）、未踏事業の成果が広く

発信され、「生半可な提案では採択さ

れない」との認識が広まったこと。 

 ②未踏事業の有力な支援者であった

大学教師が定年したことなどで、既存

の開拓ルートが弱体化していること。 

 といった課題が見つかった。 

○我が国の次世代の産業界を担う情報

セキュリティ人材の発掘・育成におい

て、セキュリティ・キャンプ事業によ

り「若年層の優秀な情報セキュリティ

人材の早期発掘」は出来ているもの

の、一時的な育成に留まっている。 

○セキュリティ・キャンプ実施協議会と

連携して、活躍の場の環境整備も念頭

に置きつつ、継続的な育成の観点から

修了生へのフォローアップについて、

その範囲や方法などを見直し強化を

図る。 

○(一社)セキュリティ・キャンプ協議会

（任意団体セキュリティ・キャンプ実

施協議会を発展的に解消して設立）に

設置される講師育成グループと連携

し、セキュリティ・キャンプ全国大会

及び地方大会の修了生の中から適切

な人材を地方大会の講師に登用し、実

施する講義に関して、講師育成グルー

プや講師グループのベテラン講師陣

がレビューやアドバイスを行うとい

ったフォローアップ施策の強化を図

った。 

○スキル標準関連事業の民間を含めた

実施体制の構築については、事業の継

続性や共通的な指標としての信頼性

の点から、スキル等の定義や維持管理

は引き続き公的機関である IPA が担

い、その活用・導入促進については民

間主体により実施するという役割分

担が理想である。スキル指標等の提供

を担う IPA には、現在実施している「i
コンピテンシ ディクショナリ（iCD）」

の改訂・維持管理に加え、第 4 次産業

革命への対応を含め、我が国全体の産

業競争力強化に資する人材育成の方

向性を示しつつ、グローバルな視点か

ら最新の技術動向にも対応したスキ

ル等の定義を迅速かつ継続的に行っ

○経済産業省とも認識を共有し、IPA と

しての実施体制の整備に向けた検討

を行う。 

 一方、民間側の状況としては、関連団

体の協力の下、活用促進のための新団

体「(一社)iCD 協会（仮称）」設立の

動きがあるが、団体間の役割分担や財

政基盤の確立など、継続的な活動の実

現に向けては多くの検討課題が残さ

れていることから、iCD の提供を行

う立場である IPA においても引き続

き積極的な後方支援を行う。 

○iCD の活用・導入促進を担う「(一
社)iCD 協会」が平成 30 年 2 月に設

立、平成 30 年 4 月より活動を開始し

た。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

ていく役割が期待されている。 

○積極的な広報活動により、情報処理安

全確保支援士制度に関しては高い認

知度（52.1%）を達成したところであ

るが、「認知している」と回答した企

業のうち、6 割以上が「活用は未定」

とも回答しており、本制度の活用促進

を図る必要がある。 

○経済産業省と連携し、情報処理安全確

保支援士（登録セキスペ）の役割や企

業等において登録セキスペを育成・活

用することの意義を明確にし、登録セ

キスペが活躍する（できる）場面の拡

大につなげるなど、企業、個人双方の

観点から登録のメリットの具体化に

向けた検討を行う。 

○情報処理安全確保支援士の役割モデ

ル 4 種を作成した。これにより登録

セキスペを育成・活用することの意義

を明確にし、登録セキスペが活躍する

（できる）場面を具体化することで、

企業、個人双方の観点から登録のメリ

ットを発信した。 

○情報処理安全確保支援士制度に関し

ては、初回登録者数が4,172名となり、

順調な立ち上がりとなったものの、

2020 年までに登録者数 3 万人を達成

するには困難な状況であり、本制度の

登録者数を増加させるための取組み

が必要である。 

○情報処理安全確保支援士登録の登録

対象者数を増加させるため、サイバー

セキュリティに関する一定以上の知

識・技能を有する者に資格を付与する

方策について、経済産業省と連携しな

がら検討する。 

○「資格試験合格と同等以上の能力を有

するもの」の整備を行い、自衛隊員や

SC 試験委員が登録した。 

 

 
４．その他参考情報 
なし 
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１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

調書 No.1-1-4-2（II） 業務運営の効率化に関する事項 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最終

年度値等 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値、

平均値等、必要な情報 
一般管理費 
（人事院勧

告を踏まえ

た給与改定

分、退職手

当を除く） 

実績値（千円） － 952,229 
(24 年度実績値) 

(組替後)注 

923,553 893,188 866,693 845,875 816,591  

上記削減率（%） 毎年度平均で前年度比 3%以上

の効率化 
－ △3.0% △3.3% △3.0% △2.4% △3.5% 平均値は△3.0% 

達成度（%） － － 100% 110% 100% 80% 117%  
業務費 
（新規・拡

充 分 を 除

く） 

実績値（千円） － 2,816,524 
(24 年度実績値) 

(組替後)注 

2,731,707 2,639,000 2,558,343 2,468,591 2,394,514  

上記削減率（%） 毎年度平均で前年度比 3%以上

の効率化 
－ △3.0% △3.4% △3.1% △3.5% △3.0% 平均値は△3.2% 

達成度（%） － － 100% 113% 103% 117% 100%  
（参考） 
一般管理費

＋業務費 

実績値（千円） － 3,768,753 
(24 年度実績値) 

(組替後)注 

3,655,260 3,532,188 3,425,036 3,314,466 3,211,105  

上記削減率（%） － － △3.0% △3.4% △3.0% △3.2% △3.1% 平均値は△3.2% 
有識者・利

用者からの

ヒアリング

数 

計画値 毎年度 100 者以上 － 100 者以上 100 者以上 100 者以上 100 者以上 100 者以上  
有識者・利用者からの

ヒアリング数(実績値) 
－ 146 者 

(24 年度実績値) 
183 者 235 者 196 者 146 者 191 者  

達成度 － － 183% 235% 196% 146% 191%  
報道発表数 計画値 最終年度までに 500 件以

上 
－ 

最終年度までに 500 件以上 
 

実績値 － － 176 件 208 件 
(累計 384 件) 

177 件 
(累計 561 件) 

167 件 
(累計 728 件) 

157 件 
(累計 885 件) 

 

達成度（%） － － － 
（対最終目標値比

35%） 

－ 
（対最終目標値比

77%） 

－ 
（対最終目標値

比 112%） 

累計 728 件 
（対最終目標値比 
146%） 

累計 885 件 
（対最終目標値比 
177%） 

 

（注）平成 25 年度予算において、財務省より計数変更指示があり、業務費から一般管理費へ人件費の振替を行った。実態に即した経年変化を捉えるべく、基準値（24 年度実績値）についても、変更後の計数により数値補正している。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
      評定  
    （詳細は、平成 25～29 年度業務実績報告書） ＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：以下のとおり、中期目標 KPI 及び中期計画における評価

指標においてこれらの指標を達成し、質的にも所期の目標

を上回る成果を得ていることを評価。 

 

[定量的指標の実績] 

(中期目標 KPI) 
①一般管理費について、対前年度削減率の平均で 3.0%の効率化

を達成。 

②業務経費について、対前年度削減率の平均で 3.2%の効率化を

達成。 

（要因分析） 

－クリーンキャンペーン（不要文書廃棄）による文書保管コス

トの削減、タブレット PC を用いたペーパーレス会議の積極

的な推進によるコピー費用の削減、就業時間外の空調機稼働

制限の実施による空調コストの削減などの取組みが奏功。一

般管理費及び業務経費との合算では、対前年度削減率の平均

で 3.2%の効率化を達成。 

 

(中期計画評価指標) 

①、②（中期目標 KPI）の①及び②参照 

 

③有識者・利用者からのヒアリング数について、毎年度目標値の

120%以上を達成。 

（要因分析） 

－技術潮流や求められる人材像など環境変化の急激な IT 業界

における政策のダイナミズムの中で、機構の政策実施効果及

び事業運営効率を検証するためには、関係する企業・団体な

ど意見聴取先のより一層の多様性と相応の訪問数が自ずと

求められたところ。このため、当初掲げた目標値を上回るペ

ースで意見が聴取できるよう業務閑散期を狙うなどスケジ

ューリングを工夫し、事業計画立案に資する有効な情報を精

力的に収集したことから、翌事業年度計画への反映と機構の

PDCA サイクルの健全化につなげることができ（例：組込

（経済産業省で記載） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
みソフトウェア開発データ白書の発刊等）、さらに例年の高

い達成度を継続し得えたことから、次年度以降も持続的に同

等の成果を産出できる事業基盤が構築できていると思料。 

 

④報道発表数について、最終目標値を 2 年前倒しで達成（累計

885 件（対最終目標値比 177%））。 

（要因分析） 

－社会的に課題となり得る事象に対して先行して注意喚起や

ガイドライン等の報道発表を毎年着実に実施。さらに、平成

26 年度の教育事業者で起きた内部不正事件や平成 27 年度

の日本年金機構への標的型攻撃による大規模な情報漏えい

事件、平成 29 年度の世界 150 ゕ国以上で被害が報告された

ランサムウェア 48（WannaCry）においては、情報セキュリ

ティに関する国の専門機関として国民や報道機関向けに、注

意喚起やテクニカルレポートを追加で報道発表したことに

より、当初の目標値を大きく上回る公表数という結果。 

 【業務運営効率

化関連】 
-中期目標 P13- 
○運営費交付

金を充当して

行う業務につ

いては、当該中

期目標期間中、

一般管理費（人

事院勧告を踏

まえた給与改

定分、退職手当

を除く）につい

て毎年度平均

で 3％以上の効

率化、業務費に

つ い て も 新

規・拡充分を除

き３％以上の

効率化を行う。

（略） 

【業務運営効率

化関連】 
-中期計画 P15- 
○運営費交付金

を充当して行

う業務につい

ては、第三期中

期目標期間中、

一般管理費（人

事院勧告を踏

まえた給与改

定分、退職手当

を除く｡）につ

いて毎年度平

均で前年度比

3％以上の効率

化を行うとと

もに、新規に追

加されるもの、

拡充分を除き、

業務経費につ

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
①一般管理費の効

率化率 

②業務経費の効率

化率 

 

(中期計画評価指標) 

（中期目標 KPI）①
及び②を参照 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

○経費の不断の効

率化が行われて

いるか。 

 
 
＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
①対前年度削減率の平均で 3.0% 
 
②対前年度削減率の平均で 3.2%。 
 
 
(中期計画評価指標) 

（中期目標 KPI）①及び②を参照 

 
 
［主な成果等］ 
○業務運営効率化関連 
・運営費交付金について、一般管理費は 5 年間で 135,638 千円

削減の 816,591 千円（14.2%削減）となり、対前年度削減率の

平均で 3.0%の効率化を達成。業務経費は 5 年間で 422,010 千

円削減の 2,394,514 千円（15.0%削減）となり、対前年度削減

率の平均で 3.2%の効率化を達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 
○業務運営効率化関連 
・運営費交付金の効率化係数が一般管理費と業務経費のいずれも

3%と高く設定されている中で、一般管理費と業務経費（の合

計値）について、毎年度の 3%以上の効率化を実施したことを

評価。 

                                                   
48 「Ransom（身代金）」と「Software（ソフトウェア）」を組み合わせた造語。感染したパソコンに特定の制限をかけ、その制限の解除と引き換えに金銭を要求する。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
いて毎年度平

均で前年度比

3％以上の効率

化を行う。 

  
 
 

 【調達等合理化

関連】 
-中期目標 P13- 
○一般競争入札

の導入・範囲拡

大等、適切な契

約形態を通じ、

業務運営の効

率化を図る。具

体的には、随意

契約について

は、法人が毎年

度策定する「調

達等合理化計

画」を着実に実

施し、やむを得

ない案件を除

き、原則として

一般競争入札

等によること

とし、その取り

組み状況を公

表する。（略） 
 
 
 

【調達等合理化

関連】 
-中期計画 P15- 
○（略）毎年度策

定する「調達等

合理化計画」に

基づき、競争性

のない随意契

約について引

き続き徹底し

て点検・見直し

する（略）。ま

た、入札・契約

の実施方法及

び一者応札・応

募について、契

約監視委員会

及び監事等の

監査を受ける。 
○契約等に係る

情報について、

適時適切に公

表することに

より透明性を

確保する。 
 

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

○調達等合理化計

画に基づく一者

応札件数（前年度

以下）。 

 

＜評価の視点＞ 

○調達等合理化計

画に基づき、適正

な契約が行われ

ているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標］ 
(中期目標 KPI) 
－ 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 
［主な成果等］ 
○調達等合理化関連 

・随意契約見直し計画（平成 26 年度まで）、調達等合理化計画

（平成 27 年度から）に基づき、より競争性の高い契約方式へ

の移行検討など点検や見直しに取組んだ結果、平成 26 年度ま

でに競争性のない契約を 9 件（8.4％）まで削減。平成 27 年

度以降は件数･割合ともに大きくなり、平成 29 年度には 24 件

（12.8％）となっているが、新たな業務の追加により機構全

体の契約件数が増加するに伴い、新規業務に対応するための施

設構築に係る工事が発生したこと等による増加であり、これら

は会計規程及び「公共調達の適正化について」（平成 18 年 8
月 25 日付財計第 2017 号）で規定されている真にやむを得な

いもの。 

・一般競争入札における一者応札の見直しに取組んだ結果、平成

28 年度までの一者応札の件数・割合は 7 件（14％程度）以下

に抑制していたものの、平成 29 年度は 17 件（20.5％）とな

り、件数･割合ともに増加。一者応札となった原因は、新たな

業務のための新規案件、高い専門性を必要とする新規の調査案

件が昨年と比べ多くあり、業者が採算や要員確保を検討した結

果、入札を辞退することが多かったことなどのやむを得ないも

のが主なものであるが、一者応札となった契約については次年

度以降も続けて一者応札とならないために、事後調査を行い、

問題点を把握し、今後の調達改善を企図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○調達等合理化関連 

・適正な契約を着実に実施しており、競争性のない契約及び一者

応札の件数・割合が増えているが、やむを得ないもののみであ

り、その内容は契約監視委員会による点検を実施し、契約に係

る情報を適時・適正に公開していることを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
・契約監視委員会を毎年度 2 回以上開催し、一者応札・一者応

募案件や競争性のない随意契約案件の点検を行った結果、いず

れも問題ないことを確認。 

・役職員等に対する契約事務に関する研修は毎年度 4 回以上実

施。 

・契約に係る情報と契約関連規程類をウェブサイトで公表を継

続。 

 【業務の電子化

関連】 
-中期目標 P13- 
○「独立行政法人

等の業務・システ

ム最適化実現方

策」等の政府の方

針を踏まえ、「業

務・システム最適

化計画」に基づ

き、各業務におけ

る事務の電子化

をより一層推進

し、顧客ニーズに

応じた電子サー

ビスの利便性の

向上を図る。 

【業務の電子化

関連】 
-中期計画 P14- 
○（略）政府の方

針を踏まえ、第

一期中期目標

期間中に策定

した｢業務・シ

ステム最適化

計画」に基づ

き、内部統制の

充実を視野に

入れつつ、機構

の 主 要 な 業

務・システムの

最適化・効率化

を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

 
(中期目標 KPI) 
－ 

 
(中期計画評価指標) 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
○主要な業務・シス

テムの最適化・効

率化。 
 
＜評価の視点＞ 
○業務・システムの

最適化を行って

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 

－ 
 
［主な成果等］ 
○文書の電子化関連 
・独立行政法人中トップ水準を目指した活動により、法人文書の

電子化率は全独立行政法人中、6 年連続（平成 23～28 年度）

で“第 1 位”を達成（平成 29 年度の電子化率も高水準を維持）。 
・独立行政法人として初めて、公文書管理法に基づく（独）国立

公文書館への歴史公文書等の移管を実現（平成 26 年度）し、

その後も引き続き実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○文書の電子化関連 
・IT の利活用を推進する法人として、公文書管理法の施行（平

成 23 年 4 月 1 日）による法人文書の管理状況公表制度の開始

以来、6 年連続（平成 23 年度から 28 年度）で他の独立行政

法人に大差をつけ、“第 1 位”を達成したことを評価（平成 29
年度の電子化率も高水準を維持）。役員会資料の完全電子化な

どを旗頭として、徹底的な電子化を推進したことが奏功。 

 【内部統制関連】 
-中期目標 P12- 
○事業選択や業

務運営の効率

化に客観的に

分析した結果

を反映させる

こと等により

見直しの実効

性を確保する

ことや事業実

施前の方針、運

営方法等が有

効かつ効率的

【内部統制関連】 

-中期計画 P13- 
○機構内の検討

機能を強化し、

事業実施前の

方針、運営方法

等が有効かつ

効率的なもの

である検証で

きる仕組みを

設けることに

より、内部統制

のさらなる充

実・強化を図

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 

 

(中期計画評価指標) 

③有識者・利用者か

らのヒアリング数 

 

＜その他指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

○適切に内部統制

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
 

(中期計画評価指標) 

③毎年度目標値の 120%以上 

 
 
［主な成果等］ 
○内部統制関連 

・「独立行政法人通則法」の改正を踏まえ、「監事の機能強化」

及び「内部統制」を推進するため、監事室、コンプライアンス

統括室を設置（平成 27 年 4 月 1 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○内部統制関連 
・一連の統制活動（監事室、コンプライアンス統括室、内部統制

委員会の設置。監事監査指針に基づく監事監査計画の立案及び

着実な実施。外部有識者意見を反映した事業計画立案及び着実
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
なものかどう

か検証できる

仕組みを新た

に法人内に設

けることによ

り、内部統制の

更なる充実・強

化を図る。（略） 
-中期目標 P13- 
○組織の効果

的・効率的な運

営管理に資す

るため、機構の

透明性を確保

するとともに、

リスク管理、コ

ンプライアン

スの強化を図

るなど内部統

制の確立を図

る。 

る。さらに、毎

年度、100 人以

上の有識者・利

用者からヒア

リング（｢100
者 ヒ ア リ ン

グ｣）を実施す

る。 
 

 

が行われている

か。 

・監事監査指針に基づき、毎年度、監事監査計画を立案、確実に

実施。 

・理事長のリーダーシップが発揮される環境整備を一層推進する

とともに、部門横断的に方針の共有や意見交換を実施し、事業

運営が有効かつ効率的なものであるかを検証。具体的には、業

務運営の方向性や事業の妥当性、最適な資源配分などの経営課

題について、トップマネジメントとミドルマネジメント層とで

集中討議するための経営会議の場（「業務運営方針検討会」）

を整備（平成 29 年 5 月）。さらに、議論を通じて浮かび上が

った多岐にわたる課題について確実に取り組むため、プロパー

職員から構成されるワーキンググループを組成（平成 29 年 7
月）。機構全体の成長に資する施策について自らが考え実行す

る組織への変革を推進。 

・「内部統制委員会」が定めた行動計画に基づき、コンプライア

ンス意識調査やコンプライアンス研修を実施。 

・外部専門家による研修を受講し、リスク管理の基礎知識を備え

た各部署の管理職が、前回調査の内容を踏まえ、リスクに対す

る対策度合いについて進捗状況を確認するとともに、前回調査

までに各部署で把握された重要リスクについて全部署で識

別・評価を実施、リスク管理委員会に報告し、マネジメントサ

イクルを定着化。また、入念な訓練シナリオに基づく組織全体

での事業継続計画（BCP）訓練（災害対策本部の設置や定期

的な役職員の安否確認、部門ごとの業務運営における対処等）

を実施（平成 29 年 12 月）。 
・効率的な内部統制の推進により、機構の内部統制における「取

組に関する意識の組織内への浸透」の事例が、「独立行政法人

の内部統制の取組に関する実態調査」（平成 29 年 2 月。総務

省行政管理局）においてベストプラクティスとして全独法に展

開。 

・「100 者ヒアリング」などによる外部有識者の意見を反映した

事業計画を立案、着実に実行し、評価を実施。 

・法改正、制度変更、社会環境の変化への柔軟な適応のためには、

IT 統制の強化を通じ、機構の業務に内在するリスクの顕在化

の抑制につなげるとともに、職員の業務効率の向上を図る必要

があることから、役員（CIO）の指示の下、システム部門と原

課部門との統合プロジェクトチーム（IPT）を組織（平成 28
年 6 月）。全機構横断的にビジネスプロセスの手順の洗い出

しを実施の上、公的機関に導入実績のあるパッケージ製品を活

な実施。事業リスクマネジメント及び情報セキュリティリスク

マネジメント並びに BCP 訓練の着実な実施。基幹業務システ

ムの刷新による IT 統制の強化と BPR の推進。セキュリティ

センター情報セキュリティ分析ラボラトリーを監査員に指名

した情報セキュリティマネジメント監査の実施。情報セキュリ

ティ監査指摘事項の情報セキュリティ基本規程等への反映及

び誓約書等を用いた周知・遵守の徹底等）を通じて、内部・外

部ガバナンスの実施、PDCA サイクルの実現、機構の統制を

推進していることを評価。 
・効率的な内部統制の推進により、機構の内部統制における「取

組に関する意識の組織内への浸透」の事例が、「独立行政法人

の内部統制の取組に関する実態調査」（平成 29 年 2 月。総務

省行政管理局）においてベストプラクティスとして全独法に展

開されたことから、独立行政法人全体の内部統制の環境整備に

貢献したことを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
用し約 3 か月で基幹業務システムを効率的に導入。 

・サイバーセキュリティ基本法の改正（平成 28 年 10 月）によ

り、独立行政法人等の監視・監査業務を実施。他法人への情報

セキュリティマネジメント監査に備え、機構自身の「情報セキ

ュリティマネジメント監査」を臨時監査として実施し、指摘事

項を情報セキュリティ基本規程の改正等に反映。さらに、同法

と同時に改正された情報処理促進法により秘密保持義務が規

定されたことから、役職員に対してこれらの改正規定を周知徹

底するのみならず、誓約書等を用いた遵守徹底を実施。 

・「情報セキュリティ対策推進計画」に基づく教育・訓練及び情

報資産に関するセキュリティリスクアセスメント・セキュリテ

ィ診断を実施し、適切な情報セキュリティ対策（主に物理的対

策・技術的対策）を検討・実施。また、外部環境の変化や、統

一基準の改訂等による各種要請に応じて、適宜情報セキュリテ

ィ関連規程の改正を実施。 

・内部監査の結果を踏まえ、要管理対策区域の入室手続き等を統

一するとともに、入退室管理システムを刷新し、要管理対策区

域の管理を強化。 

 【その他】 
-中期目標 P13- 
○事業成果につ

いて経済社会

に対する効果

や貢献に関し、

調査を行い、そ

の結果につい

て広く公開し、

国民の理解を

得るとともに、

国民一般にお

ける認知度の

向上に努める。 
（略） 
-中期目標 P9- 
○内外の産業動

向・技術動向等

を常に把握し、

積極的な情報

【その他】 
-中期計画 P15- 
○報道関係者の

事業内容に関

する理解促進

のため、第三期

中期目標期間

において 500
件以上の報道

発表を実施す

る。また、説明

会・懇談会等を

開催するとと

もに、個別取材

に対応する。さ

らに、国民一般

に向けて機構

が有するメー

リングリスト

等に加え、外部

＜主な定量的指標＞ 

 
(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 

④報道発表数 
 
＜その他指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
○効果的な広報手

法の検討のもと

的確な情報発信

が行われている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 

 
(中期計画評価指標) 
④885 件（対最終目標値比 177%） 

 
［主な成果等］ 
○報道発表による広報活動 
・社会的に課題となり得る事象に対して先行して注意喚起やガイ

ドライン等の報道発表を毎年着実に実施し、平成 25 年度から

の 5 年間で中期計画目標値 500 件を大きく上回る 885 件を達

成。世の中のインシデントに先行した報道発表が実り、平成

26 年度には教育事業者で起きた内部不正において「内部不正

防止ガイドライン」が注目され、また、平成 27 年度には日本

年金機構への標的型攻撃事件、平成 29 年度にはビジネスメー

ル詐欺被害において J-CSIP 等の標的型攻撃対策の知見が注

目されるなど、情報セキュリティに関する国の専門機関として

報道機関からの問い合わせが殺到。マスメディアへの掲載数は

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 
○報道発表による広報活動 

・社会的に課題となり得る事象に対して先行して注意喚起やガイ

ドライン等の報道発表を毎年着実に実施し、平成 29 年度末時

点で中期計画目標値 500 件を大きく上回る 885 件を達成した

ことを評価。世の中のインシデントに先行した報道発表が実

り、平成 26年度には教育事業者で起きた内部不正において「内

部不正防止ガイドライン」が注目され、また、平成 27 年度に

は日本年金機構への標的型攻撃事件において J-CSIP 等の標

的型攻撃対策の知見が注目されるなど、情報セキュリティに関

する国の専門機関として報道機関からの問い合わせが殺到、報

道発表への信頼度はますます向上。マスメディアへの掲載数は
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
収集、情報発信

を行う。 
（略） 

の情報発信ツ

ールを活用し

た情報提供を

行う。 

順調に上昇し、第二期中期目標最終年度（平成 24 年度）と比

較して高水準を維持。さらに、平成 29 年 5 月には世界 150 ゕ

国以上でランサムウェアの感染被害が報告されたことを受け、

国内での被害が確認される前に公的機関として最初に記者会

見を実施し、国民に対策実施を呼びかけ。マスメディアへの掲

載は 871 件を達成するなど、問い合わせは確実に増加。 
 
○SNS 等を活用した広報活動 
・より多くの一般国民向けにタイムリーな情報発信を実施するた

め、従来から行ってきたメールニュース・YouTube に加え SNS
を活用した広報活動を新たに展開（平成 25 年度には

Facebook、平成 26 年度には Twitter を開始）。 
・毎年のコンテンツ投稿数はほぼ一定数を維持し、よりわかりや

すさを意識した配信を実施。その結果、パスワードの作り方を

訴求する「チョコっとプラス パスワード」キャンペーン、原

宿駅に掲出したパスワード啓発広告、社会現象となったポケモ

ン GO の不正アプリに関する注意喚起、ランサムウェア

（WannaCry）の注意喚起の投稿が寄与。YouTube 閲覧数が

平成 26 年度に前年度比 10 倍超、Twitter 閲覧数が平成 27 年

度、平成 28 年度に平成 26 年度比約 10 倍、平成 29 年度に至

っては約 12 倍となるなど、SNS 等の閲覧数は全体で第二期中

期目標最終年度（平成 24 年度）と比較して約 3.1 倍（約 743
万件）に拡大し、登録者数も同様に約 2 倍（累計約 10 万人）

に拡大。 
・一般国民向けに情報を発信する媒体であるウェブサイトのアク

セス件数について、第二期中期目標最終年度（平成 24 年度）

と比較して約 2.5 倍（約 4 億件）に拡大。 

順調に上昇し、第二期中期目標最終年度（平成 24 年度）と比

較して高水準を維持したことを評価。さらに、平成 29 年 5 月

には世界 150 ゕ国以上でランサムウェアの感染被害が報告さ

れたことを受け、国内での被害が確認される前に公的機関とし

て最初に記者会見を実施し、国民に対策実施を呼びかけ。マス

メディアへの掲載は年間 871 件を達成したことを評価。 
 
○SNS 等を活用した広報活動 
・より多くの一般国民向けにタイムリーな情報発信を実施するた

め、従来から行ってきたメールニュース・YouTube に加え、

多くの国民からの反応（閲覧数や「いいね」の数）を取得する

手段として、SNS を活用した広報活動を新たに展開（平成 25
年度には Facebook、平成 26 年度には Twitter を開始）。 

・毎年のコンテンツ投稿数はほぼ一定数を維持し、よりわかりや

すさを意識した配信を実施。その結果、パスワードの作り方を

訴求する「チョコっとプラス パスワード」キャンペーン、原

宿駅に掲出したパスワード啓発広告、社会現象となったポケモ

ン GO の不正アプリに関する注意喚起の投稿が寄与。YouTube
閲覧数が平成 26 年度に前年度比 10 倍超、Twitter 閲覧数が平

成 27 年度、平成 28 年度に平成 26 年度比約 10 倍、平成 29
年度に至っては約 12 倍となるなど、SNS 等の閲覧数は全体で

第二期中期目標最終年度（平成 24 年度）と比較して約 3.1 倍

（約 743 万件）に拡大し、登録者数も同様に約 2 倍（累計約

10 万人）に拡大。コンテンツ投稿を効率的に実施するのみな

らず、時宜を得た効果的な広報活動が成功し、認知度が大幅に

向上したことを評価。 
・一般国民向けに情報を発信する媒体であるウェブサイト件数に

ついて、第二期中期目標最終年度（平成 24 年度）と比較して

約 2.5 倍（約 4 億件）に拡大したことを評価。 
・さらに、ダイレクトな広報チャネルは震災等の際も有効であり、

平成 28 年の熊本地震の際には、翌日に情報処理技術者試験の

開催を控え瞬時に情報を伝える必要がある中、九州地方の開催

中止をいち早く案内する手段として Twitter を活用し、フォロ

ワーの協力を得て 1,000 人超の情報拡散を得た結果、約 10 万

人の国民に閲覧され、混乱の回避に貢献したことを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
   ＜課題と対応＞ 

中期目標期間見込自己評価で抽出した「課題と対応」 対応状況 課題と対応 

課題 対応 

○第三期中期目標期間においては、社会

や政府の要請にもとづき新たな業務

や新たな組織が追加され、機構に求め

られる役割は急速な高まりをみせた。

次期中期目標期間においても、その流

れは加速し、機構に求められる役割も

より重要かつ広範になることが見込

まれるが、急速な業務拡大の中で単に

人員を増員するだけでは、組織マネジ

メントに支障を来す可能性がある。し

たがって、機構全体のガバナンスの一

層の強化、各事業間のシナジーの向

上、PDCA サイクルの有効性の発揮及

び業務効率の向上を実現するため、更

なる内部統制の充実が必要である。 

○第三期中期目標期間の最終年度に、理

事長の指示の下、「業務運営方針検討

会」を組織した。次期中期目標期間に

向けて、最適効率を目指した組織に生

まれ変わるため、役員及び各センタ

ー・各部の長同士が将来のビジョンや

中長期的施策について相互に共有し、

業務の必要性や連携の可能性などに

ついて相互に確認した。引き続き、業

務の無駄を排除しつつ、相互連携によ

る相乗効果を発揮できるよう、次期中

期目標期間における事業の廃止まで

を含めた組織体制の見直しと各種制

度の見直しを実施する。 

○役員及び各部・センター長級で組織し

た「業務運営方針検討会」を平成 29
年 5 月に設置し、その検討・指示を

受け、4 つのワーキンググループを組

成した。機構全体の成長に資する施策

について自らが考え実行する組織へ

と変革することを理念とし、プロパー

職員 40名程度から構成される検討体

を精力的に運営した。機構の安定的か

つ永続的な成長を目的とした人事制

度の検討、第四期中期計画における再

編後の組織の整備、社会環境変化への

適応を目的とした機構の人材開発環

境の整備、生産性向上を目的とした労

務環境等の整備を実施した。 
○リスク管理委員会においてリスク評

価で認識されたリスクの粒度や評価

を組織全体で共通化し、リスク管理の

底上げを実施した。また、前回調査ま

でに確認されたリスクについては対

策の進捗状況を確認し、マネジメント

サイクルの定着を図った。内部統制委

員会及び情報セキュリティ委員会を

通じて、機構全体のガバナンス強化、

各事業間のシナジーを向上させた。さ

らに、組織マネジメント能力の向上、

潜在的な労務管理に係るリスクの軽

減を目的として、管理職向けの研修

（コンプライアンス、労務管理）を制

度化した。 

○なし 

○第三期中期計画期間においては、報道

発表によるマスメディアを通した広

報に加え SNS 等の新たな広報手段も

○ウェブサイトへの来訪者やセミナ

ー・イベント等への参加者の行動を一

元的に記録・分析できる環境を整備

○IPA の広報・普及活動のうち、広報グ

ループで集約している外部公表（プレ

スリリース、ウェブ公開）を除く
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

活用し普及先を拡大したところであ

る。しかしその一方で、普及対象が企

業（経営層・システム管理部門・一般

従業員）、自治体、一般国民と事業の

特性によって分かれ、かつ多岐にわた

る中で、IT 利活用の普及率や課題な

どの分析は断片的に行われているの

が実情である。より普及力を高めるた

めにも、事業全体の広報効果を総合的

に分析しつつシナジー効果を発揮す

る必要がある。 

し、国民の興味や広報活動の効果を事

業をまたがって相関分析し、次のタイ

ムリーかつ効果的な広報手段を選択

し、事業成果を国民に周知する。 

「SNS 情報発信」、「イベント開催」、

「セミナー講師派遣」、「外部イベント

への参加」、「資料の印刷・配布」とい

った活動については、各センター個別

に実績集計・効果測定を実施した。こ

れらの実績について広報グループで

毎月集約し、IPA 全体の広報・普及力

を測るための環境を整備した。 
○国民のどの層（企業経営者・管理者・

従業員・自治体・一般国民が IPA の

活動に参加したかを測るため、会員登

録制の「イベント参加支援システム」

を構築し、相関分析をできる環境を整

備した。 

中期目標期間見込大臣評価での「指摘事項」 対応状況 

○（再掲）平成 27 年度評価では、サイバーセキュリティ関連の専門的な技術、知

見を要する業務が増大していることも踏まえ、サイバーセキュリティ人材育成総

合強化方針（平成 28 年 3 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定）の中で、

「能力を可視化した上で、産業界やセキュリティ関連業務を行う独立行政法人を

含め政府関係機関等において業務に従事する者にその能力や実績に見合った適

正な処遇を実現していくことも重要であり、産学官が連携して適性処遇の推進や

キャリアパス等の整備を検討していく。」とされたことも考慮しつつ、給与体系

及び給与水準の適正化を進めていくべきであると指摘したところである。この点

については、ホワイトハッカー等先端的なセキュリティ人材について、公募等に

よる採用活動を実施してそのような人材を任期付の職員として採用することを

可能とする給与規程の改正テーブルを含む新たな規程案（想定として年俸制職

員）を検討するなどの措置を進めているところであり改善に向けた取組がみられ

るが、今後も引き続き給与体系及び給与水準の適正化を進めていくべきである。 

○特に高度なセキュリティの専門知識

を有する人材などを職員の給与水準

を勘案することなく、その者のスキル

や経験値などに応じた相応の給与で

任期付職員としての採用を可能とす

る規程改正を行った。 
○産業サイバーセキュリティセンター

におけるサイバー攻撃の調査分析業

務を推進するため、サイバーセキュリ

ティ及びサイバー攻撃に関する専門

的知見を有する者（先端的セキュリテ

ィ人材）を採用するための公募を実施

し、選考過程を経て 1 名を採用した

（採用日は平成 30 年 4 月上旬）。 

○また、第四期中期目標期間において、機構は、IT 専門の政府機関として、その

役割を果たし、IT の社会基盤として支えていく重要性が高まることや独立行政

法人制度の趣旨である PDCA の機能を果たす観点から、機構の組織・業務運営

の体制について、より一層政策課題や社会経済情勢の変化に応じた最善の体制を

構築する必要がある。このため、以下に掲げる事項について点検を行い、適宜、

改善の措置を講じることを求める。①情報収集・調査・分析機能の強化及び部門

間の連携の強化を図る。②継続的な業務改革及び組織改革を図る。③IT に関す

○左記①～④について、以下の対応を実

施した。 
①役員及び各部・センター長級で組織し

た「業務運営方針検討会」を平成 29
年 5 月に設置した。機構全体のシナ

ジー創出の観点から集中的に議論し、

翌年度から開始される第四期中期計
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

る知見の蓄積と、それを継承していく人材の確保が必要であることから、計画的

にプロパー職員の採用を行うとともに、職員の育成の観点から能力開発や研修制

度の整備・充実、官民との間における人材交流の促進を図る。④IT を活用した

業務効率化等について、働き方改革による生産性向上を通じた先進的な取組・制

度の導入等を図る。 

画において、情報収集・調査・分析機

能を担う新組織の新設を含め、部門間

の連携を一層強化するための組織再

編案の骨子をまとめた。 
②上記「業務運営方針検討会」での検

討・指示を受け、4 つのワーキンググ

ループを組成した。機構全体の成長に

資する施策について自らが考え実行

する組織へと変革することを理念と

し、プロパー職員 40 名程度から構成

される検討体を精力的に運営した。機

構の安定的かつ永続的な成長を目的

とした人事制度の検討、第四期中期計

画における再編後の組織の整備、社会

環境変化への適応を目的とした機構

の人材開発環境の整備、生産性向上を

目的とした労務環境等の整備を実施

した。 
③平成 30 年度新卒採用活動では、計画

的な大学訪問や就活イベントへの積

極的な参加、IPA 内採用説明会を強化

する等で、エントリー数を向上させる

ための採用活動に注力した。中途採用

においても、人員構成や残業時間の状

況等を考慮のうえ中途採用計画を作

成し総務部主導の下で配属先を決定

する方針を策定した。また、新たに若

手職員を短期サイクルにて行政事務

研修員として経済産業省に派遣する

スキームを導入した（これまで既に商

務情報政策局に若手職員 2 名ずつ（合

計 4 名）を派遣）。さらに、研修制度

について、職員の能力開発や職制ごと

に求められるスキルの向上等を図る

ためのあるべき研修制度を検討した

うえで、研修規程の制定及び平成 30
年度研修実施計画を策定した。 

④機構の職員が生き生きと活躍できる
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 

職場風土づくりを目的とし、一人一人

のニーズに合った多様な施策・制度

（フレックス等柔軟な勤務形態を実

現する施策）の検討を進めるととも

に、生産性を向上させる労務環境（テ

レワーク環境等）を整備した。 
 

 
４．その他参考情報 
なし 
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１－２－４－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（Ⅲ．財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

調書 No.1-1-4-3（Ⅲ） 財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する事項 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

         
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
      評定  
    （詳細は、平成 25～29 年度業務実績報告書） ＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：以下のとおり、中期目標及び中期計画における所期の目標

を達成していることを評価。 

   

（経済産業省で記載） 

 【運営費交付金債

務残高関連】 

－中期目標 P12
－ 

（２）運営費交付金

の適正化 

事務及び事

業の規模につい

て抜本的見直し

を行い、運営費

交付金の予算規

模を適正化する

とともに、執行管

理体制を強化

し、毎年度の運

営費交付金債

務残高の発生要

因を分析した上

で、適正な計画

的執行を行う。 

 

【運営費交付金債

務残高関連】 

－中期計画P14－ 

３．運営費交付金

の計画的執行 

事務事業につ

いては不断の見

直 し を 行 い つ

つ、運営費交付

金の執行につい

ては、定期会議

での報告審査に

よりチェック機能

の 強 化 を 図 る

等、運営費交付

金の執行管理体

制を強化するこ

とにより、事業の

性質上やむを得

ない案件を除き

年度内での計画

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
○運営費交付金債

務残高の状況。 
 
＜評価の視点＞ 
○運営費交付金債

務の状況・要因

を適切に把握し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 

－ 
 
［主な成果等］ 
○運営費交付金債務残高の適正化 
・運営費交付金の執行管理を徹底し、機動的・弾力的な再配賦を

各年度 2度実施。運営費交付金予算に対する債務残高の割合は、

第二期中期目標期間の平均 30.9%に比べ、22.4 ポイント減の

8.5%と大幅に改善。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○運営費交付金債務残高の適正化 
・運営費交付金予算に対する債務残高の割合が、第二期中期目標

期間の平均に比べ、22.4 ポイント減の 8.5%と大幅に改善した

ことを評価。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
的執行を徹底

し、予期せぬ運

営費交付金債務

残高の発生を抑

制する。また、中

長期的な観点で

の計画的な執行

計画に留意しつ

つ、予期せぬ交

付金債務残高に

ついてはその発

生要因を分析し

た上で、次年度

以降の適正かつ

計画的執行に努

める。 

 【繰越欠損金関

連】 

－中期目標 P14
－ 

（１）地域ソフトウェ

アセンターにつ

いて、設立趣旨

及び事業展開

に留意しつつ、

出資総額に対

する繰越欠損金

の割合を可能な

限り、当該中期

目標期間中に

減少させる。 

（２）第三期中期目

標期間において

黒字化への転

換が見込めない

センターで、か

つ、一定の基準

に該当するもの

【繰越欠損金関

連】 

－中期計画P17－ 

（１）地域ソフトウェ

アセンターにつ

いては、経営状

況を的確に把握

するとともに、経

営改善を目的と

した積極的な指

導・助言を行う。

さらに、地域ソフ

トウェアセンター

全国協議会が毎

年度３回以上開

催されるよう支援

し、地域ソフトウ

ェアセンター間

の情報交換を促

進することによ

り、地域ソフトウ

ェアセンターの

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
○地域ソフトウェ

アセンター（SC）

に対する指導・

助言。 
○地域 SC の経営

状況の把握。 
○欠損金、剰余金

の適正化。 
 
＜評価の視点＞ 
○的確に経営状況

を把握し、経営

改善を目的とし

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 

 
(中期計画評価指標) 

－ 
 
［主な成果等］ 
○地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター（SC）） 
・第三期中期目標期間においては、各地域 SC の経営改善に向け

積極的に取り組んだ結果、解散した地域 SC 等を除き財務状況

は着実に改善（4 社が繰越欠損金を減少。さらに、第二期中期

目標期間の 3 倍を超える総額 13.2 百万円の配当を受領）。 
・黒字転換が見込めず、地元からの支援等が得られない地域 SC
については、他の出資者と連携の下、解散を促進（第三期中期

目標期間において、3 社が解散（うち 1 社は精算結了））。 
 
○欠損金、剰余金の適正化 
・一般勘定においては、5 期連続で利益剰余金を計上。 
－平成 29 年度の一般勘定における当期総利益は、平成 27 年度

補正予算等による継続事業を経済的・効率的に実施したこと

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な成果等] 

○地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター（SC）） 
・各地域 SC の経営状況を把握し、経営改善を目的とした指導・

助言等を行った結果、11 社のうち 4 社が繰越欠損金を減少。さ

らに、地域 SC から第二期中期目標期間の 3 倍を超える総額

13.2 百万円の配当金を受領したことを高く評価。 
 
 
 
 
○欠損金、剰余金の適正化 
・一般勘定において、平成 27 年度補正予算等による継続事業を

経済的・効率的に実施したことによる運営費交付金で賄う経費

の節減から生じた利益を 1,634 百万円確保したことを高く評
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
は、他の出資者

等との連携の下

に、当該期間内

に解散に向けた

取組を促すもの

とし、解散分配

金を速やかに国

庫納付するもの

とする。 

 

 

経営改善を図る

ものとする。 

（２）第三期中期目

標期間において

黒字化への転換

が見込めず、か

つ、以下の基準

に該当するもの

は、他の出資者

等との連携の下

に、当該機関内

に解散に向けた

取組を促すもの

とし、解散分配

金を速やかに国

庫納付するもの

とする。 

①主要株主である

地方自治体・地

元産業界からの

直接的、間接的

な支援が得られ

ない場合 

②経営改善を行っ

ても、繰越欠損

金が増加（３期

連続が目安）又

は増加する可能

性が高い場合 

た指導・助言が

行 わ れ て い る

か。 
 
○欠損金、剰余金

の発生要因が明

らかにされ、改

善向けた取組が

な さ れ て い る

か。 

による運営費交付金で賄う経費の節減から生じた利益 1,634
百万円、業務収入を財源として取得した固定資産の未償却残

高 1,231 百万円が主な要因。 
・試験勘定においては、平成 27 年度に繰越欠損金 46 百万円を計

上したが、平成 28 年度に繰越欠損を解消し、平成 29 年度末に

は利益剰余金 279 百万円を計上。 
－平成 27 年度までは、毎年、前年比で応募者数が減少し収益

減。平成 26 年度は、システム運用の見直しなど前年度比 10%
のコスト削減が功奏し一旦黒字化。平成 28 年度は、情報セ

キュリティマネジメント試験の開始による応募者数の増加、

受験手数料の改定及びCBT49方式による試験業務について請

負単価を約 3%削減したことで収支が改善し、繰越欠損金を

解消。平成 29 年度は、応募者数の増加により収益が伸び、

利益剰余金は更に増加。 
・地域事業出資業務勘定においては、継続的に経営改善を目的と

した指導・助言等を行った結果、各地域 SC の経営状況が改善。

他方、黒字転換が見込めない地域 SC について解散に向けた取

組みを進めた結果、解散となった地域 SC の株式評価損や清算

時の清算損等の影響で繰越欠損金が増加。 
 
・利益剰余金（△繰越欠損金）の推移 （単位：百万円） 
 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

一般勘定 119 177 127 265 3,621 
試験勘定 4 15 △46 150 279 
事業化勘定 △266 △266 △266 △266 △266 

地域事業出

資業務勘定 
△2,597 △2,640 △3,058 △3,030 △3,137 

法人全体の

繰越欠損金 
△2,739 △2,714 △3,242 △2,881 498 

価。 
・試験勘定においては、繰越欠損を解消。地域事業出資業務勘定

においては、各地域 SC の財務状況が改善し、平成 28 年度に

おいて、平成 20 年度以来の当期総利益を計上したことを評価。 
 

 【その他】 

－中期目標 P14
－ 

（１）自己収入の増

加を図る観点か

ら、受益者が特

定でき、受益者

【その他】 

－中期計画P17－ 

１．自己収入拡大

への取組 

行政改革の主

旨を踏まえ、第

三期中期目標期

＜主な定量的指標＞ 

 

(中期目標 KPI) 
－ 
 
(中期計画評価指標) 

－ 

＜主要な業務実績＞ 
［定量的指標の実績］ 
(中期目標 KPI) 
－ 

 

(中期計画評価指標) 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
49 CBT(Computer Based Testing) 



81 
 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
に応分の負担を

求めることで事

業目的が損なわ

れない業務につ

いては、適切な

受益者負担を

求めていくことと

する。 

間においても引

き続き自己収入

の増加を図る観

点から、受益者

が特定でき、受

益者に応分の負

担能力があり、

負担の求めるこ

とで事業目的が

損なわれない業

務については、

経 費 を 勘 案 し

て、適切な受益

者負担を求める

こととする。 

 
＜その他の指標＞ 
○自己収入拡大へ

の取組。 
 
＜評価の視点＞ 
○適切な受益者負

担の措置が取ら

れているか。 

 
［主な成果等］ 
○自己収入拡大への取組み 

・自己収入の拡大に向けた取組みを推進し、適切な受益者負担を

求めるため、第二期中期目標期間に引き続き原則有料化を実

施。IPA の自己努力で収入拡大が可能なセミナー参加料及び書

籍など販売収入において、第二期中期目標期間の 5 年間の合計

40 百万円に比べ、17 百万円増（43.3%増）を確保。 
－平成 26 年度から新たな取組みとして、電子書籍の販売を開

始。 
－平成 29 年度から新たな取組みとして、「AI 白書」を発行。 
（内訳） 

セミナー参加料 17 百万円（第二期 9 百万円） 
書籍など販売収入 41 百万円（第二期 32 百万円） 
IT セキュリティ評価・認証手数料など 50 

180 百万円（第二期 214 百万円） 
ICSCoE51受講料収入 183 百万円（皆増） 

 

 

[主な成果等] 

○自己収入拡大への取組み 

・セミナー参加料及び書籍など販売収入において、第二期中期目

標期間の 5 年間の合計 40 百万円に比べ、17 百万円増（43.3%
増）を確保したことを評価。 

 
 
 
 

   ＜課題と対応＞ 

中期目標期間見込自己評価で抽出した「課題と対応」 対応状況 課題と対応 

課題 対応 

○繰越欠損金は、地域事業出資勘定にお

ける関係会社株式評価損が主な要因

となっている。欠損金の圧縮には、地

域 SC の経営改善が不可欠である。 

○引き続き、地域 SC の経営状況に応じ

た指導、支援等の対応を継続する必要

がある。 

○地域 SC の経営状況を的確に把握し、

指導・助言等を積極的に行い、地域

SC の経営改善を図るとともに、適切

な配当を求めることとした。 
 また、このような取組みを次期中期計

画に記載して、繰越欠損金の解消に努

めることとした。 

○なし 

○地域 SC が主体となって行う全国協

議会については、地域 SC の減少に

伴い平成 30 年度以降の継続・維持が

課題となっている。 

○全国協議会については、今後は IPA
を事務局とした会議に変える等の対

応を行う方向性で検討を進めている。 

○全国協議会のあり方の検討の結果、地

域 SC が減少した状態においても、地

域 SC の経営改善のために同協議会

は有効であり必要であるとの結論に

至り、IPA 事務局の会議とはしないこ

ととなった。 
 

 

                                                   
50 民間企業のシステム製品が対象であるため、実績額は製品動向に左右される。 
51 ICSCoE：産業サイバーセキュリティセンター（Industrial Cyber Security Center of Excellence） 
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４．その他参考情報 

（参考）予算決算額推移 
○一般勘定                                                                                （単位：百万円） 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 
収入 

運営費交付金 
国庫補助金 
受託収入 
業務収入 
その他収入 

計 

 
3,671 

－ 
3 

67 
109 

3,850 

 
(3,671) 

(－) 
(－) 
(46) 
(92) 

(3,809) 

 
3,743 

290 
19 
66 
71 

4,189 

 
(3,743) 

381 
(－) 
(45) 
(72) 

(4,241) 

 
12,450 

363 
79 
61 
71 

13,023 

 
(12,450) 

(413) 
(－) 
(44) 
(52) 

(12,959) 

 
7,247 

521 
1 

90 
151 

8,011 

 
(7,247) 

(798) 
(194) 
(43) 
(34) 

(8,317) 

 
5,712 

592 
358 

2,515 
51 

9,229 

 
(5,712) 

(848) 
(433) 

(2,507) 
(16) 

(9,516) 
支出 

業務経費 
情報処理推進事業経費 
信用保証業務経費 

受託経費 
一般管理費 

計 

 
3,185 
3,174 

11 
3 

704 
3,892 

 
(4,804) 
(4,797) 

(7) 
(－) 

(939) 
(5,743) 

 
4,357 
4,348 

9 
13 

687 
5,057 

 
(5,223) 
(5,216) 

(7) 
(－) 

(952) 
(6,175) 

 
4,789 
4,785 

4 
70 

812 
5,671 

 
(13,987) 
(13,980) 

(7) 
(－) 

(906) 
(14,893) 

 
11,172 
11,169 

3 
18 

988 
12,178 

 
(9,175) 
(9,168) 

(7) 
(194) 
(882) 

(10,251) 

 
12,664 
12,661 

3 
340 
916 

13,920 

 
(10,100) 
(10,093) 

(7) 
(433) 
(916) 

(11,450) 

○試験勘定                                                                                （単位：百万円） 
 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 
収入 

業務収入 
その他収入 

計 

 
2,458 

2 
2,460 

 
(2,607) 

(3) 
(2,610) 

 
2,396 

2 
2,397 

 
(2,658) 

(3) 
(2,661) 

 
2,379 

1 
2,380 

 
(2,358) 

(2) 
(2,361) 

 
2,902 

3 
2,905 

 
(2,826) 

(2) 
(2,828) 

 
3,383 

1 
3,384 

 
(3,386) 

(2) 
(3,388) 

支出 
業務経費 
試験業務経費 

一般管理費 
計 

 
 

2,288 
204 

2,492 

 
 

(2,357) 
(211) 

(2,567) 

 
 

2,162 
178 

2,340 

 
 

(2,573) 
(204) 

(2,777) 

 
 

2,205 
170 

2,375 

 
 

(2,284) 
(192) 

(2,476) 

 
 

2,582 
175 

2,757 

 
 

(2,478) 
(208) 

(2,686) 

 
 

2,984 
226 

3,210 

 
 

(3,007) 
(209) 

(3,216) 
 

○事業化勘定                                                                               （単位：百万円） 
 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 
収入 

その他収入 
計 

 
0 
0 

 
(0) 
(0) 

 
0 
0 

 
(0) 
(0) 

 
0 
0 

 
(0) 
(0) 

 
0 
0 

 
(0) 
(0) 

 
0 
0 

 
(0) 
(0) 

○地域事業出資業務勘定                                                                          （単位：百万円） 
 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 決算額 （予算額） 
収入 

その他収入 
計 

 
－ 
－ 

 
(0) 
(0) 

 
－ 
－ 

 
(0) 
(0) 

 
0 
0 

 
(0) 
(0) 

 
8 
8 

 
(0) 
(0) 

 
4 
4 

 
(0) 
(0) 

（注）単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しないものがある。 
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